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平成２５年第１回高森町議会定例会（第１号） 

 

平 成 ２ ５ 年 ３ 月 ７ 日 

午前１０時００分開会 

於    議    場 

１．議事日程 

 町長あいさつ 

 開会（開議）宣告 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名 

         ６番 森田  勝君 

         ８番 甲斐 正一君 

 日程第 ２ 会期の決定 

      （１） 会 期 （９日間） 

            自 平成２５年 ３月 ７日 

            至 平成２５年 ３月１５日 

      （２） 会期及び審議の予定 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 日程第 ３ 同意第 １号 高森町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第 ４ 議案第 ２号 熊本県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数

の減少及び規約の一部変更について 

日程第 ５ 議案第 ３号 阿蘇広域行政事務組合の共同処理する事務の変更及び規

約の一部変更について 

   月  日 会議の種類 備     考 

 ３月 ７日（木） 本会議 議案審議 

 ３月 ８日（金） 休 会  

 ３月 ９日（土） 〃  

 ３月１０日（日） 〃  

 ３月１１日（月） 〃  

 ３月１２日（火） 〃  

 ３月１３日（水） 〃  

 ３月１４日（木） 本会議 一般質問 

 ３月１５日（金） 〃 委員長報告・採決 
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 日程第 ６ 議案第 ４号 高森町過疎地域自立促進計画の変更について 

 日程第 ７ 議案第 ５号 高森町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び

運営に関する基準を定める条例の制定について 

 日程第 ８ 議案第 ６号 高森町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、

設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービス

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準を定める条例の制定について 

 日程第 ９ 議案第 ７号 高森町農業振興地域整備促進協議会条例の制定について 

 日程第１０ 議案第 ８号 高森町優良繁殖素牛導入資金貸付条例の制定について 

 日程第１１ 議案第 ９号 高森町有機農業推進施設条例の一部改正について 

 日程第１２ 議案第１０号 高森町税特別措置条例の一部改正について 

 日程第１３ 議案第１１号 高森町重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部改

正について 

 日程第１４ 議案第１２号 高森町子ども医療費助成に関する条例の一部改正につい

て 

 日程第１５ 議案第１３号 高森町が管理する町道の構造の技術的基準等に関する条

例の制定について 

 日程第１６ 議案第１４号 高森町移動円滑化のために必要な道路の構造の基準に関

する条例の制定について 

 日程第１７ 議案第１５号 高森町準用河川管理施設等の構造の技術的基準に関する

条例の制定について 

 日程第１８ 議案第１６号 高森町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準

並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の制定

について 

 日程第１９ 議案第１７号 高森町営住宅条例の一部改正について 

 日程第２０ 議案第１８号 平成２４年度高森町一般会計補正予算について 

 日程第２１ 議案第１９号 平成２４年度高森町国民健康保険特別会計補正予算につ

いて 

 日程第２２ 議案第２０号 平成２４年度高森町後期高齢者医療特別会計補正予算に

ついて 

 日程第２３ 議案第２１号 平成２４年度高森町介護保険特別会計補正予算について 
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 日程第２４ 議案第２２号 平成２４年度高森町簡易水道事業特別会計補正予算につ

いて 

 日程第２５ 議案第２３号 平成２４年度高森町農業用水供給事業特別会計補正予算

について 

 日程第２６ 議案第２４号 平成２４年度高森町鉄道経営対策事業基金特別会計補正

予算について 

 日程第２７ 議案第２５号 平成２５年度高森町一般会計予算について 

 日程第２８ 議案第２６号 平成２５年度高森町国民健康保険特別会計予算について 

 日程第２９ 議案第２７号 平成２５年度高森町後期高齢者医療特別会計予算につい

て 

 日程第３０ 議案第２８号 平成２５年度高森町介護保険特別会計予算について 

 日程第３１ 議案第２９号 平成２５年度高森町簡易水道事業特別会計予算について 

 日程第３２ 議案第３０号 平成２５年度高森町農業用水供給事業特別会計予算につ

いて 

 日程第３３ 議案第３１号 平成２５年度高森町鉄道経営対策事業基金特別会計予算

について 

 日程第３４ 休会の件について 

 

２．出席議員は次のとおりである。（１０名） 

１ 番  宇 藤 康 博 君        ２ 番  後 藤 三 治 君 

３ 番  興 梠 壽 一 君        ４ 番  芹 口 誓 彰 君 

５ 番  立 山 広 滋 君        ６ 番  森 田   勝 君 

７ 番  田 上 更 生 君        ８ 番  甲 斐 正 一 君 

９ 番  三 森 義 高 君       １０ 番  後 藤 英 範 君 

 

３．欠席議員は次のとおりである。（０名） 

 

４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（２０名） 

町    長  草 村 大 成 君   教 育 長  佐 藤 増 夫 君 

総 務 課 長  村 上 源 喜 君   政策推進課長  甲 斐 敏 文 君 

健康推進課長  岩 下 公 治 君   住民福祉課長  古 澤 建 生 君 

税 務 課 長  色 見 継 治 君   農林政策課長  佐 藤 武 文 君 
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建 設 課 長  廣 木 富 八 君   会 計 課 長  橋 本 和 則 君 

教育委員会事務局長  後 藤 正 三 君   政策推進課審議員  服 部 信一郎 君 

建設課審議員  岩 田 秋 広 君   総務課長補佐  東   幸 祐 君 

健康推進課長補佐  阿 部 恭 二 君   住民福祉課長補佐  佐 藤 幸 一 君 

農林政策課長補佐  後 藤 健 一 君   教育委員会事務局次長  沼 田 勝 之 君 

監査事務局長  安 方   含 君   総務課財政係長  岩 下   徹 君 

 

５．本会議に職務のため出席した者の職氏名（２名） 

議会事務局長  古 庄 良 一 君   議会事務局庶務係長  松 本 満 夫 君 
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開会 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（田上更生君） おはようございます。 

お待たせをいたしました。 

会議に先立ち、町長のご挨拶をお願いいたします。町長 草村大成君。 

○町長（草村大成君） おはようございます。 

議員の皆さまにおかれましては、公私ご多忙の折、定例会を招集いたしましたと

ころ、ご出席いただき、ありがとうございます。 

まずもって、ただいま大変危惧いたしておりますのは、芹口地域で発生いたしま

した２件の不審火と思われる空き家の火災でございます。幸い、空き家ということ

で、人的な被害はございませんでした。また、地域の方々、そして地元の議員の方

々も含めまして、大変この見回り活動等々に協力、そしてご尽力をいただいておる

ことに関しましても、改めましてお礼を申し上げる次第でございます。 

行政といたしましては、消防のほうには空き家の調査及び見回りをお願いしたと

ころでございます。また、高森警察署の署長さんをはじめ、署員の皆さまには捜査

活動に対してのご協力をいただいております。改めましてお礼を申し上げる次第で

ございます。一言で申し上げますと、安心・安全のために、この一日も早い原因の

究明が待たれるところではないかというふうに思っております。 

さて、いよいよ春の季節が訪れるわけでございますが、現在、新酒とふるさとの

味まつりが開催されております。３月１０日にはラストイベントが盛大に行われる

ことになっております。ぜひ、町民の皆さまが、そしてまた議会議員の皆さまも一

緒に参加できるようなラストイベントになればいいのではないかというふうに思っ

ております。 

さて、定例会にご提案しております予算に関して申し上げるとするならば、私と

しましては、本年度の予算に財源の許す限り、積極的な編成を行ったところであり

ます。平成２５年度を住民の皆さまの負託に応えられるように、精一杯努めていっ

てまいりたい。また、そのための予算というふうに思っておりますので、どうかよ

ろしくお願いを申し上げる次第であります。 

また、平成２４年度の予算につきましては、最後の仕上げを進めているところで

あります。議案の内容につきましては、この後のそれぞれの提案理由の説明、また

予算概要書などに説明しておりますので、詳細にはお話はいたしませんが、災害復

旧、超高速ブロードバンド整備、教育予算の充実など、必要なところに必要な予算
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を付けるということで編成を指示した予算案でございます。 

今回提案申し上げておりますのは、人事案件１件、条例の制定８件及び一部改正

が５件、予算１４件、その他３件の計３１件でございます。 

よろしくご審議いただき、ご承認を賜りますようお願いを申し上げ、ごあいさつ

といたします。 

○議長（田上更生君） どうもありがとうございました。 

ただいまから、平成２５年第１回高森町議会定例会を開会します。 

なお、税務課課長補佐 工藤英二君からは、税申告事務のため欠席届があってお

りますので報告いたします。 

これから本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（田上更生君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により、６番 森田勝君及び８番 

甲斐正一君を指名します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２ 会期の決定 

○議長（田上更生君） 日程第２、会期の決定を議題とします。 

会期の決定につきましては、議会運営委員会に付託してありましたので、委員長

の報告を求めます。議会運営委員長 立山広滋君。 

○議会運営委員長（立山広滋君） おはようございます。 

会期の報告を申し上げます。 

議会運営委員会に付託されておりました平成２５年第１回高森町議会定例会の会

期につきましては、本日３月７日から３月１５日までの９日間と決定しております。 

以上、報告終わります。 

○議長（田上更生君） 議会運営委員長の報告のとおり決定したいと思います。ご異議

ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、会期は本日から３月１５日

までの９日間と決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第３ 同意第１号 高森町固定資産評価審査委員会委員の選任について 
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○議長（田上更生君） 日程第３、同意第１号、高森町固定資産評価審査委員会委員の

選任についてを議題とします。 

本件について、提案理由の説明を求めます。町長 草村大成君。 

○町長（草村大成君） 同意第１号、高森町固定資産評価審査委員会委員の選任につき

同意を求めることについてご提案説明申し上げます。 

現在の固定資産評価審査委員会委員の野尻昭生氏は、平成２２年３月２３日か

ら固定資産評価審査委員会の委員としてご尽力・ご協力いただいておりますが、そ

の任期が平成２５年３月２２日をもって満了するため、後任に佐田成二氏の同意を

求めるものであります。 

佐田成二氏は、人格・識見高く、また公平・中立で、広く社会の実情にも通じ、

固定資産評価審査委員会委員として適任者でありますので、地方税法第４２３条第

３項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 

以上、ご説明申し上げましたが、ご審議の上、ご同意いただきますようお願い

いたしまして、説明を終わります。 

○議長（田上更生君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 

これから同意第１号、高森町固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決

します。 

本件について、同意することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、同意第１号、高森町固定資

産評価審査委員会委員の選任については、同意することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第４ 議案第２号 熊本県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減

少及び規約の一部変更について 

○議長（田上更生君） 日程第４、議案第２号、熊本県市町村総合事務組合を組織する

地方公共団体の数の減少及び規約の一部変更についてを議題とします。 
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本案について、提案理由の説明を求めます。総務課長 村上源喜君。 

○総務課長（村上源喜君） おはようございます。 

議案第２号でご提案申し上げました、熊本県市町村総合事務組合を組織する地方

公共団体の数の減少及び規約の一部変更について、提案理由の説明を申し上げます。 

熊本県市町村総合事務組合は、県下の各市町村及び一部事務組合で構成されてい

る団体ですけれども、この度、益城町及び御船町中・小学校組合及び川辺川総合土

地改良事業組合が３月３１日をもって解散し、同日限りで本組合から脱退をするこ

とになったため、今回規約の変更が生じたものでございます。 

なお、この規約の変更につきましては、構成団体すべてにおいての同文議決とな

っております。 

ご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げ、説明といたします。 

○議長（田上更生君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 

これから議案第２号、熊本県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数

の減少及び規約の一部変更についてを採決します。 

本案について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２号、熊本県市町村

総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の一部変更については、

原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第５ 議案第３号 阿蘇広域行政事務組合の共同処理する事務の変更及び規約の

一部変更について 

○議長（田上更生君） 日程第５、議案第３号、阿蘇広域行政事務組合の共同処理する

事務の変更及び規約の一部変更についてを議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。総務課長 村上源喜君。 

○総務課長（村上源喜君） 議案第３号でご提案申し上げました、阿蘇広域行政事務組
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合の共同処理する事務の変更及び規約の一部変更について、提案理由を説明申し上

げます。 

阿蘇広域行政事務組合規約第３条に規定する共同処理する事務について、根拠法

令となります障害者自立支援法が、本年４月１日から障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律と改正されることに伴い、今回、規約の変更が生

じたものでございます。 

なお、先ほど同様、この規約の変更につきましても、構成団体すべてにおいての

同文議決となっておりますので、よろしくお願いいたします。 

これをもちまして、説明といたします。 

○議長（田上更生君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 

これから議案第３号、阿蘇広域行政事務組合の共同処理する事務の変更及び規

約の一部変更についてを採決します。 

本案については、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第３号、阿蘇広域行政

事務組合の共同処理する事務の変更及び規約の一部変更については、原案のとおり

可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第６ 議案第４号 高森町過疎地域自立促進計画の変更について 

○議長（田上更生君） 日程第６、議案第４号、高森町過疎地域自立促進計画の変更に

ついてを議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。総務課長 村上源喜君。 

○総務課長（村上源喜君） 議案第４号でご提案申し上げました、高森町過疎地域自立

促進計画の変更についてご説明いたします。 

今回の整備計画は、超高速ブロードバンド整備事業に伴い、その財源として平成

２５年度から事業を実施いたしますことから、過疎地域自立促進特別措置法第６条
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第１項の規定により、議会の議決を得る必要があるためご提案するものであります。 

なお、この法律に基づきました事業につきましては、過疎債の借り入れが可能と

なるとともに、元利償還金の７０％が地方交付税の基準財政需用額に算入されるこ

ととなり、町財政にとりまして有利になるものとなります。 

以上、ご説明申しましたが、ご審議の上、ご決定いただきますようお願い申し上

げ、説明を終わります。 

○議長（田上更生君） 政策推進課長 甲斐敏文君。 

○政策推進課長（甲斐敏文君） おはようございます。 

議案第４号で提案いたしました、高森町過疎地域自立促進計画の変更について

補足説明をさせていただきます。 

今回の変更はですね、過日、２月２２日ですけど、全員協議会の折に説明いた

しておりますが、平成２５年度、２６年度で予定しております超高速ブロードバン

ド網、つまり光ファイバー網の整備に要するもので、過疎計画の平成２２年度から

２７年度の事業計画に、超高速ブロードバンド整備事業を追加するものであります。 

平成２５年度の当初予算の審議の折でも説明いたしますが、平成２５年度及び

２６年度で、通信事業者が整備する事業に対しまして、町が負担するそれぞれの年

度における限度額５億円及び平成２７年度以降、事業者が設置する施設に対する施

設使用料として８,０００万円を予定しているものであります。 

なお、この財源といたしましては、先ほど総務課長のほうからも申し上げまし

たように、平成２５年度につきましては過疎債、平成２６年度につきましては辺地

債、平成２７年度以降につきましては過疎債のソフト事業分を予定しているところ

でございます。 

以上、説明申し上げましたが、審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願い

申し上げます。 

○議長（田上更生君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案は、総務常任委員会に付託したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第４号は総務常任委員
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会に付託することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第７ 議案第５号 高森町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準を定める条例の制定について 

○議長（田上更生君） 日程第７、議案第５号、高森町指定地域密着型サービスの事業

の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてを議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。健康推進課長 岩下公治君。 

○健康推進課長（岩下公治君） おはようございます。 

議案第５号でご提案申し上げました、高森町指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定につきましてご説明いたします。 

この条例制定の目的、理由といたしましては、地域の自主性及び自立性を高める

ための改革の推進を図るための関係法律の施行に伴い、介護保険法の一部改正が行

われたことによるものでございまして、地域密着型サービスの人員、設備及び運営

に関する基準を定める必要があり、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、

議会の議決を経る必要があるため提案するものでございます。 

この条例案の１ページから８８ページまでが本提案にかかるものでございまして、

今回の条例制定の方向性といたしましては、現行の厚生労働省令に規定する基準に

おいて、法令上従うべき基準、標準とすべき基準、参酌すべき基準の３つの基準に

おいて、許容される範囲内で条例を制定しなければならないとされておりますこと

から、生活圏域及び介護サービスにおいてもほぼ同様であると思われる阿蘇圏域１

市６町村で協議・検討を行い、地域の実情を把握、反映できるように留意しながら

作成しております。 

以上、ご説明申し上げましたが、ご審議の上、ご決定いただきますようお願い申

し上げ、説明といたします。 

○議長（田上更生君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案は、文教厚生常任委員会に付託したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第５号は文教厚生常任
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委員会に付託することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第８ 議案第６号 高森町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備

及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

の制定について 

○議長（田上更生君） 日程第８、議案第６号、高森町指定地域密着型介護予防サービ

スの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定についてを議題

とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。健康推進課長 岩下公治君。 

○健康推進課長（岩下公治君） 議案第６号でご提案申し上げます、高森町指定地域密

着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防

サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の

制定につきましてご説明いたします。 

この条例制定の目的、理由といたしましては、地域の自主性及び自立性を高める

ための改革の推進を図るための関係法律の施行に伴い、介護保険法の一部改正が行

われたことによるものでございまして、高森町指定地域密着型介護予防サービスの

事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準を定める必要があり、地方自治法第９６

条第１項第１号の規定により、議会の議決を経る必要があるため提案するものであ

ります。 

この条例案は、先ほど提案申し上げました高森町指定地域密着型サービスの事業

の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例案の８８ページにあります、その

次の１ページから３８ページまでが本提案にかかるものでございまして、今回、条

例制定の方向性といたしましては、現行の厚生労働省令に規定する基準において、

法令上従うべき基準、標準とすべき基準、参酌すべき基準の３つの基準において、

許容される範囲内で条例を制定しなければならないものとされておりますことから、

生活圏域及び介護サービスにおいてもほぼ同様であると思われる阿蘇圏域１市６町

村で協議・検討を行い、地域の実態を把握、反映できるよう留意しながら作成いた

しております。 

以上、ご説明申し上げましたが、ご審議の上、ご決定いただきますようお願い申
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し上げ、説明といたします。 

○議長（田上更生君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案は、文教厚生常任委員会に付託したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第６号は文教厚生常任

委員会に付託することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第９ 議案第７号 高森町農業振興地域整備促進協議会条例の制定について 

○議長（田上更生君） 日程第９、議案第７号、高森町農業振興地域整備促進協議会条

例の制定についてを議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。農林政策課長 佐藤武文君。 

○農林政策課長（佐藤武文君） 議案第７号で、高森町農業振興地域整備促進協議会条

例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。 

市町村の農業振興地域整備計画は、農業振興地域の整備に関する法律第１２条の

２及び第１３条第１項の規定により、５年ごとに見直しを行うよう定められており

ます。 

現在の高森町農業振興地域整備計画は、平成２０年に見直しが行われており、平

成２５年度はまた改めて見直しを行う必要がございます。この計画の策定、または

変更にあたっては、農協、農業委員会、土地改良区など、広く意見を伺う必要がご

ざいますので、今回の見直しに先立ち、農業振興地域整備促進協議会を設置するこ

とといたしました。 

地方自治法第１３８条の４第３項の規定により、委員会委員及び附属機関の設置

については、条例に基づいて設置することとなっておりますので、本条例の制定を

ご提案するものでございます。 

よろしくご審議の上、決定いただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明と

いたします。 

○議長（田上更生君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案は、建設経済常任委員会に付託したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第７号は建設経済常任

委員会に付託することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１０ 議案第８号 高森町優良繁殖素牛導入資金貸付条例の制定について 

○議長（田上更生君） 日程第１０、議案第８号、高森町優良繁殖素牛導入資金貸付条

例の制定についてを議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。農林政策課長 佐藤武文君。 

○農林政策課長（佐藤武文君） 議案第８号、高森町優良繁殖素牛導入資金貸付条例の

制定について、提案理由のご説明を申し上げます。 

最近の健康志向の中で、特に赤牛の良さが見直され、子牛市場は近年にない活況

を見せております。また、熊本県では、蒲島知事が提唱されている火の国の赤ブラ

ンドの一つとして赤牛を売り出したり、阿蘇の草原再生と一体となった赤牛の増頭

のための補助金が創設されるなど、さまざまな施策が取られております。 

阿蘇郡市にあっても、各市町村が繁殖素牛導入に対し補助を行っております。一

方、本町にあっては、現在、保留奨励として１頭１万円を補助しておりますが、さ

らに規模拡大や改良を目指す繁殖農家を支援するため、無利子の貸付制度を創設し、

貸付けに必要な事項は条例で定める必要があるため、本条例の制定をご提案するも

のでございます。 

主な内容としましては、１頭当たり３０万円を限度として、無利子で貸付けを行

い、５年間で返済をしていただくものでございます。 

よろしくご審議の上、決定いただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明と

いたします。 

○議長（田上更生君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

お諮りします。 
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本案は、建設経済常任委員会に付託したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第８号は建設経済常任

委員会に付託することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１１ 議案第９号 高森町有機農業推進施設条例の一部改正について 

○議長（田上更生君） 日程第１１、議案第９号、高森町有機農業推進施設条例の一部

改正についてを議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。農林政策課長 佐藤武文君。 

○農林政策課長（佐藤武文君） 議案第９号、高森町有機農業推進施設条例の一部改正

について、提案理由のご説明を申し上げます。 

２期、６年間にわたり、指定管理制度により運営してまいりました高森町有機農

業推進施設、阿蘇高森オーガニックアグリセンターは、本年３月３１日をもって、

現在の指定管理委託期間が満了いたしますが、町といたしましては本町の有機農業

のみならず、農業振興の拠点施設にするという判断から、４月１日より町直営に戻

して運営することといたしました。 

直営後は、町内向けを主体に、より良質な堆肥の潤沢な供給を重点において運営

するよう考えておりますので、町外向けの利用料金の改定、取り扱わない製品の削

除等を行う必要があるため、本条例の一部改正をご提案するものです。 

よろしくご審議の上、決定いただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明と

いたします。 

○議長（田上更生君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案は、建設経済常任委員会に付託したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第９号は建設経済常任

委員会に付託することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１２ 議案第１０号 高森町税特別措置条例の一部改正について 



 

－18－

○議長（田上更生君） 日程第１２、議案第１０号、高森町税特別措置条例の一部改正

についてを議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。税務課長 色見継治君。 

○税務課長（色見継治君） おはようございます。 

議案第１０号で提案いたしました、高森町税特別措置条例の一部改正につきまし

て、ご説明を申し上げます。 

今回の高森町税特別措置条例の一部改正につきましては、過疎地域自立促進特別

措置法の一部改正によるものであります。 

主な内容につきましてご説明申し上げます。 

高森町税特別措置条例は、高森町工場等設置条例第３条第１項の指定を受けた者

に対しまして、税法上の優遇措置を定めたものであります。具体的に申しますと、

新たに取得した土地、家屋、償却資産に係る固定資産税を３年間に限り課税免除す

るものであります。 

この条例の根拠となります法令に、過疎地域自立促進特別措置法と農村地域工業

等導入促進法があります。まず、過疎地域自立促進特別措置法につきましては、こ

の摘要が平成２１年３月３１日までに取得した資産となっておりましたけれども、

企業等の事業の拡大及び設備投資を促すため、平成２５年３月３１日までに取得し

た資産を対象とするものとして延長するものでございます。 

また、農村地域工業等導入促進法につきましては、摘要が平成２１年１２月３１

日までに取得した資産となっておりますので、平成２４年度をもちまして終了とな

ります。 

過疎地域自立促進特別措置法の延長により、総務省におきましては農村地域工業

等導入促進法の延長は検討しないということでありますので削除するものでありま

す。これに基づきまして、高森町税特別措置条例第２条及び３条の関連条項の改正

を行うものでございます。 

以上、ご説明申し上げましたが、ご審議の上、ご決定いただきますようお願いい

たしまして、説明を終わります。 

○議長（田上更生君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

お諮りします。 
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本案は、総務常任委員会に付託したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１０号は総務常任委

員会に付託することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１３ 議案第１１号 高森町重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部改

正について 

○議長（田上更生君） 日程第１３、議案第１１号、高森町重度心身障害者医療費助成

に関する条例の一部改正についてを議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。住民福祉課長 古澤建生君。 

○住民福祉課長（古澤建生君） おはようございます。 

議案第１１号でご提案申し上げました、高森町重度心身障害者医療費助成に関す

る条例の一部改正につきまして、ご説明いたします。 

この条例は、重度心身障害者の福祉の増進を図るため、医療費の一部を助成する

制度でございます。 

今回の一部改正につきましては、国の地域社会における共生の実現に向けて、新

たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律、いわゆる障害

者総合支援法でございますが、これが本年４月１日から施行されることに伴いまし

て、障害者自立支援法を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律に改めるほか、関係規定を整理するものでございます。 

以上、ご説明申し上げましたが、ご審議の上、ご決定いただきますようお願い申

し上げます。 

○議長（田上更生君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案は、文教厚生常任委員会に付託したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１１号は文教厚生常

任委員会に付託することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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 日程第１４ 議案第１２号 高森町子ども医療費助成に関する条例の一部改正につい

て 

○議長（田上更生君） 日程第１４、議案第１２号、高森町子ども医療費助成に関する

条例の一部改正についてを議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。健康推進課長 岩下公治君。 

○健康推進課長（岩下公治君） 議案第１２号でご提案申し上げました、高森町子ども

医療費助成に関する条例の一部改正につきまして、ご説明いたします。 

この提案理由といたしましては、地域社会における共生の実現に向けて、新たな

障害保健福祉施策を講じるための関係法律の整備に関する法律、これはいわゆる障

害者総合支援法でございますが、これが４月１日から施行されることに伴いまして、

高森町子ども医療費助成に関する条例の一部を改正するものでございまして、地方

自治法第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を経る必要があるため提案

するものでございます。 

新旧対照表をお開きいただきたいと思います。 

第３条第２項第３号中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律」に改めるものでございます。 

以上、ご説明申し上げましたが、ご審議の上、ご決定いただきますようお願い申

し上げ、説明といたします。 

○議長（田上更生君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案は、文教厚生常任委員会に付託したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１２号は文教厚生常

任委員会に付託することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１５ 議案第１３号 高森町が管理する町道の構造の技術的基準等に関する条

例の制定について 

○議長（田上更生君） 日程第１５、議案第１３号、高森町が管理する町道の構造の技

術的基準等に関する条例の制定についてを議題とします。 
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本案について、提案理由の説明を求めます。建設課長 廣木富八君。 

○建設課長（廣木富八君） おはようございます。 

議案第１３号で提案いたしました、高森町が管理する町道の構造の技術的基準

等に関する条例の制定について、ご説明申し上げます。 

今回の条例の制定は、国が進めております地域の自主性及び自立性を高めるため

の改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴います道路法の

一部改正が行われ、高森町が管理する町道の構造の技術的基準等については条例を

定めることが義務付けされたものです。 

条例の内容としましては、町道の構造の技術的基準として、第３条から第２７条

まで、道路構造の基本的事項の基準を定めておりますが、あくまでも国の基準であ

る道路構造令を準用しております。 

また、第２８条の案内標識等の寸法は道路構造令第２表を基本としておりますが、

熊本県がその寸法については安全かつ円滑な道路の交通を確保するため、道路の通

行者または利用者が目的地、若しくは経過地の方向、若しくは距離、または道路及

びその沿道における交通の危険、若しくは注意を払う必要がある道路の状況を容易

に視認できる等を考慮して、一定の基準で道路状況等に応じ、拡大・縮小できるよ

う条例で定められましたので、高森町としてもそれを準用いたしました。 

以上、ご説明申し上げましたが、ご審議賜り、ご決定いただきますようお願い申

し上げまして、説明とします。 

○議長（田上更生君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案は、建設経済常任委員会に付託したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１３号は建設経済常

任委員会に付託することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１６ 議案第１４号 高森町移動円滑化のために必要な道路の構造の基準に関

する条例の制定について 

○議長（田上更生君） 日程第１６、議案第１４号、高森町移動円滑化のために必要な
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道路の構造の基準に関する条例の制定についてを議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。建設課長 廣木富八君。 

○建設課長（廣木富八君） 議案第１４号で提案いたしました、高森町移動円滑化のた

めに必要な道路の構造の基準に関する条例の制定について、ご説明申し上げます。 

今回の条例の制定は、国が進めております地域の自主性及び自立性を高めるため

の改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴います高齢者、

障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正が行われ、移動円滑化の

ために必要な道路の構造に関する基準については、条例を定めることが義務付けさ

れたものです。 

条例の内容として、高齢者や障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保す

ることの重要性に鑑み、高齢者や障害者等移動上の利便性及び安全性の促進を図る

ための道路の構造基準であり、第３条から第１４条までの基本的な事項の構造基準

について、あくまでも国の基準である移動円滑化のために必要な道路の構造に関す

る基準を定める省令を準用しております。 

以上、ご説明申し上げましたが、ご審議賜り、ご決定いただきますようお願い申

し上げまして、説明とします。 

○議長（田上更生君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案は、建設経済常任委員会に付託したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１４号は建設経済常

任委員会に付託することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１７ 議案第１５号 高森町準用河川管理施設等の構造の技術的基準に関する

条例の制定について 

○議長（田上更生君） 日程第１７、議案第１５号、高森町準用河川管理施設等の構造

の技術的基準に関する条例の制定についてを議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。建設課長 廣木富八君。 

○建設課長（廣木富八君） 議案第１５号で提案いたしました、高森町準用河川管理施
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設等の構造の技術的基準に関する条例の制定について、ご説明申し上げます。 

今回の条例の制定は、国が進めております地域の自主性及び自立性を高めるため

の改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴います河川法の

一部改正が行われ、高森町が管理する準用河川の構造の技術的基準については、条

例を定めることが義務付けされたものです。 

この条例は、河川法に基づく河川管理施設及び許可を受けて設置される工作物の

うち、堤防その他主要なものの構造について、河川管理上必要とされる一般的技術

的基準を定めるものであり、第２章から第７章までの、堤防、床留、堰、水門及び

樋門、橋、布設工事の施設の材質、高さ、護岸の設置、流下断面との関係、ゲート

の構造、橋台の高さ、深さ等の構造について規定しております。参酌する基準とし

て、国の基準、河川管理施設等構造令及び施行規則を町としては準用しました。 

以上、ご説明申し上げましたが、ご審議賜り、ご決定いただきますようお願い申

し上げまして、説明とします。 

○議長（田上更生君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案は、建設経済常任委員会に付託したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１５号は建設経済常

任委員会に付託することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１８ 議案第１６号 高森町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準

並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の制定

について 

○議長（田上更生君） 日程第１８、議案第１６号、高森町水道事業布設工事監督者の

配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の制定につい

てを議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。建設課長 廣木富八君。 

○建設課長（廣木富八君） 議案第１６号でご提案いたしました、高森町水道事業布設

工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例
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の制定について、ご説明申し上げます。 

今回の条例の制定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図る

ための関係法律の整備に関する法律の施行に伴います水道法の一部改正に伴い、水

道工事布設工事監督者に関する配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者に関す

る資格基準等を条例で定めるものであります。 

この条例の目的として、技術上の監督業務を行わなければならない水道の布設工

事の基準及び当該工事の施工に関する技術上の監督業務を行う者に必要な資格基準、

並びに水道技術管理者に必要な資格基準について定めることとし、第２条で水道の

布設工事監督者を配置する工事の基準を規定し、第３条第１項で布設工事監督者の

資格基準を第１号から第８号まで規定しました。簡易水道工事については、実務経

験をその第１項の２分の１としております。また、第４条で水道技術管理者の資格

として、第１項第１号から第６号までを規定し、簡易水道については実務経験を第

１項の２分の１としております。この条例も国の基準である水道法及び施行令を準

用し、制定するものであります。 

以上、提案説明申し上げましたが、ご審議いただき、ご決定賜りますようお願い

を申し上げます。 

○議長（田上更生君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案は、建設経済常任委員会に付託したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１６号は建設経済常

任委員会に付託することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１９ 議案第１７号 高森町営住宅条例の一部改正について 

○議長（田上更生君） 日程第１９、議案第１７号、高森町営住宅条例の一部改正につ

いてを議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。建設課長 廣木富八君。 

○建設課長（廣木富八君） 議案第１７号でご提案いたしました、高森町営住宅条例の

一部改正について、ご説明申し上げます。 
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今回の改正は、国が進めております地域の自主性及び自立性を高めるための法律

の推進を図るための関係法律の整備に関する法律に基づき、平成２４年４月１日を

もって公営住宅法の一部改正がなされ、公営住宅等の整備は国土交通省令で定める

基準を参酌して、事業主体が条例で定める整備基準に従い行わなければならないと

されました。 

この条例の一部改正は、新たに建設される公営住宅の基準について、気候、風土、

環境、住宅事情等、地域の実情を勘案し、適切な基準を定めるものであり、高森町

営住宅の整備基準に関する条項を新たに加え、国の参酌基準、公営住宅等整備基準

を町の整備基準として準用しました。 

主な内容についてご説明申し上げます。 

第１の総則では、健全な地域社会の形成に資するように整備されなければならな

いこと及び良好な住宅環境の確保に努めなければならないことを明記し、第２節の

敷地の基準は災害の発生しやすい土地や住宅環境が著しく阻害される恐れがある土

地をできるだけ避け、また入居者の安全面に考慮し、必要な措置を講じるよう明記

しています。第３節には、町営住宅の基準として、住居その他建築物は敷地内及び

その周辺の地域の良好な住環境を確保するため、必要な日照、通風、採光、プライ

バシーの確保及び公害防止、騒音、防音のための適切な措置を講じなければならな

いことを明記し、また高齢者に対して利便性、安全性に配慮し、手すりやスロープ

の設置等、日常生活を営む上で支障のない措置が講じられるよう明記しました。 

以上、ご説明申し上げましたが、ご審議賜り、ご決定賜りますようお願いを申し

上げます。 

○議長（田上更生君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案は、建設経済常任委員会に付託したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１７号は建設経済常

任委員会に付託することに決定しました。 

お諮りします。 

しばらく休憩したいと思います。ご異議ありませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。しばらく休憩いたします。１１時１０分

から再開いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時００分 

再開 午前１１時１０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（田上更生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２０ 議案第１８号 平成２４年度高森町一般会計補正予算について 

○議長（田上更生君） 日程第２０、議案第１８号、平成２４年度高森町一般会計補正

予算についてを議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。町長 草村大成君。 

○町長（草村大成君） 議案第１８号でご提案いたしました、平成２４年度高森町一般

会計補正予算（第１３号）について、ご説明申し上げます。 

今回の補正は、平成２４年度の最終補正でありますので、歳入全般にわたって収

入の確保を図り、歳出においては不用額を極力抑えるため、科目全般にわたって補

正を行うものでございます。 

なお、九州北部豪雨災害の復旧事業として予定しておりました老良原橋の復旧工

事費につきましては、今回の補正で減額し、２５年度事業として実施しますことな

どから、総額で１億８,９６２万円を減額することとし、これを現計予算に合算い

たしますと、歳入歳出それぞれ４２億６,９２８万４,０００円とするものでござい

ます。 

６ページをお開きください。 

第２表繰越明許費につきましては、豪雨災害による復旧につきまして、町道１カ

所、河川１カ所、林道２カ所の復旧工事について、年度内の完了が見込めないため、

２５年度へと繰り越すものでございます。なお、この分につきましては、２５年度

予算での実施も考えられましたが、災害箇所の一刻も早い復旧を最優先するという

考えから、２月２８日に入札を行い、工事に着手しているものでございますので、

ご理解いただきますようお願い申し上げます。 

７ページの第３表債務負担行為補正におきましては、新たに１４項目を追加いた

しております。このうち１番から１３番までにつきましては、２５年度の単年度の
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債務負担行為として計上するものでございますが、これは委託事業等で４月１日か

ら契約の効力が発生するものなどにつきまして、前年度３月中に契約手続きができ

るよう事務の改善を図るため、追加計上するものでございます。 

８ページをお開きください。 

第４表地方債補正の変更は、各事業の実績見込みに伴う限度額の補正であります。 

続きまして、歳入予算の主なものについてご説明いたします。 

１１ページの各種徴税につきましては、現段階での収入見込額として計上いたし

ました。 

１２ページの第１０款地方交付税につきましては、特別交付税の１２月交付にお

ける増額分を計上いたしました。なお、特別交付税の最終分につきましては、３月

下旬に確定することとなります。なお、この特別交付税の最終分につきましては、

災害救助法適用地である当高森町といたしましては、その災害救助法適用地である、

また激甚指定も受けているということも含めまして、県・国への要望等をしっかり

行った結果、３月の下旬に確定することとなることも再度ご報告をいたします。 

１３ページの第１２款分担金及び負担金の災害復旧費負担金では、豪雨災害の農

地等災害復旧に伴う受益者の負担割合が確定し、農地が４.２％、施設が０.９％と、

負担割合が少なくなりましたことから減額するものでございます。なお、この減額

に関しましても、指定を受けていることにより減額になったわけでございます。 

１５ページの国庫支出金から、２０ページの県支出金におきましては、各事業の

決定通知や確定見込みにより、それぞれ調整を行ったものでございます。 

２１ページの第１８款繰入金につきましては、豪雨災害復旧に伴う財源不足を補

うため、財政調整基金からの繰り入れを見込んでおりましたが、今回の補正により、

歳出の大幅な減額と、歳入では税収や地方交付税の増額等の理由により、繰入金を

減額するものでございます。 

次に、２４ページから歳出予算について説明いたします。 

歳出全般にわたりまして、各事業に必要な経費の最終見込みにより、主に減額補

正を行っておりますが、年度内に実施しておく必要がございます一部事業につきま

しては、増額の補正も計上させていただいております。 

２６ページ、総務費の企画費におきましては、地方バス運行特別対策補助金につ

きまして、実績により増額いたしております。なお、町民バスの旧高森環状線に代

わる乗合タクシーにつきましては、利用者が見込みより大幅に少ないことから減額

しておりますが、根本的に町民バスの運営につきましては、スクールバス等を含め



 

－28－

た総合的な運行形態に見直す必要性があることから、現在、職員レベルでの協議を

進めているところでございます。 

３２ページをお開きください。 

民生費の介護保険事業費では、特別会計ヘの繰出金を追加計上いたしました。こ

れは介護保険サービス等の保険給付費の増額及び地域支援事業の見直し等を行い、

法に定められた負担割に基づき増額したものでございます。 

３５ページの第４款衛生費では、九州北部豪雨対策費の委託料で廃棄物の撤去委

託料を実績により２,３６４万６,０００円減額いたしました。 

３６ページの第５款農林水産費の畜産事業費におきましては、報償費を減額いた

しました。これは昨年７月の豪雨災害で一部畜産農家にも被害が出ましたことから、

予定しておりました保留牛品評会が開催できなかったものによるものでございます。 

４３ページの第９款教育費では、高森高校進学助成金を減額いたしました。これ

は教科書購入等の関係で、前年度に助成することが適当との考えから、１２月定例

会の際に追加した分でございますが、助成先となる後援会において、会計処理の都

合上、２５年度での受け入れ要望があったことにより減額するものでございます。 

４５ページから４６ページにかけては、豪雨災害復旧において、今年度実施事業

費の確定見込みによる減額でございます。 

以上、今回提案しております補正予算について、その概要をご説明いたしました

が、ご審議いただき、ご決定賜りますようお願いいたします。 

なお、国におきまして、緊急経済対策、災害復旧対策、防災対策を柱とした総額

１３兆円を超える平成２４年度補正予算が２月２６日に可決されております。この

大型補正に対応する事業について、現在、補正予算の中で準備中でございますが、

本定例会の会期中での追加提案にいたらない可能性がございます。その際は改めて

臨時会をお願いすることになるかと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 

以上で、説明を終わります。 

○議長（田上更生君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。６番 森田勝君。 

○６番（森田 勝君） おはようございます。６番 森田でございます。 

先ほど、乗合タクシーが乗員が大変少ないというような話がございましたが、私

も高森地区において、前のバス運行時代に比べてですね、あまり使ってないような

感じだなあというのを言ったわけでございますが、やはり高齢者、特に温泉館とか

いろんな地域に出掛けられるわけでございますが、私はですね、これは説明不足じ
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ゃなかったかと思っております。回覧板、いろんな文書を出しておられますけど、

特に高齢者になりますと、回覧板を実際見ても分からないというような話もござい

まして、どういうふうにしたらいいんだろうかというような話も多々聞いた覚えも

あります。その中でですね、今後、テレビを使ったブロードバンドなどで随時紹介

していくような、計画があっておりますが、高齢者におきましては、こういう利用

の仕方等を私はもう少し説明をするべきじゃなかったかと思っておりますが、その

点についてはどんな考えなのか答弁をお願いします。 

○議長（田上更生君） 政策推進課長 甲斐敏文君。 

○政策推進課長（甲斐敏文君） ６番 森田議員のご質問にお答えいたします。 

平成２４年の４月から、乗合タクシーということで、以前の高森環状線を変更し

ております。それについて広報が足りなかったんじゃないかということですけど、

町としましては、まず時刻表を作りました。その時刻表の中に、乗合タクシーの乗

り方とか、予約の仕方とか、そういうふうなのを盛り込みました。実際にですね、

乗っておられた方につきましては、分からないということを電話がありましたので、

訪問してご説明を申し上げた経過もあります。それと、以前の乗り場、ですから表

示ですよね、表示の乗り場を産交バスのを使っておりまして、産交バスのでは調子

が悪いということで、新たに新設いたしまして、乗り場についても表示いたしてお

ります。 

確かに、情報提供が足りなかったんじゃないかということですけど、町としては

それだけのことはやっておりますし、今後も、先ほども申し上げますように、ブロ

ードバンドとかでも整備ができればですね、それで繰り返し説明してまいりたいと

思いますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

以上です。 

○議長（田上更生君） そのほか質疑はございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案は、各常任委員会に付託したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１８号は各常任委員

会に付託することに決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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 日程第２１ 議案第１９号 平成２４年度高森町国民健康保険特別会計補正予算につ

いて 

○議長（田上更生君） 日程第２１、議案第１９号、平成２４年度高森町国民健康保険

特別会計補正予算についてを議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。健康推進課長 岩下公治君。 

○健康推進課長（岩下公治君） 議案第１９号でご提案申し上げます、平成２４年度高

森町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）につきまして、ご説明いたします。 

今回の補正は、既定の予算から歳入歳出それぞれ２８９万２,０００円を減額し、

総額を歳入歳出それぞれ１１億５,７５４万３,０００円とするものであります。 

４ページをお開きください。 

今回、第２表のとおり、債務負担行為の補正を行っております。これは先ほど町

長が一般会計の補正の際にご説明申し上げておりますが、４月１日から契約等の事

務が円滑に行われるということに基づきまして、本年度中に事務等を進めるためで

ございます。 

歳入について説明いたします。 

７ページをお開き願います。 

今後の歳入見込みにより、一般被保険者国民健康保険税は４４７万６,０００円

を減額、退職被保険者等国民健康保険税は１１７万６,０００円を減額いたしてお

ります。この主な理由といたしましては、総所得金額は下回るということが予想さ

れるものでございまして、平成２５年１月３１日現在の直近の収入額により収納率

を勘案いたしまして算出し、減額とするものでございます。 

８ページをお開きください。 

国庫支出金の療養給付費等負担金は、一般被保険者の療養給付費等に要した費用

の一定の率を国が負担するものでありますが、本年度の給付見込額として算出し、

９８２万９,０００円を減額するものでございます。 

８ページから９ページの療養給付費等交付金、前期高齢者交付金、県支出金、共

同事業交付金につきましては、交付金の額が確定したことにより、それぞれ調整を

行っております。 

また、諸収入についても、それぞれ調整を行っております。 

歳出について説明いたします。 

１０ページをお開き願います。 

歳出の各款全般にわたりまして、本年度の支出見込額を精査し、調整を行ってお
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ります。 

１１ページをご覧ください。 

保険給付費につきましては、当期の医療費高騰も勘案し、本年度中に支払うべき

平成２５年２月診療分までの療養費の見込みにより、３月末までを精査いたしまし

て増額いたしております。 

次の後期高齢者支援金、介護納付金及び１２ページにかけての共同事業拠出金、

これは熊本県国民健康保険団体連合会が行う高額医療費共同事業と、保険財政共同

安定化事業に対して拠出するものでございますが、それぞれの事業費が確定したこ

とにより減額するものでございます。 

次の特定健診審査等事業費につきましては、特定健診業務の実績によりそれぞれ

増額するものです。これは町が強く進めております特定健診事業の結果によるもの

だと考えられます。 

平成２４年１１月から特定健診を町内等の病院でも受診できるようにいたしまし

たが、住民の方々の健康の維持と増進のため、これまでの住民検診とともに検診率

を高めるなどにより、これからも本事業を強力に進めてまいります。 

以上、ご説明申し上げしたが、ご審議の上、ご決定いただきますようお願い申し

上げ、説明といたします。 

○議長（田上更生君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案は、文教厚生常任委員会に付託したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１９号は文教厚生常

任委員会に付託することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２２ 議案第２０号 平成２４年度高森町後期高齢者医療特別会計補正予算に

ついて 

○議長（田上更生君） 日程第２２、議案第２０号、平成２４年度高森町後期高齢者医

療特別会計補正予算についてを議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。健康推進課長 岩下公治君。 
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○健康推進課長（岩下公治君） 議案第２０号でご提案申し上げます、平成２４年度高

森町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）につきまして、ご説明いたします。 

今回の補正は、既定の予算に１１９万７,０００円を追加し、総額を歳入歳出そ

れぞれ８,９４０万９,０００円とするものであります。 

歳入予算についてご説明いたします。 

６ページをお開きください。 

後期高齢者医療保険料につきましては、特別徴収及び普通徴収ともに調整いたし

ておりまして、今後の歳入見込みにより増額、総額で１０７万２,０００円を増額

いたしております。そのほかの費目につきましても、それぞれ調整を行っておりま

す。 

歳出予算について説明いたします。 

８ページをお開きください。 

後期高齢者医療広域連合分納付金につきましては、広域連合への納付金見込みを

精査して、１２１万円を増額、そのほかの費目につきましても実績見込みによりそ

れぞれ調整を行っております。予備費につきましては、これまで説明申し上げまし

た各款の費目の調整を行った結果、１８万５,０００円を増額するものでございま

す。 

以上、ご説明申し上げましたが、ご審議の上、ご決定いただきますようお願い申

し上げ、説明といたします。 

○議長（田上更生君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案は、文教厚生常任委員会に付託したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２０号は文教厚生常

任委員会に付託することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２３ 議案第２１号 平成２４年度高森町介護保険特別会計補正予算について 

○議長（田上更生君） 日程第２３、議案第２１号、平成２４年度高森町介護保険特別

会計補正予算についてを議題とします。 
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本案について、提案理由の説明を求めます。健康推進課長 岩下公治君。 

○健康推進課長（岩下公治君） 議案第２１号でご提案申し上げます、平成２４年度高

森町介護保険特別会計補正予算（第４号）につきまして、ご説明いたします。 

今回の主な補正は、保険給付費の増額に伴う調整でありまして、既定の予算に６,

０９１万６,０００円を追加し、総額を歳入歳出それぞれ８億５,２０９万１,００

０円とするものであります。 

４ページをお開き願います。 

先ほど申し上げましたとおり、第２表のとおり債務負担行為の補正を行っており

ます。 

５ページをご覧ください。 

地方債補正につきましては、後に町債、財政安定化基金貸付金でも説明はいたし

ますが、第３表のとおり、借り入れを行わないとするものでございます。 

歳入について説明いたします。 

８ページをお開き願います。 

保険料につきましては、歳入見込みとして現年分を４４１万５,０００円増額、

また滞納繰越分については８万円を増額するものです。 

国庫支出金、国庫補助金、支払基金交付金につきましては、介護給付費等の各事

業見込みを精査し、それぞれ調整しているものであります。 

このほか９ページの県支出金につきましては、介護給付費の増額に伴う増額であ

り、また１０ページの県補助金につきましては、地域支援事業の実績見込みを精査

して減額いたしております。 

１０ページ、繰入金につきましては、保険給付費の増額及び地域支援事業費の減

額等の調整を行い、法に定められた一般会計からの繰入金について１,０６４万７,

０００円を増額補正するものでございます。 

１１ページの第９款町債、財政安定化基金貸付金につきましては、先ほど地方債

補正でも説明いたしましたが、保険財政の不足を補てんするため、熊本県の財政安

定化基金貸付金１００万円を見込んでおりましたが、補てんする必要がなくなった

ため全額を減額するものでございます。 

次に、歳出について説明いたします。 

１２ページをお開き願います。 

一般管理費の委託料につきましては、介護保険認定システム改修事業に伴う委託

料２６万８,０００円を計上するものです。 
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１２ページから１３ページにかけての保険給付費の介護サービス等諸費、介護予

防サービス等諸費、高額介護サービス等費、高額医療合算介護サービス等費、特定

入所者介護サービス等費につきましては、介護保険給付費の増額に伴い、それぞれ

調整を行ったものでございます。 

１４ページをお開きください。 

地域支援事業につきましては、本年度末までの事業精査、調整して、委託料に５

８万５,０００円を増額することとして、組み替えを行っております。なお、この

ケアプラン作成委託料は、要支援者の方々の介護計画を作成するためのものでござ

います。予備費につきましては、これまで説明を申し上げた各款費目の調整を行っ

た結果、９８２万８,０００円を減額するものでございます。 

以上、ご説明申し上げましたが、ご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上

げ、説明といたします。 

○議長（田上更生君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案は、文教厚生常任委員会に付託したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２１号は文教厚生常

任委員会に付託することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２４ 議案第２２号 平成２４年度高森町簡易水道事業特別会計補正予算につ

いて 

○議長（田上更生君） 日程第２４、議案第２２号、平成２４年度高森町簡易水道事業

特別会計補正予算についてを議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。建設課長 廣木富八君。 

○建設課長（廣木富八君） 議案第２２号でご提案いたしました、平成２４年度高森町

簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）について、ご説明いたします。 

今回の補正は、既定予算から８０万４,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額

を２億６３０万７,０００円とするものであります。 

また、平成２５年度の水質検査業務委託等の債務負担行為の補正並びに事業費の
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確定に伴う地方債の限度額を変更するものであります。 

４ページをお開きください。 

第２表債務負担行為補正につきましては、先ほど申し上げましたが、平成２５年

度の水質検査業務委託や簡易水道施設の管理業務委託等として債務負担行為の補正

をするものであります。 

第３表地方債補正につきましては、地方債の事業費確定に伴う限度額の変更でご

ざいます。過疎債につきましては６０万円減額、簡水債については１０万円減額す

るものであります。 

歳入について、ご説明申し上げます。 

８ページをお開きください。 

第１款使用料及び手数料については、現年度分を８８万円増額し、過年度分を５

２万円減額いたしました。 

第６款諸収入、第３項受託事業収入につきましては、町道整備に伴います水道管

布設替工事の事業費の確定に伴い、４９万８,０００円を減額しました。また、第

７款地方債につきましては、起債事業の事業費確定に伴う７０万円の減額を行いま

した。 

次に、歳出についてご説明申し上げます。 

９ページをお開きください。 

第１款水道費、第１目一般管理費につきましては、人件費の不用額を減額、第１

１節需用費につきましては、光熱水費の電気料を２００万円、修繕料を１５０万円

減額しました。第２７節公課費につきましては、消費税及び地方消費税として１０

９万３,０００円を増額するものであります。 

第２款公債費につきましては、起債償還金の確定により、元金利子合わせて１万

７,０００円を減額するものであります。 

１０ページをお開きください。 

第３款災害復旧費につきましては、事業費の確定による１５万９,０００円を減

額するものであります。予備費につきましては、５０４万円増額補正しています。 

以上、今回提案しております補正予算の主なものについて、その概要をご説明い

たしましたが、ご審議賜り、ご決定賜りますようお願いを申し上げまして、説明と

します。 

○議長（田上更生君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案は、建設経済常任委員会に付託したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２２号は建設経済常

任委員会に付託することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２５ 議案第２３号 平成２４年度高森町農業用水供給事業特別会計補正予算

について 

○議長（田上更生君） 日程第２５、議案第２３号、平成２４年度高森町農業用水供給

事業特別会計補正予算についてを議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。建設課長 廣木富八君。 

○建設課長（廣木富八君） 議案第２３号でご提案いたしました、平成２４年度高森町

農業用水供給事業特別会計補正予算（第２号）について、ご説明いたします。 

今回の補正は、予算総額は変更せず、光熱水費等の事業費並びに原材料費を減額

するものであります。また、平成２５年度の農業用水施設の電気管理業務委託の債

務負担行為を補正するものであります。 

４ページをお開きください。 

第２表債務負担行為補正につきましては、先ほど申し上げましたが、平成２５年

度の農業用水施設の電気管理業務委託として、限度額２８万４,０００円の債務負

担行為を補正するものであります。 

歳入については、補正はございません。 

歳出について、ご説明申し上げます。 

７ページをお開きください。 

第１款農業用水費、第１項管理費につきましては、第１１節の需用費の光熱水費

であります電気料を２７０万円減額、修繕料を７０万円減額いたしました。また、

第１６節原材料費を１０万円減額いたしました。予備費につきましては、３５０万

円を増額補正しています。 

以上、ご提案申し上げましたが、ご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申

し上げまして、説明とします。 

○議長（田上更生君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。
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質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案は、建設経済常任委員会に付託したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２３号は建設経済常

任委員会に付託することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２６ 議案第２４号 平成２４年度高森町鉄道経営対策事業基金特別会計補正

予算について 

○議長（田上更生君） 日程第２６、議案第２４号、平成２４年度高森町鉄道経営対策

事業基金特別会計補正予算についてを議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。政策推進課長 甲斐敏文君。 

○政策推進課長（甲斐敏文君） 議案第２４号でご提案申し上げました、平成２４年度

高森町鉄道経営対策事業基金特別会計補正予算（第２号）について、ご説明申し上

げます。 

今回の補正は、既定の歳入歳出予算に、歳入歳出それぞれに４,０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を１,１４５万２,０００円とするものであります。 

予算の内容を説明いたします。 

６ページをお開きください。 

平成２３年度末現在の自治体基金の残高は１億９,１８６万２,５２８円で。その

利息４４万８,０００円を見込んでおりましたが、最終的に４５万２,０００円とな

り、その差額分４,０００円を補正するものであります。 

７ページをお開きください。 

利息で受けた４,０００円を自治体積立金として計上するものです。最終的には、

平成２４年度末の自治体積立金額は南阿蘇鉄道への経常損失額を１,１００万円補

てんした関係上、２４年度末は１億８,１２７万９,９６６円となりました。 

以上、ご説明申し上げましたが、ご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申

し上げ、説明を終わります。 

○議長（田上更生君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案は、総務常任委員会に付託したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２４号は総務常任委

員会に付託することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２７ 議案第２５号 平成２５年度高森町一般会計予算について 

○議長（田上更生君） 日程第２７、議案第２５号、平成２５年度高森町一般会計予算

についてを議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。町長 草村大成君。 

○町長（草村大成君） 議案第２５号でご提案いたしました、平成２５年度高森町一般

会計予算の概要について、ご説明申し上げます。 

予算編成の基本的な考え方や主要施策などにつきましては、事前にお配りしてお

ります平成２５年度高森町一般会計当初予算概要書に記載しておりますので、その

概要書に沿って説明させていただきます。なお、今年より、予算概要書を中心に沿

って説明をさせていただきますが、目的は分かりやすさでの１点でございます。ポ

イントの分かりやすさでございます。しかしながら、議会の議員の皆さまが以前の

やり方のほうがよいと言われるのであれば、分かりやすいのであれば、即、戻しま

すので、よろしくご指導のほどをお願いしたいというふうに思っております。 

まず第１に、国の動向でございます。昨年１２月に政権が民主党から自由民主党

のほうに交替いたしまして、政権与党となったわけでございますが、その自由民主

党の政府は、日本経済再生に向けた緊急経済対策を定め、長引く円高、デフレ不況

から脱却し、雇用や所得の拡大を目指すということにしております。具体的には、

平成２４年度補正予算と平成２５年度当初予算を合わせた、いわゆる１５ヶ月予算

による切れ目のない経済対策を実行し、中・長期的に持続的可能な財政構造を構築

するものとしております。 

また、地方財政への対応につきましては、２４年度に引き続き、東日本大震災分

と通常収支分とを区別して整理されており、地方へ配分されます地方交付税は２４

年度に対しましてマイナス２.２％とされております。 

第２に、本町高森町の財政状況についてご説明いたします。私が町長就任前の２
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２年度から、就任後の２３年度にかけまして、地方債残高は約３億９,０００万円

の減額、一方、財政調整基金は約３億１,０００万円を積み増すことができました

ことから、町の財政状況は比較的安定している状況といえます。特に、昨年の大災

害、九州北部豪雨災害時におきましては、一刻も早いスピード感ある復旧と人命確

保を最優先に、災害対応分だけの予算として、最大に膨らみました１０月時点にお

きまして、歳出予算で約５億５,０００万円、そのうち補助金等の特定財源を除い

た約３億２,０００万円分が不足することとなりましたが、財政調整基金からの繰

り入れをやることによって、予算の編成をすることができたところでございます。 

今回の災害を踏まえ、さらに大きな災害が発生することを想定しますと、今の基

金残高で十分と言い切れるものではありませんので、今後も基金残高には注意を払

う必要がございます。 

２ページの地方債残高の状況でございます。２４年度において豪雨災害復旧関連

で約６,５００万円の借り入れを行いますが、それでも２３年度から約２億６,００

０万円の減額となる見込みでございます。なお、２５年、２６年の目玉事業として、

情報通信基盤整備事業、つまり光ファイバー網の整備の計画をしておりますことか

ら、２４年度から２５年度にかけましては、起債残高が約２億７,０００万円増え

る見込みとなります。 

次に、光ファイバー網の整備に伴い、年間の返済額がどのように推移するか試算

いたしました。２５年度に過疎債で５億円と、２６年度に辺地債で５億円、２７年

度以降につきましては施設使用料の年間８,０００万円を過疎債で予定しておりま

す。利率などの借入条件や道路整備事業など、その他に借入金については、２４年

度と同額の２億８,０００万円で算出したところ、ご覧のように返済額の推移とな

り、返済のピークは３０年度の５億６,０００万円と見込まれることから、それほ

ど大きな将来の財政負担になるものではございません。 

次に、３ページをお開きください。 

３ページの財政調整基金の状況についてお知らせいたします。先ほど２４年度の

補正予算でも説明いたしましたが、特別交付税の最終確定が３月下旬となりますの

で、その状況次第ではありますが、２３年度末と変わらない程度の残高になるので

はないかと考えております。 

今後の対応、まとめてではございますが、光ファイバー網の整備に伴います後年

度の負担については、大きな影響が出るものではないというふうに考えられます。

むしろ、情報基盤の整備がたいへん遅れた町として、行政サービスを可能な限り有
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効に発揮できる高森町独自のシステムを構築し、最も効果的な運営を目指すもので

あります。 

また、災害、特に大災害に備えた蓄えや、財源の年度間調整のための財政調整基

金につきましては、今の基金残高で十分と言い切れるものではないことから、今後

も歳入面では町税等の収納率の向上を図り、自主財源の確保に努めることと、歳出

面においては限られた財政の中での最大限の効果が発揮できるよう、施策の重点化

を図ることにしております。 

続いて、予算概要書の４ページの第３、予算の編成方針につきましては、表示し

ております３点のもとに編成しておりますが、各担当への予算編成方針説明会の際

に指示しましたことは、必要なものには十分な予算を確保するということと、無駄

なものは削減またはカットを念頭に予算要求するように指示いたしました。それを

踏まえた各担当からの要求に対し、詳細な予算査定を実施しましたことから、今回

の当初予算は効果的でメリハリのある予算となったのではないかと考えております。 

第４、予算の規模につきましては、主な光ファイバー網の整備に伴う事業費の増

加などから、昨年度の当初予算に対し２０.８％、７億７,６００万円増の総額４５

億４００万円となりました。 

次に、５ページの第５、主な新規事業について、ご説明いたします。 

１、光ファイバー網の必要性につきましては、私が町長就任時から繰り返し申し

上げておりますし、議員の皆様方からも度々一般質問等々でのご質問をいただいて

おりました。また、町内各地で行いました政策説明会として、町内各地を回らせて

いただいた際にもご説明を申し上げ、また貴重な意見をたくさんいただいておりま

す。そのような民意の意見を尊重するとともに、内部で議論を重ね、また関係機関

との協議を進めていく中で、整備の方法としては民間事業者が整備運営を行い、費

用の一部を町が負担するという、民設民営方式によるものが最善だと判断したとこ

ろでございます。なお、財源と工期的な問題などから、本年度は高森・色見地区を

整備し、来年度に草部・野尻地区の整備を予定しており、平成２７年度から運用を

開始する見込みでございます。 

第２、高森町新教育プランの実施２年目として、主に次の３点に取り組みます。

まず、各小中学校の特別教室に電子黒板を配置いたします。次に、小中一貫教育の

導入にあたり、昨年１２月に文部科学省の教育課程特例校の指定を受けまして、各

小学校にわくわくイングリッシュを創設し、小中一貫英語教育を進めてまいります。

併せて、各小中学校に高森ふるさと学を創設し、ふるさと高森に誇りをもち、夢を
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抱き、将来の自分の生き方を考える子どもを育成いたします。次に、ふるさと教育

の推進として、２５年度から２カ年間で高森の歴史、自然、伝統、文化を、郷土資

料となる副読本「高森のこころ」としてまとめ、２７年度からの小中学校の道徳の

時間において活用を図ります。 

第３、現在は指定管理にて運営されております有機農業推進施設、阿蘇高森オー

ガニック・アグリセンターにつきまして、地域農業マスタープランの策定とともに、

その計画を実践していくための根拠施設として位置付けることから、町の直営にて

運営をすることといたします。 

第４、今年の冬は、ここ数年の中で特に積雪量が少なく、除雪費用がほとんどか

かってはおりませんが、除雪対策につきまして、現行の業者委託方式等に加え、そ

れぞれの地域に住む住民の方たちが、自分たちで除雪作業を行い、その作業分につ

いて町が助成を行うものであり、仮称「新ふるさと応援隊制度」とするものでござ

います。 

第５、観光立町推進基本構想においては、２４年度に策定いたしますが、それを

もとに町民や事業者、関係団体等の具体的な役割分担、年次目標など、観光立町の

実現に向けた総合的な指針となる基本計画の策定と併せて、観光立町推進基本条例

を制定いたします。 

第６、第５で申し上げました観光立町推進基本条例の制定に伴い、日本で最も美

しい村連合への加盟に向けた取り組みを行います。この組織は、国内で４４町村が

加盟する全国的なネットワークであり、旅行者が旅行先を決定する際の貴重な、そ

してたいへん重要な判断材料の一つになっているものであり、認定された際の効果

は絶大なものであると期待するものでございます。 

第７、２４年度において、お見合い企画テレビ番組「もてもてナインティナイン

高森の花嫁お見合い大作戦」を実施いたしましたが、これを単なる一過性で終わら

せないため、町主催でのお見合い企画を引き続き開催いたします。 

第８、開園後３２年が経過し、老朽化した色見保育園について、園児の安心・安

全を確保するとともに、良好な保育環境を維持するため、改築工事を行います。な

お、懸案となる補助につきましては、２分の１の補助、国の経済対策による森林整

備加速化・林業再生事業補助金を活用するものでございます。 

第９、子育て家庭への支援活動の企画、調整、実施を担当する所長を配置し、町

全体で子育てを支援する基盤の形成を図ることを目的といたしまして、２年後を目

標とした子育て支援センターの開設に取り組みます。 
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第１０、新たに測量設計の専門技術者を正職員として採用予定でありますことか

ら、測量製図機器一式を購入いたしまして、今まで外部委託で行っておりました測

量設計業務について、順次、職員で対応することといたします。 

第１１、農業会議所が企画する担い手支援専任アドバイザー制度を活用し、担い

手支援専門員を配置することといたします。なお、農林業相談窓口対応や人・農地

プランの策定等でご活躍いただいております井芹太一さんにつきましては、農協さ

んとの委託契約を改めて行い、地域農業マスタープランの構想策定などにも取り組

んでいただき、引き続き農業改革に取り組むことといたします。 

第１２、畜産農家の経営安定と産地の確立を図ることを目的として、優良な繁殖

素牛を導入する農家に対して、１頭当たり３０万円を上限とした貸付金制度を創設

いたします。 

第１３、熊本県の再生可能エネルギー等導入基金を活用いたしまして、町内で指

定されている避難場所等に小型の風力と太陽光発電を備えたＬＥＤ街灯施設を整備

します。また、色見総合センターに太陽光発電機と蓄電施設の整備を行います。 

第１４、南阿蘇鉄道と南阿蘇地域において、平成２０年度に走行実証実験を行い

ましたＤＭＶ、デュアル・モード・ビークルの略でございますが、長期の間止まっ

ておりましたが、この度、この実証実験をもとに、再度加速することとなったよう

な形になっております。これはご承知のように、道路と鉄道のどちらも走行可能な

乗り物であり、今後はその導入に向けた検討を行います。 

以上、主な新規事業につきましてご説明いたしました。なお、第６の歳入主要項

目と、第７歳出の継続事業と主要項目につきましては、ご覧のとおりでございます

ので、説明を省かさせていただきます。 

続きまして、予算書をご覧いただき、８ページをお開き願います。 

第２表債務負担行為につきましては、２６年度にかけての整備予定の情報通信基

盤整備事業の負担金など４つの項目について、債務負担行為の期間と限度額をそれ

ぞれ設定するものでございます。 

次に、９ページの第３表地方債につきましては、本年度実施予定であります各事

業の起債限度額を設定するものでございまして、本年度の限度額総額を８億１,９

３０万円とするものでございます。 

以上、平成２５年度予算案の概要についてご説明申し上げましたが、よろしくご

審議の上、何卒ご賛同賜りますようお願いを申し上げまして、説明を終わります。 

○議長（田上更生君） ただいま平成２５年度の高森町一般会計予算がご説明いただき
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ましたけれども、皆さんにお諮りします。 

しばらく休憩したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。しばらく休憩いたします。午後１時より

再開いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後０時０５分 

再開 午後１時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（田上更生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

午前中に提案理由の説明が終わっておりましたので、質疑を行います。質疑はあ

りませんか。１番 宇藤康博君。 

○１番（宇藤康博君） １番 宇藤です。皆さん、こんにちは。 

質問でございますが、８ページに記載してあります情報通信基盤整備事業負担金

ですね、このことについて質問させていただきます。この光ファイバーの事業は

ですね、私も前に一般質問をさせていただきました。どうなっていくのかなと思

っていたところですね、今度のこの２５年、２６年度で整備をしていくというこ

とを聞きまして、私も嬉しく思いました。でもですね、その当時の２１年のとき

には公設するということで、町としては２億円の持ち出しということで、かなり

この金額に対してですね、安かったんですが、今度の民設民営で、２年間にまた

がり１０億円を使うということで、すごい事業費なんですよね。その中でほかの

ちょっと例えで言うならば、温泉館運営協議会等かですね、アグリセンターの推

進協議会、いろいろと町長、協議会のほうを立ち上げられて、ほかの案件に対し

ては慎重な審議の上でいかれているわけでございますが、この光ブロードバンド

事業に対しましては協議会等は設置されずに、内部で判断したという先ほどの説

明でございました。なぜ協議会等を設置されなかったのか。 

それとですね、これは町民の民意があったというお話でございましたが、町民に

説明し得るですね、アンケート調査等もなかったように思いますが、なぜ行われ

なかったのか、その２点についてお答えをいただきたいと思います。 

○議長（田上更生君） 町長 草村大成君。 

○町長（草村大成君） １番議員のご質問にお答えします。 

協議会を設置することを考えなかった理由といたしましては、たいへん専門性に
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これは知識がいるものでありますので、それに精通した方、若しくはやはり行政

職員がですね、このことについてはたいへん情報を取っておりましたので、その

中で協議するのがベストというふうに判断しました。 

アンケート調査の必要性はないと判断いたしました。私の政策でございます。 

以上でございます。 

○議長（田上更生君） １番 宇藤康博君。 

○１番（宇藤康博君） ご答弁ありがとうございました。 

これはですね、町民の方々に、やはり１０億円を使う事業でございますので、こ

の後ですね、総務常任委員会のほうで話し合いが行われると思いますが、やはり

町民の方々が本当に納得し得るようなご説明といいますか、そういうものを私は

期待しますので、そのへんの説明というか、町民が本当に納得されて行われるよ

うな事業となるようにご祈念を申し上げます。 

以上でございます。 

○議長（田上更生君） そのほかございませんか。２番 後藤三治君。 

○２番（後藤三治君） まず、議長のほうに許可をいただきたいと思います。といいま

すのが、私が今から質問しようと考えている案件は、私が所属します文教厚生委

員会関係の予算でございますので、本来、常任委員会でいろいろと説明を受けれ

ばいいわけなんですが、ここであえて町長さんのほうにお聞きしたいと思いまし

て、許可をいただきたいと思います。 

○議長（田上更生君） 許可いたします。２番 後藤三治君。 

○２番（後藤三治君） 先ほど、町長さんのほうから２５年度の予算概要について説明

を受けました。概要書のですね、５ページにあります。開園後３２年が経過し、

老朽化した色見保育園について、園児の安心・安全を確保するとともに、良好な

保育環境を維持するため、改築工事を行いますということで、予算書では７２ペ

ージに予算が上げられております。私も以前、役場に奉職しておりまして、保育

園の担当者としてですね、あの保育園の建物が老朽化しているのは承知しており

ますし、今回、予算として上がったことについてもですね、非常に嬉しく思って

おりますが、この件につきましては、私たち議員が２３年度ですかね、当選しま

して、この２年間一度もその改築、あるいは新築のお話はないままに、今回の２

５年度の当初予算に計上されたわけでございます。 

そういう中でですね、私が心配しますのは、この保育園を改築し、今言われて

おります少子化の関係で何年間保育園がまず存続するのか。また、現在、通われ
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ている保護者たちが強く改築を望まれているのか、そういったお話がされている

のか、まずお聞かせいただきたい。そういうお話をされているのかも併せてお聞

かせいただきたいと思います。まして、学校統合と匹敵するような新築といいま

すか、改築工事でございますので、慎重にやらないと、改築をした後、２、３年

で閉園ということになれば、今回の議決が無駄になりはしないかと危惧している

ところでございます。 

それから、この概要書では改築工事と書いてございます。７２ページをお開き

いただきたいと思います。７２ページの１３節委託料、色見保育園改築設計管理

委託料となっております。併せまして、１５節工事請負費、色見保育園新築工事

となっております。私も以前、役場のほうで固定資産におりました。改築となり

ますと、既存の建物の面積をいじることなく、中を改築するのが改築でございま

す。新築となりますと、その建物を取り壊して、そこに建てるのも新築です。ま

た、違う場所に造るのも新築でございます。この一貫性のご説明をまず説明して

いただきたいと思います。 

それから最後に、今回、２５年度の予算で委託料で改築設計管理委託というの

が組んであるということは、今から設計をされるんでしょう。どうして１５節の

工事請負費が上がってくるんですか。この８,１００万円はどういう形で計上され

たのかの説明をお願いしたいと思います。 

最終的には、この案件は文教厚生委員会に付託されると思いますが、このまま

では審議のしようがございません。説明をお願いします。 

○議長（田上更生君） 住民福祉課長 古澤建生君。 

○住民福祉課長（古澤建生君） ２番議員の質問にお答えをいたしたいと思います。 

本来ならば、色見保育園の改築ということで我々としては説明をしてきたところ

でございますが、当然、保育園の内部の職員さん方とも計画については十分検討

をしてきました。それで、修理関係が増加傾向にありますので、そういったこと

も含めて検討をして、建設計画というふうなことをですね、検討してきたわけで

すけれども、当然その今ある場所に改築というふうなことをですね、考えて、基

本的には進めてきたものでございます。今回の件について、事前に議員さん方に

ご説明なり計画等についての説明を申し上げればよかったんですけれども、今回

そのような機会を設けることができませんでしたので、この件につきましてはお

詫びを申し上げたいというふうに思います。 

あと、基本的に考え方につきましては、町長のほうの政策の中にもありますので、
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そういったところについては町長のほうのお考えをお聞きをいたして上で、その

他の詳細な部分については、またお答えを申し上げたいというふうに思います。 

○議長（田上更生君） 町長 草村大成君。 

○町長（草村大成君） ２番議員のご質疑にお答えをさせていただきます。 

まずもって、今、担当課長のほうからお詫びのほうがあったと思いますが、議員

の皆さまにお諮りをかけることがなかったということについては、私もそのとお

りかなというふうに思っております。そして、また２番議員さんのご質問の内容

の確認をさせていただきたいというふうに思います。まず、改築で上げられてい

るのが新築になっているということでございますが、これは今、課長が答弁しま

したように、平成２４年までは修繕、改築等の話を職員、また課と一緒に行って

おります。２５年度の改築、また修繕等々についてもお話を積み上げていたとい

うふうに報告を受けております。そういう中で、今度の安倍政権の１２月の自民

党政権に移行しまして、緊急経済対策が打ち出されましたが、その中のメニュー

のほうに、この安心・安全な環境、園児の環境の維持と確保という部分があると

いうことで、それであるならば、やはり国の補助事業の確保、すなわち限られた

予算の中で効率的・効果的に回転をさせること、新規・既存の事業に捕われず、

国の補助や県の補助制度を幅広い視点から検討し、積極的に活用するということ

が私に課された使命だというふうに思っておりますので、この国の補助事業確保

が最大の課題であったわけでございますが、強い熊本県からの要望等もございま

して、林野庁のこの森林整備加速化林業再生事業、これはなくなっていた事業が

今度の緊急対策のみで復活したわけでございます。すなわち、１年間でこの１年

限定の緊急対策補助制度でございます。そういう中で補助率が５０％、これはた

いへん大きいものでございまして、それが正式に決定したのが、日にちは明確に

は分かりませんが、大変タイトなスケジュールの中で、そのことが決定されたわ

けでございます。それから、この修繕、改善等々の計画よりも、新築の計画、建

て直すという計画はどうだろうかということで、このような流れになったという

ことをご説明をさせていただきます。また、この今年度以降、園児の減少、また

増加等々に関しましては、これは出生率の問題から考えますと、大変厳しいもの

があるというふうには思っておりますが、現在、通われている保護者の皆さまに

おかれましては、大変納得、できれば通わせたいという声が幅広く聞こえてくる

ことは事実でございます。また、活用方法といたしましては、かと言っても、こ

の人口減少に関することに、ここで改築して、果たしてずっとその存続が可能な
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のかということもございますので、その件をやはり幅広い活用を考えていかなけ

ればいけないということで、この計画の中ではですね、まあ仮称の名称なんです

けど、みんなが考えよう色見保育園改築プロジェクトというのを今後、平成２５

年の４月中には計画づくり、メンバー選任、委嘱までを行いたい。それで、平成

２５年６月から７月いっぱいまでで計画づくり検討会、これは園舎の機能や環境

整備等々も含めまして、そのようにそこで計画をしたいというふうに思っており

ます。 

もう１点ございますが、この請負費の計上に関しましては、また課長のほうから

詳細を説明をさせていただきます。 

最後になりましたが、当初申し上げましたように、議会議員の皆さまに事前に詳

細にわたって説明をするべきではございますが、しかしながら、やはり緊急対策

のこの経済対策メニューが漠然と下りてきまして、その中の詳細が非常に熊本県

もころころ変わるような、これはこの事業だけではなく、非常に分かりづらい部

分がございました。平成２１年度の緊急対策とはまるで実は内容が違うようなこ

とでもございます。また、実際に細かいメニューが下りてきまして、それに当た

るか当たらないかということの確認等々も、県のほうもまだ分からない、国に聞

いても漠然としか返答が出ないという時期がありまして、明確にこの事業が復活

すると、林野庁の予算が復活するというのが実際に分かりましたのは大変近日中

でございます。また、その予算につきましても、２月２６日に可決したというこ

ともございますので、そのことも補助をたくさんもらうということに関しまして

は、ご理解をいただきたいというふうに思います。 

あとの先ほど申し上げました請負費につきましては、担当のほうから説明をさせ

ていただきます。 

○議長（田上更生君） 住民福祉課長 古澤建生君。 

○住民福祉課長（古澤建生君） 自席からお答えをしたいと思います。 

工事請負費につきましては、本来ならば設計委託が完了して、その後にですね、

計上していくべきだというふうに思いますけれども、先ほど町長のほうからご説

明がありましたように、２５年度限りの単年度事業というふうなことで、補助事

業の決定のほうをですね、進めたいというふうなことで、県のほうからのご依頼

がありましたので、工事費につきましては概算です。それと、設計を委託する段

階におきましても、基準等につきましてはですね、今の基準、それから東保育園

を造ったときの基準、そういったのも照らし合わせておりますけれども、それの
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設計をするための概算工事を出していただいた上で、そしてその後に工事費の概

算額というものを決定をいたしております。 

そして、先ほど町長のほうからスケジュール的なことはお話されましたですが、

工事請負費につきましては、最終的には工事の着工を２５年度中に着工まで入れ

てくれというふうなことでしたので、計画としては設計委託が完了をいたしまし

て、設計が完了した後に工事請負費のほうの着工に入っていくというふうな計画

にしておりまして、当然、本事業は２５年度だけで終わる事業ではございません

ので、２６年度までの繰越事業というふうな形で最終的にはもっていくような計

画にいたしております。 

それで、今回上げてありますのは、概算というふうなことで出させていただいて

おりますので、当然、設計が終わった段階で補正予算なりで対応していかなけれ

ばならないというふうに思っております。 

以上でございます。 

○議長（田上更生君） ２番 後藤三治君。 

○２番（後藤三治君） ただいま担当のほうから説明いただきましたが、まさしく今言

われたようにですね、設計業務をまず３月にこの当初予算で議決をし、６月ある

いは９月にですね、設計を受けて工事請負費を計上するのが、私は当然だと思い

ます。査定をされました総務課長さん、今までこういうケースがありましたか。

これは、今回私どもが工事請負費をこの概算で決定した場合ですよ、どうなりま

すか。この設計と工事請負費の関係が崩れはしませんか。よくこういう予算を作

られましたですね。答弁をお願いします。 

○議長（田上更生君） 総務課長 村上源喜君。 

○総務課長（村上源喜君） お答えします。 

まず、最初議員がおっしゃったスケジュールの関係でございます。これにつきま

しては、今年１月１０日に県のほうから平成２４年度補正にかかる木造公共建築

物等整備の要望についてということで照会が来ております。それを１６日までに

出しなさいということが来ておりまして、最初は平成２４年度の補正事業という

ことで、国・県検討されていたようでございます。この文書を見ますと、近々に

林野庁から要望紹介があると思われますが、それを待ってからでは事業主体の意

向に沿えない場合や、県予算の編成に間に合わないことが予想されます。という

ことで、１月１０日、１６日までにですね、早急な対応をお願いしたいというこ

とで、議会のほうに事前にお示しができなかったということも、これも一つの原
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因ではなかろうかと思います。 

それと、議員おっしゃいました今の査定の問題でございますけれども、これにつ

きましては私も議員おっしゃいましたように、実質８７０万円の設計と８,１００

万円でしたでしょうか、工事請負費が出ておりますけれども、これが１００％精

査されたものではないことは、査定の段階から承知はしております。先ほど課長

が申しましたが、単年度事業としてやっていくのには無理があると。２６年度ま

でを考えているというような答弁をいたしましたけれども、これはお願いでござ

いますけれども、まずは概算の事業費を組ませていただいて、予算の額が決まら

ないと、国の補助ですね、この２分の１の、この分の補助がいただけませんので、

概算の事業費として、できるだけ最終的な建築に近い分でということで考えて、

今回の予算を担当としては認めたという経緯でございます。 

以上でございます。 

○議長（田上更生君） ２番 後藤三治君。 

○２番（後藤三治君） ２番 後藤です。 

確かにですね、先ほどから言われるように、財政厳しい本町にとってはですね、

非常に有難い補助金ではあります。ありますが、その補助金を優先するあまりで

すね、本来のルールを損なうようなことではあってはならないと、私は思います。

補助金要求につきましては概算でされるのは構わないと思うんですが、予算とし

ては設計業務委託が上がっている以上、工事請負費はまだ決まってないはずです。

その補助金要求は概算で出されても結構だと思いますけれども、この予算として

ですね、工事請負費が設計をする前に上がるということは、私はどうしても腑に

落ちません。 

もう１点、先ほども質問いたしましたが、この問題がですね、地域住民の方に本

当に良かったと思われるのかどうかですね、それを事前にこの予算を提出する前

にされたのかどうかですよね。もし、先ほど町長が言われたように、４月からそ

ういうプロジェクトをつくって進めると言われましたが、こういう時世だから、

造るのは待ってくれという意見にならないとも限りません。そういう合意形成が

なされてないままにですね、補助率がいいからということで、予算を計上される

というのはですね、やはり危険性が非常に伴うんじゃないかと思いますけど、再

度お願いしたいと思います。 

それから、私は先ほどから言いますように、工事請負費につきましてはですね、

予算が確定していないわけですから、６月に、あるいは９月に上げる計画でです
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ね、まずは設計業務委託を今回付託いただいて審議する。審議の材料の中にも、

私たちは当然、職員の方にこれは合意形成なされてますか、どういう建物を造る

んですか、どこに造るんですかという質問をした上で議決をするわけですから、

ただ概算でどこに造るか分からない、何を造るか分からないで、審議のしようは、

先ほど言うようにないと思いますので、そのへんを十分お考えで、もう一度答弁

をお願いしたいと思います。 

○議長（田上更生君） 総務課長 村上源喜君。 

○総務課長（村上源喜君） 今、議員のほうからご質問ありましたように、確かに精査

された工事請負費ではございません。ただ、申し上げましたように、補助金獲得、

先ほどもご指摘がありましたけれども、いずれにしても２分の１の補助金が通常で

あれば、今、私立保育園であればですね、補助がございますけれども、公立保育園

の場合はまったく補助制度というのがなくなっております。といいますのが、普通

交付税の交付金の中でやりなさいというようなことで、まったく補助事業として乗

らないものが２分の１ということで出ましたので、そのためには概算であっても、

やはり全体事業費を明示して予算化しているんですよということも国にお示しをし

なければなりませんので、そういったことで今回、粗予算ではありますけれども、

当初予算に上げさせていただいたということでございます。最終的にはこの８００

万円の設計委託料の中で精査した数字で、再度、ご議論をいただきたいというふう

に思っております。よろしくお願いいたします。 

○議長（田上更生君） その他ございませんか。４番 芹口誓彰君。 

○４番（芹口誓彰君） ４番 芹口でございます。 

当初、冒頭に町長から、芹口で発生いたしました火事の件につきまして言及がご

ざいました。町長には大変ご心配をおかけし、またいろんな方面からご配慮いた

だいておりますことに対しまして、まずもってお礼を申し上げたいと思います。 

それでは、質問をさせていただきたいと思いますけれども、この概要書の８ペー

ジにバイオマス活用推進計画の策定に伴い、今後のエネルギー需給について具現

化していくため、本年度はペレットストーブ、または薪ストーブ本体購入の一部

を補助することにしていますということで、予算書の５０ページに、エネルギー

対策費といたしまして、ペレットストーブ等設置費補助金１００万円が計上をし

てあります。一方、歳出の教育費におきまして、東小に２台、それから中央小に

４台、東中に２台、高森中学校に１台、ストーブの購入費が計上してございます。

学校ですので、薪ストーブは無理といたしましても、ペレットストーブにつきま
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しては購入ができないのかどうか。ペレットストーブ購入すれば、エネルギーの

教育教材としての効果もできるんじゃないかというふうに考えております。そう

いった点について検討されたのか、またそういったペレットストーブの導入が可

能かどうかお尋ねをいたしたいと思います。 

○議長（田上更生君） 教育委員会事務局長 後藤正三君。 

○教育委員会事務局長（後藤正三君） 今のご質問にお答えします。 

教育委員会では、年次計画でブルーヒーターですね、それを３年ぐらい前から導

入をしております。その計画に基づいてブルーヒーターを導入しております。ペ

レットストーブについての導入、薪ストーブの導入については、担当課とは協議

をしておりません。ただし、ペレットストーブといいますのは、熱効率、ブルー

ヒーターで教室等が使う使わないの時期もありますので、薪ストーブの場合は点

けたり消したりが簡単にはいきませんので、そこについては基本的には今年度は

ブルーヒーターを導入していきたいというふうに、年次計画で入れ替えをしてい

ますので、それでいきたいとは思っております。 

以上でございます。ただ、協議はしておりません。 

○議長（田上更生君） 政策推進課長 甲斐敏文君。 

○政策推進課長（甲斐敏文君） ４番 芹口議員のご質問にお答えいたします。 

エネルギー対策費としまして、ペレットストーブ等設置費補助金ということで１

００万円上げております。今回、私たちが考えましたのは、バイオマス活用推進

計画を平成２４年度に制定しております。それの取り組みの効果という部分もあ

りますし、また東北大震災以降の再生可能エネルギーの利用面で、私たちの考え

としましては、各戸に付けるストーブということで、１０万円以上のストーブに

対しまして２分の１の補助を行うと。ですから、教育委員会のほうのストーブ購

入につきましては、私も今日初めて知ったわけですけど、あくまでも各戸、個人

の家に付けるストーブということで計画しておりますので、ちょっと学校とかに

補助する分ではないということでご理解いただきたいというふうに思います。 

以上です。 

○議長（田上更生君） ４番 芹口誓彰君。 

○４番（芹口誓彰君） ４番です。 

外に向ってですね、こういったことで補助をするということですが、やはりでき

れば内に向ってでも、やっぱりそういった利用効果等について精査する、また教

育教材としても利用できるというようなことから、やはり内部も横の連絡を密に
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しながら検討していただいたらどうかというふうに思っておりますので、よろし

くお願いをいたします。 

続きまして、１２４ページ、色見総合センターの太陽光発電蓄電整備事業１,８

００万円計上してございます。これの事業効果なり、あるいは規模等について説

明をお願いをしたいと思いますし、またこの件につきましても蓄電池実施設計費、

それから委託料、蓄電整備事業の経費が計上してございます。先ほど２番議員か

ら質問がございましたけれども、この予算というものは１年間に支出できる、予

想される経費をすべて計上するというようなことから、実施設計が終わって、そ

れから工事請負費なりを計上するということでなくても、あえていいと、あえて

違法というようなことではないというふうに、私は思っております。また、これ

はほかの土木とか道路とかの設計についても同じでございます。やはり必ずしも

実施設計が終わらなければ工事請負費総額が計上できないということではないと

いうふうに、私は理解をしておりますので、申し添えたいと思います。 

それからもう１点はですね、この予算概要書、これは非常に今年度、分かりやす

くしてあります。担当者の工夫が見えて、非常に感謝しているところでございま

す。その中で債務負担行為の項目が計上してございません。やはり債務負担行為

は後年度負担を伴うものでございまして、地方債と関係も深いものでございます

ので、是非ですね、債務負担行為の状況等についても、この概要書にお示しをし

ていただきたい。当初予算の審議につきましては、必要な資料でございますので、

この債務負担行為の概要書等々につきましては、今会期中に作っていただきまし

て、提示できるなら提示をしていただきたいというふうに思いますので、ご提案

を申し上げようと思いますがいかがでしょうか。ご答弁お願いします。 

○議長（田上更生君） ４番議員、教育委員会への色見総合センター太陽光の部分につ

いての答弁が必要ですか。 

○４番（芹口誓彰君） はい。お願いします。 

○議長（田上更生君） 教育委員会事務局長 後藤正三君。 

○教育委員会事務局長（後藤正三君） 太陽光発電についてですけれども、これにつき

ましては県の再生可能エネルギー等導入推進基金活用事業というのが募集が行わ

れておりました。その中で太陽光発電について該当するということで、基本的に

は１００％補助でございます。これについては１００％補助でできるのですが、

公共施設ということで、うちのほうでもすべての総合センターに付けるというわ

けにはいきませんので、代表的に色見の総合センターにそれを申込みをいたしま
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した。その事業につきましては、２５年度において整備するということが条件で

すので、今回の予算に上げさせていただいております。基本的には１００％です

けれども、補助対象外が一部ございます。例えばパソコンでそういうデータが見

れるソフトとかですね、そういう部分の多少の部分については自己負担が必要と

なりますけれども、基本的には１００％補助と。それにつきましては今からです

ので、電力量がどのくらいでというのははっきりは出ておりませんけれども、基

本的にはそこの利活用から考えていくと、ある程度、売電等々もできるのではな

いかというふうに思っております。設計も現在から進めますので、詳細について

はまだはっきりとしたことは分かっておりません。 

以上でございます。 

○議長（田上更生君） 総務課長 村上源喜君。 

○総務課長（村上源喜君） お答えします。 

債務負担行為についても、概要書のほうに載せるべきではなかったかというご質

問でございます。確かに現在の概要書には債務負担行為についての記述はござい

ません。当初予算書の最後の１３３ページのほうには、詳細なやつが出ておりま

すけれども、概要書の中身のように簡略化して、ある程度ぱっと見た状況で、状

況が分かるような部分に概要書のほうは今後挿入したいと思いますので、どうか

そういうことでよろしくお願いいたします。 

○議長（田上更生君） そのほかございませんか。３番 興梠壽一君。 

○３番（興梠壽一君） ３番 興梠です。 

５ページの主な新規事業の２番ですね、②の小中一貫、わくわくイングリッシュ

の創設についてお尋ねをしたいと思います。昨年ですね、新学習要領がスタート

いたしまして、英語教育についてですね、教育長のほうからご説明がございまし

た。中１ギャップとか、小１プログレムですか、この解消を高森新教育プランに

どう活かしていくかということで、検討中ということで、昨年説明があったかと

思います。その解消に向けてのわくわくイングリッシュの創設、小中一貫教育で

すか、これを創設されたのかをちょっとお尋ねをしたいと思います。 

それから、予算書の７２ページの色見保育園費の英語教室講師料、それから東保

育園においてもレッスン料ということで予算化してございます。この内容につい

ですね、ちょっとお尋ねをしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（田上更生君） 教育長 佐藤増夫君。 

○教育長（佐藤増夫君） ３番議員のご質問にお答えたします。 
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今、質問いただきました、そういった流れの中で、今回のわくわくイングリッシ

ュということで政策として町長のほうから説明があったところでございます。今

回、教育課程特例校という制度がございまして、これを１２月の１８日付けで文

部科学大臣から高森町は許可をいただきましたので、教育課程特例校という形で

小学校１年生からの、いわゆる教科としての英語教育をスタートする、そういっ

たことができるようになりました。そういった中で、小中一貫英語教育推進委員

会というのを立ち上げまして、現在、第７回までの検討会が行われておりまして、

その中に学識経験として熊大の教授とかいう方々も入っていただき、中身につい

て詰めているところでございます。 

高森のこの小中一貫の英語教育の特色としまして、特に２点ございます。第１点

は、ＳＳＨというＮＰＯ法人がございまして、ここが全面的にバックアップして

おりまして、いわゆる音声という、発音といいますかね、そちらを中心とした英

語教育を積み上げていく。これは今の大きな流れでございまして、英語教育の課

題である。従いまして、そういったＮＰＯ法人等の力も得ながら、今、カリキュ

ラムを作っているところでございます。 

２点目は、多くのところで学校等で、５年生、６年生は外国語活動というのが新

教育課程で出てまいりまして、小学校で英語教育がそれぞれ行われておりますけ

れども、いろんな先進地の視察等を繰り返す中で、中学校とのつなぎが非常に途

絶えているところが非常に目立ちまして、従いまして、高森は小学校から中学校、

中学校の出口の状態をですね、一つの目標とおいて、いわゆる小中の連携をです

ね、図ろうということで、先ほど申しましたその推進委員会にも、中学校の先生

方にも入っていただき、協議をしているところでございます。従いまして、小学

校１年生からのカリキュラムを進めていきますと、中学校に入った時点でですね、

中学校のカリキュラムがかなり小学校でもう学習が重なってできている部分があ

りますので、中学校の英語教育がよりゆとりをもって発展的な部分も含めた英語

教育になっていくのではないなあということをですね、期待しているところでご

ざいまして、そういう方向で進めています。 

なお、せっかくわくわくイングリッシュという形で政策にも出していただいてお

りますので、高森町が英語の町として、そういった地域にもですね、広がってい

く、また高森高校等との連携とかいうことも、今後必要ではないかなと思います

し、その中で就学前との連携ということも大きな課題ではないかなというふうに

考えています。 
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以上です。 

○議長（田上更生君） 住民福祉課長 古澤建生君。 

○住民福祉課長（古澤建生君） 英語教室についてというご質問でございますけれども、

その内容につきましてご回答を申し上げたいと思います。 

ただいま教育長のほうからですね、就学前の児童とのつながりをもつということ

が課題というふうなお話もございました。高森町の新教育プランの中で、平成２

５年度から小学校では英語教育が導入されるということになりました関係から、

保育園におきましては２４年度からですね、英語の教室ということでレッスンを

月に１回実施をしてきました。しかしながら、それはボランティアでやっていた

だいたというふうなこともございましたので、今回この教育プランの中でありま

すように、小学校の英語教育が取り入れられたということで、それでは１年生か

らですね、英語教育をしていくためには就学前の英語教育も当然必要になってく

るというふうなことで、スムーズに小学校にですね、入れるような体制をつくっ

ていくことが大事じゃないかなというふうなことで、町立保育園につきましても

英語のレッスンを月に３回ということで実施をしていくようにいたしております。

高森保育園、それから幼稚園におきましては、英語教室についてはですね、レッ

スンについては５年前から取り組みをされておられますけれども、そういった方

々との、そういった子どもたちとの差ができるだけないような形で、町立の保育

園におきましても、この２５年度から楽しく英語を学べることに興味をもってい

ただくと。そして、簡単な英単語ですね、そういったことも含めて、充実したカ

リキュラムを作って、それに基づいて子どもたちの育成をしていきたいというふ

うなことで、今回、英語教室ということの予算化をさせていただきました。その

中で今月の１６日には、各保育園、幼稚園の先生方が一堂に集まります就学前の

子どもたちの指導の研修会がございます。その中でこの英語のですね、レッスン

についても、当然、学校に上がるためには、保育園の先生方にもですね、このこ

とを十分認識をしていただく必要があるというふうなことで、教育長にもお願い

をいたしまして、就学前教育と学校教育をどのようにつなげていくのかですね、

そういったところのお話も１６日の日にしていただくような形でお願いをいたし

ております。 

以上でございます。 

○議長（田上更生君） そのほか質疑ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案は、各常任委員会に付託したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２５号は各常任委員

会に付託することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２８ 議案第２６号 平成２５年度高森町国民健康保険特別会計予算について 

○議長（田上更生君） 日程第２８、議案第２６号、平成２５年度高森町国民健康保険

特別会計予算についてを議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。健康推進課長 岩下公治君。 

○健康推進課長（岩下公治君） 議案第２６号でご提案申し上げました、平成２５年度

高森町国民健康保険特別会計につきまして、ご説明いたします。 

平成２５年度の予算総額は、前年度の保険給付費、その他実績見込みを勘案いた

しまして、１１億４１９万３,０００円を計上いたしております。 

歳入予算について概要を説明いたします。 

８ページをお開きいただきたいと思います。 

第１款国民健康保険税は、一般被保険者１億８,６２７万３,０００円、退職被保

険者分１,０１６万円を計上いたしております。各節の区分ごとの合計金額は記載

のとおりでございます。現在、税の申告期間中であり、住民税の額が確定した後に

保険税の本算定を行いますが、試算を行いましたところ、総所得金額が減産となる

見込みでございまして、昨年度と比較して５１４万７,０００円の減額となってお

ります。 

このほか９ページ下段からの第４款国庫支出金、それから１０ページの第５款療

養給付費等交付金、第６款前期高齢者交付金、１１ページに入りまして、１１ペー

ジの第７款県支出金、第８款共同事業交付金をそれぞれ計上いたしております。 

１２ページの第１０款繰入金は、歳出予算の保険給付費、後期高齢者支援金、介

護納付金、共同事業拠出金等に対応するものでございまして、平成２４年度の実績

見込みに基づき計上いたしておりますが、特に第３節の財政安定化支援事業繰入金

の法定外繰入金２,５００万円を一般会計から繰り出していただくこととして計上

いたしております。 

ご承知かと思いますが、国民健康保険財政につきましては、国の負担金、それか
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ら被用者保険の拠出金等と国民健康保険税によって運営される独立した会計でござ

いますが、加入者に高齢者や低所得者層が多く、税負担も限界に近いものとなって

おります。保険料改正も視野に入れて検討を重ねたところでありますが、この税負

担を増やすことは現在の経済状況からも厳しい、難しいと判断されます。これは平

成２０年度の後期高齢者医療制度発足の際、前期高齢者負担金について高額な負担

が発生し、また国の調整交付金と、それから国の予算削減の方向性の関係上、歳入

予算が十分に見込めない状況が続いてきたこと、それと特定健診等を進めながら医

療費の削減を目指しているところでありますが、将来にわたってその効果があるよ

うに取り組んでいることは当然でございますが、現時点としましては医療費の給付

費等の歳出面において国保財政の収支は極めて厳しい状況になっております。 

国保財政計画につきましては、今後も徴収率向上とさまざまな健康施策に努めな

がら、医療費削減を行うことを基本として、今後も精査・検討を続けて策定してま

いりますが、近年の経済的状況から保険料の増額は困難であり、また退職後はすべ

ての方が国保世帯になられるということ等も鑑み、そして住民の方々の継続的かつ

安心を生み出す安定的な医療制度の確保は重要なものと存じますので、今回、法定

外繰り出しの措置をお願いしたいと存じます。 

同じく第１０款繰入金の基金繰入金は３２万９,０００円を計上いたしておりま

すが、この繰り入れを行うことによりまして、基金残高は６,０００円あまりとな

ります。 

第１１款繰越金は、現在のところ、約１,５００万円を見込んでおります。 

次に、歳出予算について概要をご説明いたします。 

１４ページをお開きいただきたいと思います。 

第１款総務費は、国民健康保険事業の運営費に必要な一般的事務経費でございま

すが、保険事務、国保連合会の負担金、国保運営協議会等の経費を計上いたしてお

ります。 

１５ページ下段から１６ページにかけての第２款保険給付費の療養諸費は、診療

報酬、柔道整復師及び補装具等の経費６億１,７６６万円、１６ページ下段から１

７ページにかけての高額療養費は９,８６５万円、１７ページ下段の出産育児諸費

は２０名分の出産育児一時金と事務手数料の合計８４０万５,０００円を計上いた

しました。 

１８ページをお開きいただきたいと思います。 

第３款後期高齢者支援金等は、７５歳以上の方が加入している後期高齢者医療制
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度に対して拠出するもので、事務費拠出金と合わせまして１億３,９４５万２,００

０円、第５款介護給付金は社会保険診療報酬支払基金に対して納付するもので６,

５３０万３,０００円、第６款共同事業拠出金は熊本県国民健康保険団体連合会が

行います高額医療費共同事業及び保険財政共同安定化事業に対して拠出するもので

１億４,６２５万３,０００円を計上いたしております。 

第７款保健事業費の特定健康審査等事業費につきましては８６０万円を計上いた

しております。 

１９ページ下段から２０ページの保険事業費では１８０万１,０００円を計上い

たしておりますが、特定健康審査等事業と一体となって、住民の方々の健康の維持

と増進に取り組んでまいります。 

２１ページ、第１１款予備費につきましては、歳入歳出の調整を行ったものです

が、１,０００万円を計上いたしております。 

第１２款前期高齢者納付金等につきましては、８万７,０００円につきましては

社保支払基金に支払う事務費でございます。 

先ほど補正予算の説明においても申し上げましたが、町では特定健診事業を強く

進めることといたしております。このことにより、住民の方々の健康の維持と増進

のため、これまでの住民健診とともに検診率を高めるなどにより、これからも本事

業を強力に進め、医療費の削減に努めてまいります。 

以上、ご説明申し上げましたが、ご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申

し上げ、説明といたします。 

○議長（田上更生君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案は、文教厚生常任委員会に付託したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２６号は文教厚生常

任委員会に付託することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２９ 議案第２７号 平成２５年度高森町後期高齢者医療特別会計予算につい

て 
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○議長（田上更生君） 日程第２９、議案第２７号、平成２５年度高森町後期高齢者医

療特別会計予算についてを議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。健康推進課長 岩下公治君。 

○健康推進課長（岩下公治君） 議案第２７号でご提案申し上げます、平成２５年度高

森町後期高齢者医療特別会計予算につきまして、ご説明いたします。 

平成２５年度の予算総額は、前年度の実績見込みに基づき９,１５７万６,０００

円を計上いたしました。これは前年度当初予算と比較しますと４５７万６,０００

円の増額で、５.３％の増加となっております。 

歳入の概要について説明いたします。 

６ページをお開き願いたいと思います。 

第１款後期高齢者医療保険料につきましては、特別徴収、普通徴収合わせて５,

５８５万９,０００円を計上いたしております。 

第３款繰入金は、一般会計からの事務繰入金として１５３万５,０００円、保険

基盤安定繰入金として３,１６１万９,０００円を計上いたしております。 

第５款諸収入の受託事業収入につきましては、健康審査業務の受託料２３９万７,

０００円を計上いたしております。 

次に、８ページからの歳出につきましてご説明いたします。 

第１款総務費につきましては、事務的経費を計上いたしております。 

第２款後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、歳入の現年度分保険料と

保険基盤安定負担金を合わせまして８,７３７万７,０００円を計上いたしておりま

す。 

また、第３款保健事業費につきましては、健康審査事業に関する経費として２６

９万７,０００円を計上いたしております。 

国民健康保険事業と一体となって健康審査事業を推進し、住民の方々の、高齢者

の方々の健康の維持と増進に取り組んでまいりたいと存じます。 

以上、ご説明申し上げましたが、ご審議の上、ご決定賜りますようお願いしまし

て、説明といたします。 

○議長（田上更生君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

お諮りします。 
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本案は、文教厚生常任委員会に付託したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２７号は文教厚生常

任委員会に付託することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第３０ 議案第２８号 平成２５年度高森町介護保険特別会計予算について 

○議長（田上更生君） 日程第３０、議案第２８号、平成２５年度高森町介護保険特別

会計予算についてを議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。健康推進課長 岩下公治君。 

○健康推進課長（岩下公治君） 議案第２８号でご提案申し上げました、平成２５年度

高森町介護保険特別会計予算につきまして、ご説明いたします。 

平成２５年度の予算総額は、本年度の実績見込み等を精査・勘案いたしまして、

８億２,５８８万３,０００円を計上いたしております。前年度当初の予算と比較し

ますと９,０８２万５,０００円の増額で、１２.４％の伸びとなっております。こ

れは介護給付にかかる費用が年々増えておりますことが主な理由でございますが、

介護予防を最重要課題と認識して取り組むことといたしたいと思います。 

歳入について、概要を説明いたします。 

７ページをお開きください。 

第１款保険料につきましては、６５歳以上の方に負担いただく介護保険料１億９

８８万５,０００円を計上、第３款国庫支出金の介護給付費負担金につきましては

１億４,２９５万４,０００円を計上、保険財政を調整するための調整交付金及び８

ページにかけての地域支援事業交付金等につきましては、合わせて７,７８７万１,

０００円を計上いたしております。 

第４款支払基金交付金につきましては、社会保険診療報酬支払基金からの第２号

被保険者負担分２億３,２９７万１,０００円、第５款県支出金の介護保険給付金に

つきましては、施設介護サービスの給付及びその他分の支出見込額を勘案しまして

１億１,６１５万６,０００円を計上、９ページの地域支援事業費につきましては、

総額で３０５万９,０００円を計上いたしております。 

第６款繰入金につきましては、一般会計からの繰入金１億１,００４万７,０００

円、第７款繰越金につきましては２,９３１万６,０００円を見込んでおります。 

次に、歳出について説明いたします。 

１２ページをお開き願いたいと思います。 
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１２ページから１３ページ及び１４ページの第１款総務費は、介護保険事務、介

護認定審査等の経費を計上いたしております。 

１４ページ、第２款第１項保険給付費の介護サービス等諸費につきましては、居

宅、それから施設介護サービスに要する経費として６億９,２６４万円を計上いた

しております。 

１５ページ、第２項の介護予防サービスに要する経費として３,９６３万６,００

０円、第４項の高額介護サービス等費として１,９３８万円を計上しております。

第３項その他諸費は、審査支払手数料として８４万２,０００円、第４項高額介護

サービス等費は総計として１,９３８万円を計上いたしております。 

１６ページをお開きください。 

１６ページ、第６項の特定入所者介護サービス等費として４,４７６万円を計上

いたしております。 

同じく１６ページの第５款地域支援事業費は、介護予防事業費として社会福祉協

議会への委託料など６０８万８,０００円を計上いたしております。 

１７ページの包括的支援事業につきましては、非常勤職員の報酬やケアプラン作

成委託料として１,４５９万９,０００円を計上いたしております。 

１８ページをお願いいたします。 

第７款諸支出金、第１目第１号被保険者保険料還付金３０万円につきましては、

過納、重複納付、それから死亡された場合の還付金として計上いたしております。 

１９ページ、第７款諸支出金の繰出金３０万円につきましては、平成２５年度に

精算する際の一般会計の繰出金を見込額として計上いたしております。 

介護保険事業につきましては、町の高齢化率が３３％を超えております。高齢者

だけの世帯もますます増加することが予測されますことから、平成２５年度も引き

続き認知症対策をはじめとした介護予防事業を推進してまいります。 

以上、ご説明申し上げましたが、ご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上

げ、説明といたします。 

○議長（田上更生君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案は、文教厚生常任委員会に付託したいと思います。ご異議ありませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２８号は文教厚生常

任委員会に付託することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第３１ 議案第２９号 平成２５年度高森町簡易水道事業特別会計予算について 

○議長（田上更生君） 日程第３１、議案第２９号、平成２５年度高森町簡易水道事業

特別会計予算についてを議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。建設課長 廣木富八君。 

○建設課長（廣木富八君） 議案第２９号でご提案いたしました、平成２５年度高森町

簡易水道事業特別会計予算について、ご説明を申し上げます。 

平成２５年度につきましては、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１億５,４９３万

３,０００円とするものであります。 

４ページをお開きください。 

第２表地方債は、平成２４年度の町道高森中央線水道管布設替工事の残りを行う

ものであり、過疎債、簡水債、いずれも限度額１８０万円とするものであります。 

歳入の主なものについてご説明申し上げます。 

７ページをお開きください。 

第１款使用料及び手数料につきましては、総額９,５５２万円を計上いたしてお

り、昨年より５３万円の増額となっています。 

第３款繰入金につきましては、起債の定期償還金分の２分の１として一般会計か

ら３,３９１万６,０００円を繰り入れるものであります。 

第４款財産収入につきましては、基金運用利息として７４８万５,０００円を計

上しております。 

８ページをお開きください。 

第５款繰越金について１,２７０万円を計上、第７款地方債につきましては、施

設事業債として３６０万円を計上いたしました。 

次に、歳出の主なものについてご説明申し上げます。 

９ページをお開きください。 

第１款水道費については、経常的な経費、また工事請負費につきましては、先に

も申し上げましたが、昨年度から町道高森中央線水道管布設替工事の残り、清水製

材所から福永測量設計事務所まで行う工事費として３６０万円、並びに定期的な水

道メーター取替工事費を計上しております。 
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第２款公債費につきましては、起債の定期償還分として元金、利子合わせて６,

７８３万１,０００円を計上いたしました。また、予備費として５２６万６,０００

円を計上しております。 

以上、提案説明申し上げましたが、ご審議いただき、ご決定賜りますようお願い

を申し上げます。 

○議長（田上更生君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案は、建設経済常任委員会に付託したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２９号は建設経済常

任委員会に付託することに決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第３２ 議案第３０号 平成２５年度高森町農業用水供給事業特別会計予算につ

いて 

○議長（田上更生君） 日程第３２、議案第３０号、平成２５年度高森町農業用水供給

事業特別会計予算についてを議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。建設課長 廣木富八君。 

○建設課長（廣木富八君） 議案第３０号でご提案いたしました、平成２５年度高森町

農業用水供給事業特別会計予算について、ご説明を申し上げます。 

平成２５年度につきましては、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１,６０２万４,０

００円とするものであります。 

歳入についてご説明を申し上げます。 

６ページをお開きください。 

第１款財産収入につきましては、基金運用利息９６９万１,０００円を計上し、

第３款繰越金として６３３万３,０００円を計上しております。また、本年度にお

いては、基金繰入金は計上しておりません。 

次に、歳出についてご説明を申し上げます。 

７ページをお開きください。 

第１款農業用水費につきましては、第７節賃金は、施設の草刈り人夫賃や水道管
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理人夫賃等４１万円、第１１節需用費は１,３８０万９,０００円で、そのうち電気

料である光熱水費に１,２８０万円を計上いたしました。修繕料につきましては、

平成２１年度から行っていた農業用水モーターポンプ等の整備も平成２４年度にお

いて完了いたしましたので、本年度においては一般的な修繕料として１００万円を

計上しております。 

第１２節役務費については、テレメーター代等の８８万８,０００円を計上いた

しました。また、予備費として２７万８,０００円を計上しております。 

以上、提案説明いたしましたが、ご審議いただき、ご決定賜りますようお願いを

申し上げます。 

○議長（田上更生君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案は、建設経済常任委員会に付託したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第３０号は建設経済常

任委員会に付託することに決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第３３ 議案第３１号 平成２５年度高森町鉄道経営対策事業基金特別会計予算

について 

○議長（田上更生君） 日程第３３、議案第３１号、平成２５年度高森町鉄道経営対策

事業基金特別会計予算についてを議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。政策推進課長 甲斐敏文君。 

○政策推進課長（甲斐敏文君） 議案第３１号でご提案申し上げました、平成２５年度

高森町鉄道経営対策事業基金特別会計予算について、ご説明いたします。 

当初予算規模は、歳入歳出それぞれ３３万４,０００円であります。 

予算の内訳を説明いたします。 

６ページをお開きください。 

現在の自治体基金の元金は１億８,１２７万９,９６６円、民間基金の元金は３,

３８３万５,６９４円となっております。これらの元金から生じる利子相当分を、

自治体基金３０万円、民間基金３万４,０００円の、合計３３万４,０００円を利子
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及び配当金として歳入に計上いたしております。 

また、７ページの歳出の欄ですけど、その利子総額の３３万４,０００円を積立

金として支出するものであります。 

以上、説明申し上げましたが、ご審議お願い申し上げ、ご決定賜りますよう、説

明を終わります。以上です。 

○議長（田上更生君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案は、総務常任委員会に付託したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第３１号は総務常任委

員会に付託することに決定いたしました。 

総務課長 村上源喜君。 

○総務課長（村上源喜君） 先ほどの一般会計の質疑、付託まで済んだところでござい

ますけれども、２番の文教厚生委員長さんのほうに補足説明ということでしたいと

思います。 

文教委員長がおっしゃることは、審議がかなり難しいとおっしゃることは十分理

解できるところでございますけれども、まずは一つはこれが国のほうの緊急経済対

策であるということですね。以前、なくなった補助が２５年度限りの経済対策とい

うことで復活したと。それをもって、２分の１の保育園建設に対する予算措置がで

きるというのが１点。もう１点が、国から下りてきますときに、１週間、１０日と

いった短い期間で下りてきますので、以前から町長が申しております、いわゆる弾

込めですとか、頭出し、そのへんが非常に時間がない分、準備する必要もございま

す。それと、仮に今回、審議していただいた上での結果として、やむなく見送りと

いうことになった場合につきましては、この後は先ほど申しましたように、地方交

付税、一般財源から、あとは借入金で賄うということにもなりますので、できまし

たら、財政担当課長としてご審議いただき、これは誠に僭越でございますけれども、

ご承認いただければというふうに考えておりますので、よろしくお願い申し上げま

す。 

すみません。時間をいただきました。 
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○議長（田上更生君） 町長 草村大成君。 

○町長（草村大成君） 今、総務課長のほうから、財政担当の課長ということで補足説

明を文教厚生委員長に言っていただきましたが、私のほうからも、まずは後藤議員

が言われるのがごもっともではないかなというふうに思います。 

そういう中でですね、実は林野庁のほうにこれは外されてた予算を復活したわけ

です、今年１年限定で。この要望に関しても、熊本県の与党が県産材使用という名

目のもとですね、すごく強い要望を国のほうに行った結果が、国のほうも林野庁も

考えていただいたのではないかというふうに思っております。 

また、去年から議場の場で私が弾込め、頭出しという言葉をよく使いますが、設

計と事業費、工事費ですね、先ほど言ったように、２番議員さんがおっしゃるのは、

本当に基本中の基本ではございますが、この概算の予算がどうしても組めないこと

には、採択というよりも、できない場合も出てくることもございます。また、この

弾込めと頭出しをした結果、通常では考えられないような事業費の事業をやれると

いう結果を、この緊急経済対策でしっかり議員の皆さんにお示ししたいというふう

に思っておりますので、どうかまたその節にはですね、これはしっかり私も説明を

しなければいけませんが、決まり次第、この経済対策の大きい事業に関しても説明

を申し上げたいというふうに思っております。説明不足に関しましては、私の責任

でございます。 

以上、補足説明とさせていただきます。 

○議長（田上更生君） はい。ありがとうございました。ただいまの件につきましては、

各常任委員会のほうにも付託してありますので、またそちらのほうでのご審議方、

ご協議方をお願いをしておきます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第３４ 休会の件について 

○議長（田上更生君） 日程第３４、休会の件についてを議題とします。 

お諮りします。 

３月８日から３月１３日までは休会としたいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、３月８日から３月１３日ま

では休会とすることに決定しました。 

なお、各委員会が開かれますので、よろしくお願いをいたしておきます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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○議長（田上更生君） 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

本日は、これで散会いたします。 

どうもお疲れでございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午後２時２０分 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月１４日（木） 

（第２日） 
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平成２５年第１回高森町議会定例会（第２号） 

 

平成２５年３月１４日 

午前１０時００分開議 

於    議    場 

１．議事日程 

 開議宣告 

 日程第１ 一般質問について 

 

議 席 氏 名 事    項 要    旨 

２ 番 後藤 三治 
一般質問のその後につい

て 

① ６月質問「人材の地産地消」 

② ９月質問「災害時の対応・夏

祭りへの助成」 

・協議検討の経緯 

・実施時期 

・予算化の有無 

５ 番 立山 広滋 

今後の地域連携 

① 九州新幹線開業に伴う横軸連

携をどう考えるのか 

② 現状の天草と阿蘇（高森）を

どういうふうに連携するのか 

③ 平成２５年度における具体的

取り組み 

災害復旧 

① 災害発生後からの原状の復旧

の段階 

② 今後の復旧がどのように進ん

でいくのか。その展望 

他の機関との交流人事 

① 昨年度から県との人事交流で

相互に職員派遣をしているが、

それを含めての今後の予定 



 

－72－

国の補正予算・当初予算

と本町の事業計画 

① 現状の取り組み（採択・不採

択を含む） 

② 国の予算に対して、町はどの

ような事業をもって活用して

いくのか 

９ 番 三森 義高 

観光の取り組みについて

① 桜を中心とした観光 

② 周辺設備の活用は 

③ 通称九十九曲り道路について 

阿蘇オーガニック・アグ

リセンターについて 

高森町営阿蘇オーガニック・ア

グリセンターの運営方法 

・組織について 

・原材料から販売まで 

１ 番 宇藤 康博 
健康スポーツ振興の考え

は 

① 各地でマラソン大会が開催さ

れているが、本町においての

開催の考えは 

② 全天候型陸上競技場があれば

町民のスポーツ向上や合宿等

誘致が可能となり大会も開催

できるが、競技場建設の考え

は 

③ 町民グラウンドや町民体育館

等の利用状況や利用料金は適

正なのか 

④ 最近パークゴルフが盛んにな

り、パークゴルフ場があれば

町民の健康スポーツ振興に役

立てると考えるが、パークゴ

ルフ場建設の考えは 

⑤ 高スポの今後の支援について

の考えは 
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３ 番 興梠 壽一 農業振興方策 

① ＴＰＰ交渉参加により、将来、

農業への影響は避けられない

と思われる。「稼げる農業」「攻

めの農業政策」の具体策を早

急に確立する必要があると思

われる対応策は。 

② 人・農地プラン作成状況及び

高森町が目指す農業とは。ま

た、畑作農家への対応につい

て。 

③ 農業人口減少及び高齢化対策

について。 

・農家戸数と農業人口の現状

は。（１０年後のシミュレー

ション） 

・農業再生に向けた若い専業

農家の育成、確保、支援等

の具体策について 

・Ｕターン、Ｉターンなどの

新規就農者の確保、育成に

ついて 

・防災、農業人口減少対策と

して、空き家の利用につい

て 

④ 耕作放棄地の解消、遊休農地

への活用について 

・現在の耕作放棄地の面積、

また基本計画でも解消を揚

げているが、解消実績と具

体策について 

⑤ 有害鳥獣対策について 

・新年度の駆除強化対策、予

算について 

・大型箱罠の効果、実績につ

いて、今後の増設の考えは 
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３ 番 興梠 壽一 

農業振興方策 

⑥ 熊本県は、赤色の農畜産物の

ブランド化に力を入れている

が、その一つである赤牛の高

森町独自での支援策について 

・農家の高齢化に伴う草原等

の維持管理について 

立野ダム本体工事着工に

伴う影響 

① 阿蘇の玄関口の立野ダム建設

において、観光立町を第一の

政策とされている町長の考え、

高森町への影響について 

② 立野ダムが完成すると南阿蘇

鉄道の鉄橋が一部浸水すると

されています。観光客、利用

者等への影響、対応策につい

て 

③ 今後、町民への情報公開が必

要と思われるが対応について 

 

２．出席議員は次のとおりである。（１０名） 

１ 番  宇 藤 康 博 君        ２ 番  後 藤 三 治 君 

３ 番  興 梠 壽 一 君        ４ 番  芹 口 誓 彰 君 

５ 番  立 山 広 滋 君        ６ 番  森 田   勝 君 

７ 番  田 上 更 生 君        ８ 番  甲 斐 正 一 君 

９ 番  三 森 義 高 君       １０ 番  後 藤 英 範 君 

 

３．欠席議員は次のとおりである。（０名） 

 

４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（２０名） 

町    長  草 村 大 成 君   教 育 長  佐 藤 増 夫 君 

総 務 課 長  村 上 源 喜 君   政策推進課長  甲 斐 敏 文 君 

健康推進課長  岩 下 公 治 君   住民福祉課長  古 澤 建 生 君 

税 務 課 長  色 見 継 治 君   農林政策課長  佐 藤 武 文 君 

建 設 課 長  廣 木 富 八 君   会 計 課 長  橋 本 和 則 君 
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教育委員会事務局長  後 藤 正 三 君   政策推進課審議員  服 部 信一郎 君 

建設課審議員  岩 田 秋 広 君   総務課長補佐  東   幸 祐 君 

健康推進課長補佐  阿 部 恭 二 君   住民福祉課長補佐  佐 藤 幸 一 君 

農林政策課長補佐  後 藤 健 一 君   教育委員会事務局次長  沼 田 勝 之 君 

監査事務局長  安 方   含 君   総務課財政係長  岩 下   徹 君 

 

５．本会議に職務のため出席した者の職氏名（２名） 

議会事務局長  古 庄 良 一 君   議会事務局庶務係長  松 本 満 夫 君 
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開議 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（田上更生君） おはようございます。これから、本日の会議を開きます。 

税務課長補佐、工藤英二君からは税務申告業務のため、欠席届があっております

ので報告しておきます。 

お諮りします。お手元に配付してあります日程に従って議事を進めたいと思いま

す。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。それでは、日程にしたがって議事を進め

ます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 一般質問 

○議長（田上更生君） 日程第１、一般質問を行います。 

順番に発言を許します。２番 後藤三治君。 

○２番（後藤三治君） おはようございます。２番 後藤です。 

皆さんもよくご存じのように、１万八千人以上の死者、行方不明者を出した東日

本大震災から１１日で２年が経ち、発生時刻の午後２時４６分には列島各地で多く

の人々が鎮魂の祈りを捧げた。さらに課題が山積して復興のあゆみは遅く、原発事

故も収束していない中、遺族からは子供たちの歓声がこだまするふるさと再生再興

のために努力していく、力強く誓われました。と報じられておりました。本町のお

いても昨年７月１２日豪雨による大災害に見舞われ、作付け時期を迎える農家にと

ってはその復興復旧を待ち望んでおられると思っているところであります。 

さて今回の一般質問は昨年のこの時期の質問と同じように私がこの一年間に行っ

た質問に対し、町はどのように受け止めどのような対策を講じてこられたのかを検

証するため、あの質問はどうなったと題し質問させていただきます。 

まず６月の一般質問では人材の地産地消と題し質問しました。このことは町に生

まれた子供たちに支援や助成を行い、その子供たちが成長した後は町に就職し町の

ために働いていただく。まさしく地産地消ではないかと思ったからです。合わせて

町長は就任以来これまでの道路予算から子供教育予算へすなわちハードからソフト

事業へ転換されたことについて町長の考えをお聞きしましたところ、私が思うには

大事なことはやはり人であり、この人づくりをやるために行政は計画的な仕組みを

つくらなければならない。またその仕組みづくりに対してお金を惜しんではいけな
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い。さらにハードからソフトへ、ソフトが大事なんだということを言ってきたが、

高森町自体がその人づくり自体が出来てなかったかと言えば先人の皆さまの努力に

よりできている部分とできていない部分があったと思うと述べられました。まった

く私も同感であります。 

そこで初めの質問は現在もそのような考えでおられるのかお伺いいたします。 

○議長（田上更生君） 町長 草村大成君。 

○町長（草村大成君） おはようございます。また傍聴者の皆さまおはようございます。 

２番議員のまず一般質問の一つ目の質問でございますが、その前に今日は定例会

の一般質問に町民の皆さまも多数お越しいただきましてありがとうございます。 

私ごとになりますが実はちょっと体調があまり思わしくなく熱の方が３８度以上

現状ある状況でございますが、言葉に間違いがないことをしっかり確認しながらご

答弁を今日はさせていただきたいというふうに思います。 

まず人づくりの考えに変わりはないか。２番議員が私も同感ですと言うことを言

われました。要は高森町が今まで人づくりができていたかできてないかということ

を言いますとできている部分もあるができてない部分が多かったのではないかとい

うことを去年の議会で私は答弁をいたしました。議員さんも私も同感だとおっしゃ

ったようにやはり特に２番議員は行政の職員として長くやられてきております。そ

ういう中でできてなかった部分ということに関しましてはご自身も非常に分かられ

ている、理解されている、だからこそやらなければいけない。私も今現時点議員に

お答えしたように人づくりは町づくり、町をつくるためには人づくりができてなけ

ればできないという思いにはまったく変わりがなく不変のものであるというふうに

思っております。やはりこの教育、特に民主党がコンクリートから人へと言いまし

たが、私の場合はそれをすべて否定するわけではなくとにかく人づくりがこの自治

体をつくる基礎なのだという思いにはまったく変わりがないことを答弁とさせてい

ただきます。以上です。 

○議長（田上更生君） ２番 後藤三治君。 

○２番（後藤三治君） 自席から質問させていただきます。 

ただいま町長の変わらぬ気持ちをお聞きし安心いたしました。 

次にここまでの支援助成として本年度から高森町新教育プランがスタートいたし

ましたが、教育委員会としてはまだ短い時間ではありますが子供たちや保護者、そ

して地域住民が本事業をどう認識し、どう捉えておられるのかお伺いいたします。 

○議長（田上更生君） 教育長 佐藤増夫君。 
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○教育長（佐藤増夫君） おはようございます。２番議員の質問にお答えいたします。 

高森町新教育プランは高森町草村町長の政策として打ち出していただきました。

また高森町議会のご理解とご支援を受けて推進できております。これが大変大きな

力となっています。 

プランの周知につきましては教育委員会、学校の説明に加え、今般高森、広報高

森、高森町ホームページ、マスコミ報道そして文部科学省の文部科学広報にも取り

上げていただき、また教育情報誌等でも取り上げていただき、町内はもとより県内

外、全国へと発信しています。町民の方々の高森の教育に対する関心と期待が確実

に増してきていると捉えています。 

新教育プランで現在一番動いておりますのは教育環境の整備であります。中でも

ＩＣＴ環境の整備は先行的な電子黒板の導入により３月の高森広報また熊日新聞で

取り上げていただきましたように企業等の支援も加わりわずか一年足らずに一躍全

国的なレベルに高まってまいりました。高森町のＩＣＴ環境は国、県、企業等の支

援により今後一層加速するものと思っています。現在高森町教育研究会ＩＣＴ部会

を中心に各学校での活用の取り組みが進んでおり、児童、生徒、教職員からも大変

好評を受けています。保護者、町民の方々からも支持を得てきているという現状で

ございます。また社会科副読本「私たちの高森町」はこの２１日に完成いたします。

学校はもとより町民の方にも配布できるようにということで現在準備をしていると

ころでございます。 

重点施策としてもコミニティースクールの導入は４月から文部科学省の委託事業

の２年目に入り現在地域住民の方を交えその準備を進めているところでございます

が、教育委員会としましては１２月を目途に町内４校すべてコミニティースクール

の指定を行う予定であります。 

また小中一貫教育ふるさと教育につきましては、昨年１２月１８日付けで文部科

学大臣から高森町が申請しておりました教育課程特例校の認定を受けましたのでこ

の４月から高森町独自の小学校からの英語教育、そして小中一貫の高森ふるさと学

をスタートする予定でございます。今後中長期的に一つ一つを精査し、高森で教育

を受けてよかったと実感できる教育の実現へと鋭意進めてまいりたいと考えていま

す。今後共ご理解とご支援をよろしくお願いいたします。 

○議長（田上更生君） ２番 後藤三治君。 

○２番（後藤三治君） どうも、ありがとうございました。 

今、教育長の方から少し言われましたが、平成２５年度当初予算には各小学校に
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わくわくイングリッシュの創設や各小中学校に高森ふるさと学、さらに高森の歴史、

自然、伝統、文化を郷土資料とした副読本「高森のこころ」が作成され学校の道徳

の事業で活用されることとなっており、子供たちの成長が今から楽しみでもありま

す。 

次にこうして成長した子供たちがその後高校、大学あるいは専門学校等を卒業し

本町にどれだけ就職しているのかについて質問いたしましたところ、町が誘致した

企業には全体の３割弱、企業外の量販店等では７割から８割となっているとのこと

でありました。私の考えとしては誘致企業でありますので、最低でも５割以上は地

元雇用をしていただきたい。その意味から企業等への地元雇用を強く要望する必要

があると思いますが、町の考えをお伺いいたします。 

○議長（田上更生君） 政策推進課長 甲斐敏文君。 

○政策推進課長（甲斐敏文君） おはようございます。 

２番、後藤議員の質問にお答えいたします。 

企業等への地元雇用を強く要望する必要があるということですけど、平成２４年

の６月議会におきまして、後藤議員の方から質問があった時点で、誘致企業４企業

の高森出身者の率を３割弱ということでお答えしたと思いますけど、現在改めて３

月に調べてまいりました。４企業の合計で従業員数が現在１８３名です。本町出身

者が６７名ということで雇用率としましては３６.６％ということで、若干伸びて

いるような状況であります。誘致企業はご存じのとおり自動車関連の業種が多くて、

本社からの異動とか、関連企業からの採用とかが多くて一概に地元出身者の採用に

は厳しいところがあるというふうに考えております。また就職される際は本人の考

えもあります。高森ではなくて都会などに就職したいなどそういうふうな考えもあ

りますのでそのへんも大事にしていきたいというふうに思っております。従って誘

致企業には企業の事情を考慮しながら地元出身者を積極的に雇用していただくよう

こちらから要望していきたいというふうに考えております。以上です。 

○議長（田上更生君） 町長 草村大成君。 

○町長（草村大成君） ２番議員のご質問にお答えをします。 

今、甲斐課長がおっしゃったとおりでございますが若干数字が伸びているものの、

まずは私がこの誘致企業の部分に関しまして思いましたのは、この誘致企業を誘致

したのは２番議員一番ご存じだと思います、かなり前の年月ですがまず誘致をされ

たその時点で町がどういう今後の考え、制度設計というのを考えていたかというこ

とも反省しなければいけない部分はあるのではないかと思っております。ただその
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大前提としてやはり就職や進学に関しては本人の思いが一番ということでございま

すので、その本人の思いを高揚高くさせるためにはやはり小さい頃からの地元に対

しての愛着心の教育が一点と、それと今の時代に合う例えば誘致企業の環境をしっ

かり情報として高校に伝える、また中学校に伝えるということが私たちがやらなけ

ればいけないことではないかというふうに思っております。そういう中で熊本県雇

用環境整備協会が行っております、要は高校生が企業を訪問するということでござ

いますが、そのときの高森高校の生徒の感想は地元の企業は知っておったがこの中

が綺麗で整理整頓されて規律正しいものだとは思わなかったと、非常に笑顔で語っ

ていたということもご報告をさせていただきます。以上です。 

○議長（田上更生君） ２番 後藤三治君。 

○２番（後藤三治君） どうもありがとうございました。 

確かに厳しい面もあろうかと存じますが企業誘致も一つの目的と、この問題につ

いては継続的に要望をしていただきたいというふうに思っております。 

この質問の最後となりますが、高森町役場職員の採用状況について質問を行い、

その中で地元採用をお願いしたところでありますが、町長の答弁は地産地消の意味

は理解するものの、今、同じ時期この下の階においても他町村から就職して高森町

に今、一所懸命働いている職員もおりますので、私がこの職員が働いていないとか

言うのではなく、これは地元の話として捉えていただきたいと前置きされ、少子高

齢化また子供が少ないこの時代の中、特にこの地域の過疎化を考慮すれば、高森町

としてはこの地産地消ができる仕組みづくりをしっかり戦略として行うことが、人

材の地産地消に繋がるのではと答弁いただきました。さらに、本年度の平成２５年

度当初予算でも各役職ごとに職員研修も計画されており、他町村から採用された職

員、地元の職員の区別なく、共に高森町の職員としての取り組みを計画されておら

れます。このことは大いに評価するものであります。その上で一つ提案があります。

一日も早く高森町の職員となるように、予算で計画されている研修に加え、中学校

等で実施されている体験学習を職員研修にも取り入れ、農家や商店、企業等への一

定期間研修、さらには高齢化により中止されようとしている野焼き等の参加を行う

ことで、高森町の産業や暮らしを知るきっかけとなり、その後の役場窓口対応にも

活かされるのではと感じますが、そのような研修を行う計画はございませんか。よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（田上更生君） 総務課長 村上源喜君。 

○総務課長（村上源喜君） おはようございます。お答えします。 
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職員研修の件ですけれども、特にまず新規採用職員について申し上げますと、一

昨年まで休暇村南阿蘇、ショッピングセンターアスカ、温泉館等で接客業務研修を

実施しておりましたけれども、研修期間をそれぞれ一週間ということで短期間であ

りますので、雇用する側にとりましても中途半端になるということで、本年からは

新採用及び経験者、先ほど言われました役職ごとの幅広い職務の職員に渡って研修

を積むということにしております。そのための予算もご存じのように今回上げてい

るわけでございます。今後は先ほど議員がおっしゃいましたけれども、職員自らが

地域や住民の方をよりよく知ってもらうために提案されました農業体験、商店での

接客など地域に密着しました研修のあり方についても、取り組む前提条件がいろい

ろあろうかと思いますけれどもその面も含めてしっかり検討し将来の町を背負って

いく職員が育めるような研修に活かしていきたいと思っております。以上でござい

ます。 

○議長（田上更生君） 町長 草村大成君。 

○町長（草村大成君） ２番議員のご質問にお答えいたします。 

去年の議会のときに議員さんがおっしゃられた、やはり地元の人材もしっかり育

てなければいけない、地元も一緒であるということは私もそのとおりだと思ってお

ります。今、総務課長がお答えしましたように実は一昨年まで休暇村やアスカさん

や高森温泉館等で研修を行っておりましたが、私が町長に就任して以降それを中止

いたしました。私は民間の特に物売りが、非常に客接客が長かったものですのでそ

の時期、それと受けて側、要は休暇村さん側、アスカさん側が一週間ベースで人が

変わっていく研修を４週間やらなければいけないというのは大変有意義なこととは

企業はわかると思いますが、やはり利益も出していかなければならない部分がござ

いますので一番多忙な頃でございます。そういうときに一週間単位で派遣するのは

いかがなものか。これが１ヶ月で１ヶ所であるならば一つの仕事の流れを全部覚え

てしますので非常にいいことだなと思いましたが、一週間単位で設定されておりま

したので中止をさせていただきました。そのことを代わりとして接客マナーとして

今後研修制度を取り入れていきたいというふうに思っております。その研修制度は

やはりそれを徹底できる機関に会社にお願いをしてその接客やマナーを勉強させる

ということが一点。それと２番議員がおっしゃられました農業農家や商店への研修

というのはこれは非常に有意義なことだと思います。特にただ農家の方が多忙な時

期でございます。そういう中でいろいろ問題点も出るとは思いますが、前向きにこ

れは検討するべきではないかというふうに思っております。また野焼き等に関しま
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してはこれは阿蘇全体で野焼きボランティア、これは熊本県全体で取り組んでおり

ます。そういう制度もございますが、町独自といたしましてもやはりこれだけ地域

で必要というものが野焼きというのは認識されておりますので、そこに職員が行っ

て勉強することは非常にいいことだと思います。しかしやはり素人です。安心と自

分たちの身の危険をやはり火が大きく出るとこで素人が取ってはいけない行動等も

事前に勉強した上で参加するべきではないかというふうに思っておりますので、段

階的に検討させていただきたいというふうに思います。以上です。 

○議長（田上更生君） ２番 後藤三治君。 

○２番（後藤三治君） この人材の地産地消問題は一長一短にどうこうなるものではな

いと存じますが時間をかけて取り組んでいただきたいというふうに要望いたします。 

次の質問は９月に行いました災害時の対応と夏祭りへの助成について質問を行い

ました。その後どのような計画や取り組みを考えておられるかについて質問いたし

ます。 

まず災害時の対応について質問いたします。この質問の趣旨は昨年７月１２日に

本町の上色見地区を襲った九州北部豪雨災害後、熊日新聞に掲載された県内市町村

の防災体制での本町の自主防災組織率や食料備蓄の状況を元にいろいろと質問を行

ったところであり、特に災害時を想定した防災訓練の必要性をお願いしたところで

あります。当時町長の答弁は各施設に備品、機材等々の配置は終了した段階ではあ

るがその体制づくりができていないということは現実である。しかし本町が昨年３

月に作成した総合型防災ハザードマップにおいて災害時の要援護者にやさしい町づ

くりを掲げており、今後の訓練等に当然行うべき、そしてそれを目標に積み上げて

いかなければいけない、これはスピード感を持っていくと答弁されております。今

回の平成２５年度当初予算を拝見いたしますと答弁にあった防災に対する予算も随

所に計上され、町長の災害に対する意識の高さと、よく言われているスピード感が

感じられます。一例を挙げますとまず災害時要援護者避難訓練や自主防災組織育成

モデル事業、さらには避難所への風力太陽光発電街頭設置予算等が計上されており

ます。本日たくさんの方が傍聴されておられますが、町民の皆さまも興味のあるこ

とと思いますのでこれらの事業をどう行っていくのか説明をお願いいたします。 

○議長（田上更生君） 町長 草村大成君。 

○町長（草村大成君） ２番議員のご質問にお答えいたします。 

議員さんおっしゃるようにこの防災に関しての意識というのはもちろん私だけで

なくですね今どこの自治体の執行部も議員さんもまた地域の方も非常に意識が高ま
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っているのが現実である、事実であるというふうに思っております。９月の一般質

問の検討協議という形で捉えております。要援護者等の防災訓練につきましては関

係機関、これは社会福祉協議会、あとこの高森町の行政の住民福祉課、そして消防

団の皆さん、そしてまた広域消防等と連携して７月から１１月の間に実施したいと

いう考えで現時点ではおります。また自主防災組織の強化ということに関しまして

も先般熊日新聞で１面２面使って自主防災組織のことが大きくわかりやすくイラス

トで載っておりましたが、やはり駐在員会議の際にも前回も非常に要望をいたしま

した。説明をして要望をいたしました。またこれから以降もしっかり説明をしてお

願いをしていかなければいけないし、お願いをしているところでございます。今後

はモデル地域等をちゃんと指定をしてその地域による自主防災訓練を実施していき

たいというふうに考えております。 

もう一点、災害者の避難所の受入の部分のとこなんですが、先ほど議員さんおっ

しゃられましたように国の再生可能エネルギー等導入政策事業というものの採択を

受けましたので、この災害の避難所１５ヶ所に風力と太陽光発電等、ＬＥＤ等を設

置する予定でございます。以上でございます。 

○議長（田上更生君） ２番 後藤三治君。 

○２番（後藤三治君） よく言われるように、災害はいつどこで起こるか予測がつかな

い。一度災害に遭遇すれば災害の恐ろしさや被災の大きさはもとより何よりも尊い

人の命まで失うこととなります。特に今年の冬はまったくと言っていいように雪も

少なく、よく言われる年間の降水量は変わらないことからすると梅雨時期が心配で

なりません。防災訓練等実施する際には、事前に十分周知し町民総参加の訓練とな

るよう強く望みます。 

最後の質問となりますが平成２３年度に地域支え合い事業により将来の社会福祉

施設や役場に備蓄倉庫を始め発電機、車椅子、簡易ベッド等の備品が設置され文教

厚生常任委員会もその設置状況を確認したところでありますが、そのほとんどが施

設内の裏側であったり、施設から離れた場所での設置となっており町民には設置の

有無も確認できない状況であります。そのため誰にでもわかるような場所へ移設を

考えてはとお願い申し上げたところであります。その後この問題はどうなりました

でしょうか。よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（田上更生君） 住民福祉課長 古澤建生君。 

○住民福祉課長（古澤建生君） ２番議員の質問にお答えをいたします。 

備蓄倉庫の設置場所等につきましては始終ご意見を頂いたところでありますけれ
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ども、町と各施設間におきましては災害発生時における福祉避難所の設置運営に関

する協定で締結をいたしているところであります。これは要援護者等への避難援護

という観点から、福祉施設を福祉避難所として協力をしていただくという協定であ

ります。このことによりまして要援護者等につきましては、近くの福祉施設に素早

く避難することができるものでありまして、避難した際の受入等に簡易ベッドや車

椅子等の備品が使用できるということになります。備蓄倉庫並びに備品の設置につ

きましては、非常時における要援護者等の受け入れの際に利用する備品であること

を念頭におきまして、各施設等十分協議を申し上げたところでございます。この結

果設置場所につきましては各施設の判断に基づいて選定をされたものであります。

また設置場所につきましては無償で提供をいただいております。従いまして現在の

設置場所は各施設におきまして十分熟慮された上での設置場所というふうなことに

なっております。そのため現段階では現状維持をしていかなければならないという

ふうに判断をいたしております。また備蓄倉庫の表示につきましてはすべて完了い

たしているところであります。以上でございます。 

○議長（田上更生君） ２番 後藤三治君。 

○２番（後藤三治君） ただいま答弁いただきましたけれども、施設の方に無償で場所

を提供していただいている観点から現在の場所というふうになっているということ

でございますが、やはり私たち高森町は昨年大きな災害を受けた町として、そうい

った機材を設置したならばですね、その災害に対してこういう認識を持っているん

だと、町民に、あるいは町民外の方にも広く高森町は災害のことを考えている町だ

ということもひとつ知らせることが大切ではないかなと。また町民の皆さまにはそ

ういった場所にそういったものがあるということをいつでも見れる場所に設置して

いただくということが先ほど言った啓発にも繋がると私は考えますが町長の考えは

いかがでしょうか。よろしくお願いします。 

○議長（田上更生君） 町長 草村大成君。自席からお願いします。 

○町長（草村大成君） 自席の方から失礼いたします。 

まず備蓄倉庫や備品の設置場所等の状況につきましては私も知っております。ま

ずここで一点確認したいことがございます。この地域支え合い事業というものの中

身は、要は備蓄倉庫という観点ではなくてそれを運用する側、要は要援護者を迎え

入れる側が一番使いやすく援護できるとこに配置するということがこの地域支え合

い事業のその決まりでございます。ただその前段でやはり高森町といたしまして、

議員ご存じだと思いますがだいたい４５０万円の補助でこれは１０分の１０、１０
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０％でございますが、高森町は熊本県の中でもこれを２口、要は９００万円分県に

要望して県にそれを認めていただいたということであります。その部分は、私は非

常にほかの自治体よりも意識が高かったものなのかと思っております。やはり迎え

入れる側の方がいかに使いやすいかそして瞬時に行動できるかということが一番の

目的でございます。しかしながらやはり２番議員がおっしゃるとおり目に見えるこ

の大事さというものは住民の皆さんの安心につながりますので、これから以降また

再度機会を設けてその施設の方ともお話もさせていただきたいというふうに思って

おりますが、元々のこの地域支え合い事業の要綱自体がその受ける側がいかに使い

やすく瞬時に動けるかということが基本になっておりますので、そのところもご了

承してご理解していただき、またその上で見える形として議員が言われることはご

もっともだと思いますので協議を重ねていきたいというふうに思っております。以

上です。 

○議長（田上更生君） ２番 後藤三治君。 

○２番（後藤三治君） 今後、社会福祉施設との協議等も必要だろうと思いますけれど

も、やはりできるだけ災害というものは身近にいつ来るかわかりませんのでそうい

う意味からも近くにそういうものがあれば活用ができるのではないかと思いますの

で、検討の方よろしくお願いしたいと思います。 

次に夏祭りへの助成について質問いたします。この質問の趣旨は高森町には夏の

風物詩である風鎮祭に加え、近年各地域で旧中学校を単位とした手作りの夏祭りが

開催されており、地域の活性化はもとより、要援護者対策としても地域の皆さまに

喜ばれている祭りで、特にふるさとを離れている方々にとっては家族を連れて生ま

れたふるさとに帰り、祭りに参加することを何よりも楽しみにされている祭りでも

あります。そんな祭りも、街部に比べ山東部の少子高齢化率は急激なものがあり、

祭りを主催されます方々にとっては企画運営等においても苦慮されておられます。

さらに資金集めも祭りを始めた当初に比べ、年々苦労されているという状況から、

何らかの助成をとの質問を行ったところであります。町長は、本当に地域で興した

私は非常に立派な形造りができた祭りだと思っている。またその他の地域の地区の

祭りと一緒にやれるような期待感、やり方もあるのではないかと思っている。例え

ば夏祭りウィークとか、この一定期間どこでも祭りが行われているそういった状況

に対して町は全体的に補助を出す。それがお金なのか何なのかそれは今から議論の

余地があると答弁されました。そのようなことから期待感を持って平成２５年度当

初予算を見ますと地域コミュニティー活動推進事業補助金として予算計上いただき
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ました。先の委員会において各地域で開催される祭りも該当するとの話でありまし

たが再度詳しい説明をお願いしたいと思います。 

○議長（田上更生君） 政策推進課長 甲斐敏文君。 

○政策推進課長（甲斐敏文君） 自席から失礼いたします。 

２番、後藤議員の質問に対してお答えいたします。 

後藤議員の質問の要旨の中に順番が協議検討の経緯、実施時期、予算化の有無と

いうふうにありますのでそれに沿ってお答えしていきたいと思います。 

まず協議検討の経緯ですけど今までの助成金について検討してまいりました。今

までの助成金につきましては、各イベントに分散的に助成しておりましたので、ま

ず十分なる効果が発揮できないし、また助成金の金額だけが膨らむというような状

況でありました。それと今までの助成の仕方では助成金が何にどのように使われて

いるのか、把握できない部分もあったということで、極端な話をすれば飲み会に使

われていたというようなこともあったんじゃないかというふうに捉えております。

今後はこの要綱か規則になるかわかりませんけど、定めていきたいというふうに思

っておりますが、各イベント等の実施に必要な物的経費、つまり宣伝広告とか印刷

とかも含みますけどそれに対してその一部を補助するようなことを考えております。

対象につきましてはイベントだけではなくてですね、地域の自主的活動や共助的活

動、これにも範囲を広げたいと思っておりますし、そのために事業名を今回予算計

上おりますけどコミュニティー活動推進事業というふうな名前にしております。助

成金額としましては今のところ上限を５万円、実費助成の考えから助成率、例えば

２分の１とか３分の１とかいう考えは持っておりません。ただ上限だけは５万円と

いうふうに決めたいというふう思っております。 

それと実施時期ですけども、これは今回予算が通過いたしましたらすぐに要綱な

り規則なりで整備したいというふうに思っております。 

予算化の有無につきましては先ほども議員の方からも言われましたように観光費

の負担金補助及び交付金で５万円の２０地域ということで１００万円を計上してい

る次第であります。以上です。 

○議長（田上更生君） ２番 後藤三治君。 

○２番（後藤三治君） どうもありがとうございました。 

今回の平成２５年度当初予算を拝見いたしますと、私が質問した事項を始め、多

くの新規事業が計上され新しい高森町の創世と、それに伴うスピード感も大いに感

じられます。私たち議員も町民の一人としていろいろな事業への参加はもちろんの
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こと、また新たな提案を行っていきたいと考えております。 

本日はありがとうございました。これで質問を終わります。 

○議長（田上更生君） ２番 後藤三治君の質問を終わります。 

５番 立山広滋君。 

○５番（立山広滋君） おはようございます。５番 立山です。 

本日の質問事項は、１今後の地域連携、２災害復旧、３他機関との職員交流、４

国の補正予算・当初予算と本町の事業計画の４点について質問します。 

まずは１の今後の地域連携についてですが、当初予算を見ると天草地域との横軸

での連携事業が計上されていますし、予算概要書の商工費関係の２で述べてありま

す九州新幹線からの横軸ルートとして豊かな臨海地域資源を有するなど地域の特性

が極端に異なる天草地域との連動、交流を行うことにより両地域の観光地としての

魅力アップを図りますとの文言ですが、どういったことでこの予算を計上されたの

かお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（田上更生君） 町長 草村大成君。 

○町長（草村大成君） ５番議員のご質問にお答えします。 

天草地域等との横軸の連携についてなぜ予算計上したのかということだというふ

うに思っております。まず議員ご存じだと思いますが熊本県知事の蒲島知事２期目

の政策にも明確にうたわれているわけでございます。その例として中九州横断道路、

阿蘇市側のこの整備、要は基盤の整備を早急にやらなければいけないというのを知

事は言われております。また要は九州新幹線が鹿児島から開通いたしましてそれと

同時に横軸の構築が必要であるというふうに言われております。しかしながら、現

実に天草や牛深もちろん県南地域を含めまして、県北の特に阿蘇と天草というのは

これだけネームバリューがビックな割には、中々実際の行政間の交流もない。民間

レベルの交流はありますがそれを行政がしっかりバックアップするという形ができ

てないのが現状ではないかというふうに思っております。そのような中で昨年より

実は高森町飲食店組合の皆さまが交流センターで、牛深や天草の組合の方と民間レ

ベルで要は住民レベルで一緒にイベントをなされております。これは交互で出され

ているわけであります。高森町の方が天草、牛深に行く。牛深、天草の方が高森に

こられてこのイベントを一緒に開催するという趣旨であります。私は非常に素晴ら

しいなと、これ横軸の連携というのは誰しもが言っていることですが、これが民間

からスタートすることこれが一番の良いこと、ベストなことでそれをいかにして行

政がバックアップしていかなければいけないかというふうに思いましたので、やは
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りここに行政が加わることによってさらにスピード感と幅が生まれるということで

議会の皆さまにご理解をいただきたく予算計上をさせていただきました。以上です。 

○議長（田上更生君） ５番 立山広滋君。 

○５番（立山広滋君） 自席から失礼いたします。 

確かに新幹線開業以前から横軸連携といったことを耳にしていましたし、私も十

分承知しております。そこで聞きたいのは天草地域の現状と、それを阿蘇とどうい

った形で連携するかということであります。答弁願います。 

○議長（田上更生君） 町長 草村大成君。 

○町長（草村大成君） 自席から失礼いたします。 

天草の現状ということでございますが、これは新聞やインターネット等々をとお

しまして皆さんも議員も見られていると思います。大きなフェスタもございますし、

この旅のガイドこれ非常に有名でございます。そういうものすなわちそれというの

は天草地方の県南地方の地域の資源を利用した形で訴えられているのがいまの天草

の現状ではないかというふうに思っております。それを、ではどういった形で連携

するのかということでございます。これは県も取り組んでおりますがなかなか距離

も離れております。そういう中でまた地域間の特性もあると思いますので非常にこ

れは難しい問題ではございますがその地域のお互いの阿蘇と天草の特性があるから

こそこれがもし一体化になった場合には非常に他に類を見ない形ができるものでは

ないかなというふうに思っております。特に観光立町、要は観光として高森町もや

っていくんだということをうたっております私といたしましては、まずは行政レベ

ルでの横軸の連携に取り組んでいかなければいけない。それがまずやる連携ではな

いかというふうに思っております。以上です。 

○議長（田上更生君） ５番 立山広滋君。 

○５番（立山広滋君） 町長の考えはわかりましたけれどもそれでは具体的に平成２５

年度においてはどのような活動をしようとしているのか聞かせて下さい。 

○議長（田上更生君） 町長 草村大成君。 

○町長（草村大成君） では平成２５年の活動と言いますと先ほどから申し上げますよ

うに行政レベル、まずは私自身が天草県南地方の方に出かけていって地域の特性を

活かされたイベントやお祭りもしくは活動をなされておりますので、そういう場に

私自身が行きましてできれば相手の自治体の市町村長さんとしっかりお話をしてい

きたいというふうに思っております。その中でできることは情報の共有をやりまし

ょうよということをこちらの方から持ちかけていきたい。これは非常に時間のかか
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ることだと思いますが、まず一歩、このスタートが非常に大事だというふうに思っ

ておりますのでこの一歩のスタートは高森町から起こしたいというふうに考えてお

ります。以上です。 

○議長（田上更生君） ５番 立山広滋君。 

○５番（立山広滋君） 天草地域との横軸連携についてということで質問させていただ

きましたが確かに縦軸は新幹線鹿児島ルートという大動脈の開通によって人、物、

金、そして情報といったものの動きが活発になったと思います。次の質問に移らせ

ていただきます。 

つぎは災害復旧について質問いたします。 

昨年７月１２日に発生しました九州北部豪雨災害により本町も多大な被害を受け

たことは皆さまご存じのとおりでございます。また本年も６月から大雨が予想され

るわけであります。そこでお伺いします。まずは災害後、砂防、治山、林道、河川

などの災害復旧がどの段階まできているのかお答え下さい。 

○議長（田上更生君） 建設課長 廣木富八君。 

○建設課長（廣木富八君） おはようございます。 

昨年７月１２日発生の九州北部豪雨によります災害発生から現在までの復旧状況

について建設課が担当しております公共土木災害工事の発注状況としましては、昨

年１２月初旬にすべての査定が終わり、応急工事で行いました中原橋の流木撤去以

外の工事は昨年１２月２０日農災１３件、林災３件を入札発注。１月１８日道路２

１件、河川８件入札発注。２月１４日道路１件、２月２８日河川１件、林災２件を

入札発注しております。総額としましては道路災６,５６０万５,０５０円、河川災

６,０８９万９,８５０円、農災７,０５４万７,４００円、林災２,２６５万１３４

円、総額２億１,９７０万２,４３４円となっております。老良原橋災害復旧工事に

つきましては、現在まだ積み上げ段階にあること、また単独工事との合併施工であ

るため国の承認を得るのにかなりの日数を要することから、過年災平成２５年度工

事といたしました。現在の工事状況ですが農災につきましては順次完了しておりま

すが、道路、河川災につきましては材料不足等で遅れているのが現状でありまして、

年度内竣工を各業者にお願いしているところでございます。また発注した工事の中

で適正工期不足等がある工事につきましては繰越の手続きを準備している段階です。

以上が現段階の現状でございます。 

○議長（田上更生君） ５番 立山広滋君。 

○５番（立山広滋君） 先ほども申し上げましたけれども６月から大雨が予想されるわ
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けであります。根子岳を見上げていますと、このままでは今年の梅雨その後の台風

シーズンと本当に心配なことばかりであります。このような中で今後の復旧の展望

についてお答えいただきたいと思います。 

○議長（田上更生君） 建設課長 廣木富八君。 

○建設課長（廣木富八君） 自席からお答え申し上げます。 

高森町関係については、平成２５年度から３年間に渡り工事を行います砂防激特

の指定に向けて努力を重ねており、今後も要望活動を強化するところですし、治山

堰堤、河川の堆積土の撤去工事も熊本県が順次発注しております。また災害発生時

点では公共土木災害復旧に全力を尽くしておりましたが、途中災害が発生したこと

によりまして路面が極端に傷んだ道路、例えば色見環状線は通称広域農道が不通に

なり主要道路として頻繁に利用されたことにより路盤が悪化、また町道永野原・河

原線にいたりましては、国道５７号線滝室坂の通行止めにより数箇月に渡り迂回路

として大型車の通行で路盤が悪化したということで、再三熊本県に防災・災害復旧

対策として検討していただくよう強く要望しておりましたが、今回要望を続けてき

たことにより県との協議の中で経済対策の中の２４年度補正として約２億円の工事

を防災・災害復旧対策として要求できたところでございます。また地元から強く要

望があっております中原橋の架け替えについても経済対策の２４年度補正事業とな

るには非常に厳しい状況でございますが一日も早く安心して生活する環境を努めな

ければならないことが、平成２５年度で調査測量、平成２６年度で架け替えを検討

しており県の方に強くお願いを重ねております。事業採択になる可能性もあり年度

途中の予算計上もありえますのでよろしくお願いを申し上げます。いずれにしまし

ても今回の政権交代による経済対策については２４年度補正がゼロ査定に近い町村

もあることから草村町長が常日頃職員に問いかけられております平常時からの玉込

め、それと情報の早期の収集力の強化の大切さを今回身に染みて感じましたし、国

の省、県の考え方等も今回建設課職員一同非常に勉強になったところです。災害復

旧についてはまだ終わったわけではございません。今後の住民からの要望は予測さ

れますし、町としても検証を続けてならなければならないと考えております。議員

各位のご理解をよろしくお願い申し上げます。 

○議長（田上更生君） ５番 立山広滋君。 

○５番（立山広滋君） とにかく住民の皆さまの安全安心が大事であります。それと町

長にはそれにふさわしい権限と責任が与えられております。一日も早い復旧が復興

となりますよう努力していただきたいと思います。次の質問は先の１２月の定例会
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時にしたものと重複しますけれども月日が経過しましたので現況を答弁していただ

きたいと思います。 

町長は政策説明会等の機会を捉え、現在の職員の年齢構成のいびつさを話されて

おりました。そのおり、将来のことを考えると人材の育成が重要であるとの認識を

お持ちのように感じましたが、それを基にした今後の予定についてお伺いします。 

○議長（田上更生君） 町長 草村大成君。 

○町長（草村大成君） ５番議員のご質問にお答えします。 

要はこの高森町の住民の皆さんにサービスを提供するこの役場の職員の年齢の世

代別が非常にいびつであるということを再三、政策説明会数十ヶ所、またいろんな

ところで述べてまいりました。普通の民間の会社で言うと一番働き盛りである４０

代の職員が極端にいなく、５０代後半のやがて職をまっとうされ退職される世代の

方が数十名いらっしゃる。一気に辞められた後には間がドンと空いて経験がない若

い３０代２０代の職員が突然係長や課長補佐にならなければいけないのが非常に問

題だということをずっと言ってきたわけでございます。それをやはり少しでも変え

なければいけないと思いまして熊本県との交流というものを始めさせていただきま

した。これはですね過去高森町は一年間こちらから勉強に行かせることはやられて

おりましたが、大変難しいものは熊本県の方も職員数を減らしておりますので、こ

ちらの職員を二年派遣して、県の職員を二年こちらにきていただくということが非

常に簡単にはできないような状況、環境に熊本県もなっているわけでございます。

そういう中に県との人事交流に着手したところでございますが、本町からは県の市

町村財政課の方に二子石誠君を派遣いたしまして、県庁からは今日議場にきており

ます将来の県庁のエースクラスになられると私は思っております服部審議員を派遣

していただいております。またそれから以降、今年の３月６日付けに決定通知がま

いりました。熊本県からはたぶん前例がないだろうと、前代未聞ではないかという

ことも聞いておりますが、町村に二年連続県からきていただく。こちらから二年連

続派遣をする。要は服部審議員とダブル形でこられるということは市のレベルだっ

たらもちろんございますが、町村レベルではちょっと異例であるということでござ

いますが、県にお願いをいたしまして決定をいたしました。高森町からは今後の高

森町の観光戦略を見据え、熊本県の観光課の方に派遣をするということです。そし

てまた、一方県の方から今度きていただける職員の方は健康福祉の充実の基礎づく

り、また保健師さん等の活動、指導等々の助言をいただきたいということを熊本県

の方に相当無理を申し上げまして健康推進課へ派遣をしていただくことが決定をい
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たしました。 

さらにもう一点大変嬉しいことでございますが、先週内定をいただきました。霞

ヶ関の農林水産省、本省との人事交流を実は進めていたわけでございますが、これ

が決定をいたしました。中々これも前例がないことでございます。全国で３つしか

枠がない中に高森町が採択を受けました。そして高森町の職員が農林水産省のキャ

リア、官僚ですね、国家公務員上級職の方と一緒の箇所に行きます。そして農林水

産省本省の官僚の方が高森町に２年間来ていただく交流を決定させていただきまし

た。大変いろいろと周りの方にご尽力またご協力をいただき、どうしてもこの人事

交流をやっていかなければ将来のこの南阿蘇の中心となっている高森町の繁栄はな

いという私の考えのもと、人と人のパイプづくりをお願いをして実現したわけでご

ざいます。これはたぶん私の任期中には答えが出ない、結果が出るかどうかわかり

ません。人づくりと同じでございます。先ほど２番議員がおっしゃられた人づくり

と一緒でございます。やはりこの交流をしっかり続けていくことによって無駄な政

治力や無駄な力、無駄なことをやらなくてもいい。本当に公務員の行政職間同士で

しっかり話ができる、そういう人脈づくりが高森町と県、高森町と国、特に農業が

基盤産業である当町においてこの農林水産省との霞ヶ関との直接の交流ということ

に関しては大変意義があることだというふうに思っております。また残り私の２年

の任期中にも、できるだけ積極的にこの交流ということを取り組んでまいりたいと

いうことも申し上げさせていただきたいと言うふうに思います。以上です。 

○議長（田上更生君） ５番 立山広滋君。 

○５番（立山広滋君） 今、町長の答弁を聞いていますと、町長はいつもおっしゃって

いますけれども答弁の中にありました、私が任期中は答えが出ないだろうというこ

とで将来の高森町のために、ひいては人づくりは町づくり、町づくりは人づくりの

精神に則って、思う存分実力を発揮していただきたいと思います。続きまして次の

質問に入ります。 

昨年末、民主党から自民党へ政権が移行しコンクリートから人へという姿勢から

国土の強靭化へと大きく変わりました。特に緊急経済対策として大型の補正予算が

組まれ、去る２月２６日に成立しましたが、それに対する取り組みの現状を聞かせ

て下さい。 

○議長（田上更生君） 町長 草村大成君。 

○町長（草村大成君） ５番議員のご質問にお答えいたします。 

傍聴者の方もご存じと思いますが、安倍政権、自由民主党が政権与党となり緊急
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的な経済対策。これは東北の震災も含めまして阿蘇の九州北部豪雨災害も含めまし

てこの災害の対策、防災の強化という部分がメインの柱となっての緊急経済対策で

ございます。２５年の１月２５日に閣議決定がなされました。２月２６日に成立し

たということはご承知であると思っております。また予算規模としては１３兆１,

０００億円というものでございます。これは大変大きな規模でございます。またこ

の２月２６日に成立後、まだ国の方から降りてきていない部分もたくさんございま

すので中々この取り組み状況の現状ということに関してはしっかり決定いただかな

いと言えない部分というのもございますので、そこの部分に関しましてはご理解し

ていただきたいと思います。ただ内示をいただいている、内内示をいただいている、

これも文章が届いている分と口頭の分がございます。その分で例えば文章の一部を

ご紹介しますと内示から申請までが数日間と予想されるということが書いてありま

す。特に今回は平成２１年の経済対策、現職２期目以上の皆さんはご存じだと思い

ますが、きめ細やかな交付金とかありました。あのときよりもさらに申請期間が短

くなっている。要はタイトなスケジュールになっているということでございます。

とにかく概算でもいいから予算を計りなさい。でなければ採択にはならない、決定

は出ませんということでございます。その中でご理解をいただいて積極的に打ち出

していかなければいけないというふうに思っております。その中で先ほど廣木建設

課長がおっしゃられましたように、私が普段から言っている玉込め、準備をやって

おかないと実際市町村で相当差が出てきますよとこの意味を今回は職員でも理解を

した課があるということは非常に良かったのかなというふうに思っております。ち

なみに現時点である程度わかっている部分のご説明を実はパネルをつくってきまし

たが、これが例えば緊急経済対策の予算でこれは事業費ではありません。補助金ベ

ースです。要は計画名が長寿安心熊本の実現に向けた社会づくりの推進事業ですね。

これは災害復旧や防災等々もありますが、先ほど廣木建設課長が言われました自治

体との差が出ると。玉込めができているとことできてないとこの差は顕著に出てお

ります。例えば南阿蘇村、八代市レベルでもできてないところとできているところ

がはっきりわかります。その中で高森町はかなり頑張っております。これはある程

度決まっている数字でございますが、嘉島町や菊池、あと合志が抜けております。

また天草は大変抜けております。阿蘇市がなぜ少ないかと申しますとこれは激特事

業で道路や色んなこともやらなければいけないということでございますが、高森町

としては大変大きな効果が出ているのではないかというふうに思っております。こ

れだけではなく詳しい資料等は今後順次お伝えしたいと思っております。ただこの
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頭出しの今の現状と言いますと議員がよく理解されていると思いますが光ファイバ

ー整備事業、私が就任後なぜこれをやってなかったのかがわからないと、これは大

変重大なことだと言いましたが、実は平成２１年のときも同じだったのですこれと。

要は頭を出した、この事業をやりたいと。では補助は５割ですと、あと５割は単独

になるかもしれない、財政が許すかどうかわからない、どうしようどうしようとい

う間に期間が短いので手を下ろすわけです、やりませんと。それが平成２１年度の

光ファイバー事業で手を下ろしている状況でございます。そのときに私が言いまし

たのは今回特に建設課に言いましたのは頭出しを強くそして裏負担の部分、５割、

６割、７割補助を貰ってのこりの３割、４割、５割も裏負担を必ずこういう経済対

策のときは付けるわけです。その裏負担がどういう形で付くのか、これをいかにし

て情報を持ってくるのか、これが行政間の人脈と政治家としての力以外は何もない

というふうに思っております。その部分が国や県の窓口としっかり話ができてなか

ったのが以前だったのではないかと。今回はちゃんとこれが形として数字として出

てきますので事業はこれだけではございません。高森町はかなり金額は他の市町村

より上にいっているというふうに思っております。ぜひ光ファイバーを例に申し上

げましたがご理解をしていただきたいと思います。 

それともう一点、今回の経済対策で５番議員は総務委員長でもございますのでぜ

ひご理解いただきたいのが２１年の麻生政権のときの経済対策とまったく違うこと

が一点あります。あのときは２パターン出たわけです。一つは簡単に言うと自由に

使っていい、それがきめ細やかな交付金とかそれでいろんなことをなされたという

ことですね。もう一個が紐付き、要はメニューです。防災とか災害復旧、例えば教

育とかメニューの中で細かくわかれますけど、それに乗らないと採択を受けない。

だから自治体間で差が出るわけです。これはメニューの計画を立てているところ、

簡単な測量や設計が終わっているところは玉込めができてますのでポンと打てます

ので最初から優位に立つと。今回の緊急対策は全部紐付きではないとなかったわけ

です。だから２１年のときは非常に自由度が高い１パターンと紐付きがありました

けど、今回の自民党政権の緊急経済対策というのは全部ほぼ紐付きでメニューに沿

らないと採択が受けられない。だからこそまだまだ差が自治体間で出てくるという

こともご理解をいただきたいというふうに思っております。これから先もこの事業

採択に向かってやらなければいけないこともたくさんございます。内内示というよ

りもこれはこのレベルまでいくだろうというお話も聞いておりますのでそれはまた

議会の皆さまにしっかり内定決定がこないかぎり、これはひっくり返される可能性
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もありますのでしっかり手綱を引いてやっていきたいというふうに思っております。

以上です。 

○議長（田上更生君） ５番 立山広滋君。 

○５番（立山広滋君） はい、わかりました。そこで２４年度の補正予算と２５年度の

当初予算とありますが、特に財政力が弱い本町にとりましては地方交付税を始めと

して国の予算の動向が与える影響は大きいものがあると思われますが、そのあたり

を含めてどのような事業に活用されるのかお伺いします。 

○議長（田上更生君） 総務課長 村上源喜君。 

○総務課長（村上源喜君） お答えします。補正予算につきましては先ほどのご質問の

中におきまして答弁してありますので大きな意味での国の予算との関係で答弁させ

ていただきます。 

２５年度当初予算の中で見ますと、先ほど議員がおっしゃいましたように一般財

源がかなり少のうございまして、交付税の割合が収入総額の約４４％、町税が１０.

８％という状況でございます。以前３割自治と言われておりましたがまだまだ本町

におきましては１１％にも満たないという状況でございます。今申しましたように

本町の財政は国に大きく依存していることもまた事実でございまして、国のどのよ

うな事業をもって町づくりに活用するかというご質問ですが、先ほど申し上げまし

たように他に依存する財源が多い本町としましては少ない税収をいかに効率的に住

民の方の福祉の増進に活用するかということが、町に与えられた使命でございます。

また個別事業についての答弁は先ほど町長が玉込めの話もされましたが範囲が広く

なりますので差し控えますけれども、このような考えのもとに国また県の財源を有

効に活用させていただいて町づくりを進めたいというふうに考えております。以上

で私の答弁を終わります。 

○議長（田上更生君） ５番 立山広滋君。 

○５番（立山広滋君） 少ない予算での町政運営は中々厳しいものがあると思いますが、

住民一人一人のために是非今後とも積極的に動いていただきたいと思います。私と

しましても私の立場としてできることにつきましては、協力を惜しむものではあり

ません。今後とも住民福祉向上のためリーダーとして頑張っていただきますようお

願いして一般質問を終わります。 

○議長（田上更生君） ５番 立山広滋君の質問を終わります。 

お諮りします。しばらく休憩したいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。しばらく休憩いたします。午前１１時３

０分より再開いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時２０分 

再開 午前１１時３０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（田上更生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。一般質問を続けます。 

９番 三森義高君。 

○９番（三森義高君） ９番 三森でございます。 

一昨年、３月１１日の東北地方の大地震また大津波による大災害また昨年は７月

１２日の九州北部大豪雨災害における被害等で本町も大変な被災をしたわけでござ

います。また、さらには今なおもって１名の行方不明者があられるのも事実でござ

います。高森町といたしましてもその災害について大変心配をしたところでござい

ます。そのような中に高森町の観光への取り組みとして本日は出してみました。本

町を始め、阿蘇五岳を懐に控えました地域に位置しております高森町でございます。

昭和９年１２月に阿蘇くじゅう国立公園特別地域として指定されております。その

中に位置しております千本桜、また高森峠、この地域は阿蘇外輪山の南東部に位置

をし高森峠を含むこの地域は阿蘇外輪山の南東にして高森峠でございます。この区

域内の道路は通称九十九曲り道路として呼ばれておりますし、沿線の桜は高森峠千

本桜として県下でも桜の名所の一つに数えられているのであります。また熊本県で

はこの地域を自然環境保全条例に基づき、郷土修景美化地域に指定されております。

また一方では５０年代に高森日之影線としてトンネル掘削のために生じた出水事故

を契機にトンネル払い下げに伴い町として整備をし、湧水トンネル公園ができてい

るわけでございます。このトンネルにおきましても年間を通じて観光の目玉として

観光客の受け入れに力を入れておりますが、２３年度は約３,７００万円の収益が

あっておりますけれども入場者の多い時期に比べてみますと５割程度は落ち込んで

いるという今日でございます。また３月１０日まで行われていました新酒とふるさ

との味祭りにおいては参加者も年々増加をし、町のイベントとして定着してまいり

ました。これも観光協会を始め商工会や商店会、出店されています各団体を始めボ

ランティアなど多くの協力のもと基礎づくりができてきたのではないかと思います。

それから南阿蘇鉄道であります。トロッコ列車、また春の彩りを飾る高森峠の千本

桜と観光としては目白押しの期間でもあります。また夏に入りますと矢村社の大祭



 

－97－

あるいは草部の神社の大祭、風鎮祭とまた夏の行事も控えておるわけでございます。

このように一年間をとおして１２月のクリスマスファンタジーを含めますと多くの

祭り、イベント等を控えてまたこなしている本町でございます。関係者におかれま

してはそのような中に大変な時期ではありますけれども、これからの高森町観光と

いたしましては皆さま方が喜んでいただける取り組みをどうしてもしなければなら

ない。することは必要不可欠でございます。特に１ヶ月間ではございますけれども

桜の時期には相当数の人が本町を訪れておりますし、その人たちが町内の散策に、

あるいは食の食べ歩きと田楽の舌鼓など多くの観光客に高森町の良さを知っていた

だきたいなとかように思っているわけでございます。そのためには行ってみたいな

といえる環境を整えることが大事ではないでしょうか。まず政策推進課長にお尋ね

をいたします。ただいま申し上げましたことにつきまして政策推進課長としてのお

答えをお聞きいたしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（田上更生君） 政策推進課長 甲斐敏文君。 

○政策推進課長（甲斐敏文君） ９番 三森議員の質問にお答えいたします。 

高森町でいろいろイベント等もやっておりますし、またいろいろな名所等あるの

は議員ご存じのことだと思います。せっかく入り込みがあっていますけど中々町の

方に来ていただいてない、それを活かされてないという実情を三森議員言われまし

たけど本町としましては、町長の政策をもとに本年度観光立町基本構想を策定いた

しております。現在報告書の取りまとめを行っておりますが３月の終わりには、地

方自治研究機構の方が取りまとめを行いましてこちらに送ってくる予定となってお

ります。それをもとに平成２５年度におきまして観光立町基本計画を策定する予定

としております。同時に政策集にもあります観光立町推進基本条例の制定をするこ

ととしております。具体的にはその観光立町基本計画の中でそれぞれの計画をうた

っていこうということで進めておりますのでその計画をつくることにより将来にブ

レない観光施設の整備を取り組んでいこうということで、今年度まだ具体的になっ

ておりませんけど２５年度でそれを固めたというふうに思っておりますのでどうぞ

よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（田上更生君） 町長 草村大成君。 

○町長（草村大成君） ９番議員のご質問にお答えいたします。 

桜を中心とした観光についてのご質問でした。今、甲斐課長がお伝えしたとおり

でございます。計画の中で細かくどういうふうにするのかというのを入れていきた

いというふうに思います。 
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まずは１点目といたしまして、しかしながら今日問題を定義されておりますので

私の現時点での考えといたしましては、まず一点目がこの高森の自然公園、これは

平成５年度から８年にかけて整備されていたわけですございますが、なぜそのとき

に将来の１０年後、２０年後を見据えた制度設計がなされてなかったのか、非常に

私から見ればしっかりした制度設計を先人の方につくっておいていただきたかった

というのが率直な感想でございます。これが一点です。 

２点目は現在いろいろ遊歩道も含めまして展望所を設けておりますが、中々有効

活用が一年をとおしてできてないのが現状ではないかというふうに思います。今言

ったこと等々をこの観光立町の計画の中でしっかり議論をして５年後、１０年後、

２０年後のビジョンをしっかり考えた上でその計画の中に入れていきたいというふ

うに思っております。確かにこの桜を中心としたイベント等はこの期間大事でござ

います。ただ花を見られる期間はその他の桜の名所からすると比較的に長いわけで

ございますが、やはり桜を見られる期間というのはどうしても限定というものにな

りますので、できれば、将来的にはこの桜祭りを基本に四季折々の草花を植栽する

ような必要性もあるのではないかというふうに思っております。去年講義にこられ

た高知県の檮原町ですが、あの町は例えばですが町を区割りにわけまして、その区

に植栽をさせて一年間で競わせる、一区は桜を植える、二区は何を植えるようなそ

ういう取り組みを２０年くらい前からされて、老人会を含めまして各地の会がお互

い競い合ってその１等、２等を目指して頑張られている事例もございますので、や

はりそういう少子高齢化の中しっかり地域の自然の環境がわかられている先輩の人

たちのお知恵を借りて、またその先輩の人たちが楽しんで競争できるような仕組み

がもし取れれば非常にいいのでないのかなというふうに思っております。以上でご

ざいます。 

○議長（田上更生君） ９番 三森義高君。 

○９番（三森義高君） ありがとうございます。町長においては最後にまとめてお話を

お聞きする予定でございましたけれども大変貴重なお話をしていただきました。本

当に私もそう思っております。特に今、千本桜の話をされました。そこについて少

しお話をしてみたいと思います。 

現在の千本桜は古木の桜を中心とした年次計画のもと植栽も行われておりますし、

施設等も事業のもとで整備をされています。しかしながら全体的な整備状況を見ま

したときに、下刈り以外にあまり手入れ等ができていないというのが現状ではなか

ろうかと思います。現在の中心の花見場所から北の方へ、中心の花見場所から左手
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の阿蘇五岳の方に向けて遊歩道が昇っております。これはちゃんとした遊歩道でご

ざいます。そこをとおり抜け杉林の中を入っていくわけでございますけれども、こ

れにつきましては県の補助を受け高森町の事業のもとで進められた熊本ふるさとの

森へと繋がっております。ところがそこに入って行きますにしても、遊歩道の手す

りも腐敗をしている状況でありますし、２０年、３０年あるいはそれ以上の雑木の

古木が倒れた状態、また立っている枯れた大きな古木も倒れるのを待っている状態

というような、観光として受け入れている中での遊歩道、その遊歩道の周囲がその

ような状態、そういうところにお招きをした観光客の方を誘導していいものか、そ

こらあたりが一点として考えられるものでございます。また遊歩道も当時はバラス

を敷いて整備をされて立派な公園化を夢見てしっかりとできていたわけでございま

すけれども、中々下刈り等が時期ともございますし、下刈りだけに頼っております

経過、要するに状況等が一変しております。草が伸びますと遊歩道がどこにあるの

かわからない状況の箇所も多々見られ、自分が行きたいところがどこなのかという

状況下のところもございます。また植栽されております木においては補助費用をか

けた県とのタイアップの中でやった森でございますので大変な珍しい木もたくさん

あるわけでございます。私どもも知らないウラジロガシ、ウシジロガシ、樫にもい

ろいろあるようでございます。ヤブツバキ、ハクモクレン、ネズミモチはあります

けれどもコウバイあるいは他に知らない木もたくさんあるわけでございますけれど

も、その樹木名が以前は立派に入っていたわけです。しかしながら現在はその表木

の名を記した表札、表名をかけたものが木の間に挟まった状態で木は成長している。

木の名前はわからない状態。また表札が切れて飛んでいる状態、ということで中々

その木の名前すらわからない状態というのが現状です。そういうことで私どももこ

れまでそこをいちいち登って観察すべきところでございましたけれども、こうして

観光立町をうたっておられます草村町長でございます。そういうことを私どもも反

省を踏まえて散策をしたものでございます。しかしながら現状見てみますと今まで

申し上げましたように中々皆さん方を招き入れるだけの施設になっていないという

のが現状でございます。特にその森の一番北側の阿蘇五岳が眺望できる場所に展望

台がつくってございます。そこに登ってみますれば、笹竹がぞっくりで全然山の景

色が見えないというのが現状です。そういう場所であっても高森観光の位置づけと

して皆さん方を招き入れる場所なのか、そういうところも一つ反省の部分ではなか

ろうかと思うわけでございます。せっかくそういう施設等々がお金をかけて、町と

県と合わせて２億円近くのお金がかかっている施設でございます。そういう森が皆
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さん方がきていただいてしっかりと安心して安全に子供たちも含めて勉強ができる

のか、また観光として散策ができるのか、そこらあたりを少し政策推進課長にお尋

ねをいたしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（田上更生君） 政策推進課長 甲斐敏文君。 

○政策推進課長（甲斐敏文君） お答えいたします。 

千本桜周辺の高森自然公園は、今まで議員が言われましたように、主に平成５年

から平成８年にかけて約２億円の事業を行っております。これにつきましては県の

環境対策整備事業費補助金や観光地基盤事業債で行っております２億円のうち約９,

５００万円は補助金として受け入れております。事業の内容としましては、トイレ

や水飲み場への給水施設、それとトイレの建て替え、それと議員言われましたよう

に環境整備として紅葉の森、野鳥の森、自然学習の森としてそれぞれ目的を持って

整備をしているところであります。またこれらを結ぶ林間歩道や遊歩道、その途中

の句碑の森や展望台につきましても設けておりますが、なにせ平成５年から約２０

年くらい経過しておりまして老朽化が激しいのはわかっているつもりであります。

担当課としましてもそういうところを反省しているところですが、先ほど申しまし

たように、平成２５年度策定の基本計画をもとに、整備を進めていきたいというふ

うに思っておりますし、今後は今いろいろ出ておりますソーシャルネットワークや

タウン情報誌、これも３月にはできます。これだけ広く情報発信に努めていきたい

というふうに思っております。また桜につきましては当該地区は約３キロに渡って

道沿いに桜が植えてあります。高低差がある関係上、他の桜の名所よりも長い期間

楽しめるというのは確かに利点があります。しかし桜の咲く時期というのはしれて

おりますので先ほど町長が申されましたように桜以外のもの、例えば四季折々の花

とかで整備して、できるだけ魅力ある方向に持っていきたいというふうに思ってお

ります。 

それともう一つ先ほど申しました観光基本構想の中で、だいたいの位置づけはで

きているというふうに申し上げましたが、これも具体的な方法として千本桜周辺を

核とした３Ｆツーリズム事業というふうに名前をつけております。観光基本構想の

中でも重点整備地域に掲げております。この３Ｆというのは四季折々の草花を観光

資源として取り上げるフラワーツーリズム、これを核としまして写真家をターゲッ

トに撮影ポイントに関する情報発信を行うフィルム、それと同じようにそこを利用

して食を楽しめるスポットを整備するフード、つまりその頭文字Ｆを３つを取りま

して３Ｆツーリズムとして整備することとしております。具体的には先ほどから申
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し上げておりますように観光基本計画で策定していきたいというふうに思っており

ます。よろしくお願いします。 

○議長（田上更生君） ９番 三森義高君。 

○９番（三森義高君） はい、ありがとうございます。貴重なこれからの目的に沿った 

答弁をいただいております。ありがとうございます。次は特に今もちょっと出ま

したトイレ等々いろいろあります。花見のイベント会場、この周辺について少し

述べてみたいと思います。 

この周辺は花見イベント会場として整備がなされております。あくまでも桜主体

であり会場周辺の道路沿い、これを眺めてみますときに皆さん方もお気づきの点が

あろうかと思います。道路沿いにツツジ等が植栽をされております。これは大変古

木なツツジであります。なぜツツジを出したかと申しますと、ツツジの上に葛が覆

っている状態のところが相当見受けられる。下刈りはされておっても葛の除去がな

されてない。桜の会場だからツツジは関係ないのか、先ほど課長の方からもお話が

ありましたが、ただ桜だけではないそれ以外の花も植えてというような話もござい

ました。まさしくそうであります。そうでありますならば基本からそこらあたりを

見ていただいて本当にこれで良いのかそこらあたりまで把握をした上でやっていか

ないと、また二の足を踏むというような気もするわけでございますので、その点も

よろしくお願いをいたしておきたいと思います。またこのツツジにおいては以前を

申し上げますと旧３２５号線の道路沿いの一番奥に行きますとトンネルがございま

す。その西側に高森公園という形で整備をされた時期がございました。そこにツツ

ジが植栽をされた、その植栽されたツツジがその後の災害によって流され、残って

おりましたツツジ等々を持ってきて植えられた経緯もございます。それ以外にはそ

の周辺に個人でモミジとかツツジを植えて観光にするんだというような奇特な方も

おられて植栽をされた経緯もございます。そのような貴重なツツジでございます。

このツツジにおいてはそこにありますけど町の予算を使って先ほど申しました上の

公園に整備されたツツジであるという認識を持っていただきたいなというふうに考

えているところでございます。また東屋がございます。東屋は４ヶ所、展望台が３

ヶ所という施設がございます。これは先ほど申しました自然の森の中にあるわけで

ございますけれども、それと中心の花見の行われている周辺にもあるわけでござい

ますが、その施設等々を見てみますときに、要するに先ほど５年と言われましたよ

うに施設等々がそのままの状態ということで大変危険な状態。残っていいものか私

もいつも足を踏み上げて上りますが地元ですから上るわけですが、他所からきた人
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が本当に上れるのだろうか、そういう状態になっている。上れば上れるわけではご

ざいますけれども１ヶ所ほげた状態のところもあったというようなところ。しかし

ながらそこに落ち葉が入っておりまして腐れるのを待つような状況の管理状態、県

でも名を馳せた高森の九十九曲りの桜と申しますと冒頭にも申しましたように名の

とおった桜でございます。これから観光立町として立ち上げてそういう桜、四季折

々のものを見せて観光客を呼び込むその体制をつくる上においては、まず足元から

整備をやっていかないとただ単なる打ち上げ花火では、先ほども申しましたように

二の足を踏む、本当に観光立町として位置づけにできるのかそこらあたりまで含め

て政策推進課長のご意見を拝聴いたしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（田上更生君） 政策推進課長 甲斐敏文君。 

○政策推進課長（甲斐敏文君） 議員おっしゃられるとおり３月末から、４月のはじめ

にかけては花見のシーズンでかなりの入り込みがあっておりますし、それ以外の時

期につきましては閑散としている状況で草が生い茂っているような状況であります。

今言われましたように各施設の相当な老朽化が進んでおりますので今後はまず現場

を踏査して現場をわかった上で今後どのように整備していくか進めていきたいと思

っておりますし、現在の状況ではとても観光客の方に喜ばれる状況じゃありません

し私の考えとしましては地元の方がまずは通常土日でも行って楽しめる状況、それ

をつくることによって観光客も増えてくるのではないかと考えておりますのでその

ようなことをモットーに今後整備していきたいと思いますのでよろしくお願いした

いと思います。 

○議長（田上更生君） ９番 三森義高君。 

○９番（三森義高君） はい、ありがとうございます。よろしくお願いをいたしておき

ます。私も地元の議員として、特にあそこは普通、車を持ってとおる場所でもござ

いますので、極力その周辺あたりも気をつけながら行政の一人としてこれからも観

光立町高森町のために協力的に進めていきたいと思っております。それから今も申

し上げております花見場所から道路に沿って旧３２５号線、今町道でございますが

それを登っていきます中に植栽が年次計画でされております桜の中にクヌギが古木

として残っております。これを少し触れてみたいと思います。なぜ触れるかと申し

ますと皆さん方に知っておいていただきたいという部分がございますのでその点も

よろしくお願い申し上げておきます。 

その一帯においては以前は上在区、天神区、上町区の３地区の入り会い地、入り

会い権のある場所でございました。その場所にあるクヌギでございますので町とし



 

－103－

てはどうにもならないということで一千万円の保証を払って一切３地区からその部

分を払い下げと申しますかそういう形で区の方に呼びかけられ、その３地区の合意

のもとで現在町の所有物ということになっているわけでございます。しかしながら

その条件の中にそのクヌギにおいては３地区の伐採によってなくすという条件のも

とでされております。しかしながら現在立っているのも事実でございます。このク

ヌギを私はなぜ出したかと申しますと、このクヌギを今のまま置いておいて後で切

っていただくとせっかく植栽をされている桜に損傷を与える。結果的にはお金をか

けて植えてある桜をまた折ったり枯らしたりするもとになるというわけでございま

す。ですから３地区にこれは町としてお願いしていただき早急に伐採をしていただ

くということの必要性、それをお願いしたいというわけでございます。これにつき

ましては私も上在区でございますので、上在区の一部の方には話しているわけでご

ざいますけれども、町としてまずその働きかけをしていただきたい。またそのクヌ

ギは特に成長が良いので切った後も芽が出ます。しかしその芽は伸ばさないという

条件に入っております。そういうことでございますのでせっかく桜の植栽をする以

上はそのクヌギはあくまでも早く徐伐していただくという条件に入っていますので、

その点をよろしくお願いを申し上げておきます。これについては特に町長のお考え

もありますのでまず政策推進課長、それからまとめて町長のご意見等をいただきた

いと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（田上更生君） 政策推進課長 甲斐敏文君。 

○政策推進課長（甲斐敏文君） クヌギの件につきましては私もはっきりした把握はし

ておりませんでしたが、今三森議員の方からアドバイスをいただきましたので各３

町、上在、天神、上町区の方に言われるように働きかけを行っていきたいというふ

うに思っております。よろしくお願いします。 

○議長（田上更生君） 町長 草村大成君。 

○町長（草村大成君） 三森議員のご質問にお答え申し上げます。 

まずは担当課長の方がまだ答えてない部分の下刈りの不備の部分でございますが、

これは委託事業で毎年やっておりますが実際伸びてくるもののスピードが早いので

対応できてない、追いついていってないというのが現状である中、最近は地元の有

志の方々がボランティアということで手伝っていただいております。この場をお借

りしまして感謝を申し上げる次第でございます。ありがとうございます。これは見

た目の問題もありますので事業料を増やすしか方法がないと考えております。 

２点目が要は古木の倒木と標木、表札が見えなくなっているということでござい
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ます。これも早急に調査をさせていただきたいというふうに思います。 

３点目はツツジを葛が覆っている状態、これも現場でしっかり確認をさせていた

だきたいというふうに思っております。 

最後にクヌギのお話をなされましたがこれは私も実は聞いております。是非です

ねやっぱり３地域の方の合意のもと以前こういう形になったわけですので、また地

域の方としっかり話した上でやっていこうというふうに思っておりますので、その

節は三森議員にもご協力をいただきたいというふうにお願い申し上げて私の答弁と

代えさせていただきます。 

○議長（田上更生君） ９番 三森義高君。 

○９番（三森義高君） ９番 はい、ありがとうございました。早急にそういう部分に

ついては大事な観光立町を進める上においても必要不可欠な分でございますので、

その点も含めてよろしくお願いを申し上げたいと思います。それから関連質問とい

うことでお願いするわけでございます。と申しますのは通称九十九曲り道路につい

てお尋ねをいたすところでございます。 

現在この道路は町道として利用しておるわけでございますけれども、桜の時期の

通行にはどうしても必要不可欠でございます。せっかく九十九曲りを利用して桜も

咲いておるわけでございますので、どうしても下にこられた花見のお客さん方には

上までその道を登っていただくという適切な誘導もしてほしい。また見ていただき

たい、また登っておられる方も相当数おられます。九十九曲りとその道路という関

連性もございます。そういう登りながら見る花見というのも、若い人にとっては景

観も含めて素晴らしいところであるというのも事実でございます。しかしながらそ

の道路において路肩の崩れている場所、あるいは木が下がってきている場所、そう

いう中において道路として町道でございますので国道並にはいきません。しかしな

がら観光客を受け入れている以上はその道路において、何がしかの整備をしていた

だきたいというのが現実でございます。それを踏まえて建設課長に特によろしくお

願いをいただきたいと思いますが建設課長お願いいたします。 

○議長（田上更生君） 建設課長 廣木富八君。 

○建設課長（廣木富八君） お答えを申し上げます。 

通称九十九曲り道路、町道城山線の現状としまして昨年、九州北部豪雨災害によ

る被害がありまして公共土木災害復旧工事でその部分は竣工をしてあります。ご指

摘のありました数年前に路肩崩壊した部分についても、現在業者の方に早急に修繕

するよう指示をしております。この路線につきましては、一部法面が岩場で防御ネ
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ットは貼ってありますが、大雨の後には石が転がり落ちてくる現状でありますこと

から通常からパトロールのルートとして警戒をしているところでございます。今後

につきましては、安心・安全の立場から看板等の設置により注意喚起を徹底したい

とそのように考えております。 

○議長（田上更生君） ９番 三森義高君。 

○９番（三森義高君） ９番 はい、ありがとうございました。観光についてはこれで

終わりたいと思います。建設課長にはよろしくお願いいたしたいと思います。それ

から次に阿蘇高森オーガニック・アグリセンターについてお尋ねをいたしたいと思

います。 

町営アグリセンターとしての運営方法は、ということでお尋ねするわけでござい

ますけれども、予算概要書には指定管理により運営されている有機農業推進施設阿

蘇高森オーガニック・アグリセンターは地域農業マスタープランの策定とともに計

画を実践していくための拠点施設として位置づけることから、町の直営に切り替え

ることとなっているとうたってございます。私は指定管理者制度の始まった時期が

あり、それにのったときの議員でもありますしこれに対してとやかくは申しません

けれども、現在指定管理者制度の目的、これを踏み込んで考えてみますと要するに

高森町内で出てきた堆肥、あるいは草原あたり、また路肩あたりの草切りと申しま

すか、そこらあたりのものが要するに片付けたあと集束する、そこに集めるそうい

う利点もあります。そういう部分を堆肥化したらどうかという位置づけのもとでオ

ーガニック・アグリセンターというものができたところでございます。そのアグリ

センターが指定管理者が始まり指定管理者に移行されました。しかしながらその指

定管理者も今年の４月から直営に切り替えるということでございます。それに対し

て私はいろころ言うわけではございません。せっかく直営にアグリセンターが運用

されるならば原点に戻って本当に高森町のアグリセンターであるという品物にして

いただきたい、という気がするわけでございます。特に畜産農家や現在は南阿蘇畜

協あたりの堆肥等がどれだけその施設を現在利用されているのか私もそこは不透明

でございますけれども、先ほどからもって言っておりますようにこの目的はあくま

でも高森の町の中で、出てきた腐葉化堆肥類、そこらあたりの回収によって運営す

るという目的を改めて見ていただきなという部分でございます。そこでこの組織と

してどのような考えを持っておられるのか、また原材料から販売までの計画、今後

どのように計画をされているのかお尋ねをいたしたいと思います。それから特にア

グリセンターでございますので大型機械等々も整備をされてございます。その大型
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機械等々も大変大型と申しておりますように高森町にはない大変大きなトラクター

でございます。そういう機械等々が今後どのような形で使われる、作業等も考えそ

こらあたりを農林政策課長にお尋ねしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（田上更生君） 農林政策課長 佐藤武文君。 

○農林政策課長（佐藤武文君） ９番 三森議員のご質問にお答えをいたします。まず

組織についてでございますが、４月１日からの具体的な形といたしましては農林政

策課に有機農業推進係を設けて課長がセンター長を兼務いたします。係長が次長と

なりましてこの他に非常勤職員を２名雇用する予定でございます。有機農業推進施

設は三森議員がおっしゃいましたとおりに家畜排泄物の管理の適正化及び利用の促

進に関する法律の制定に伴い、高森町が町内の畜産農家から排出される家畜排泄物

の適正な処理、管理と、耕種農家への堆肥の供給を行うことにより自然環境型農業

の確立を図るために設置したものでございます。今回指定管理期間が満了すること

に伴い、当初設置した目的を達成することはもちろん、今後高森町の農業振興の拠

点施設として市民農園の運営などをとおして農業者以外にも有機農業の重要性を理

解していただくなどの活動を行いながら運営をしたいというふうに思っております。

町が直営いたしますことは産業廃棄物処理法第１１条に基づいて、先ほど申しまし

た町内畜産農家の家畜排泄物の処理を行うことになります。指定管理制度では産業

廃棄物の処理業者として指定管理をしていただいたところで、まったく違う形にな

るというふうにご理解をいただきたいと思います。また熊本県では今、熊本グリー

ン農業という政策を推進してありますけれども、これは安全・安心な農産物を生産、

供給するとともに熊本の宝である綺麗で豊かな地下水をはじめとする恵まれた自然

環境を守り育てるために取り組む、土づくりを基本として観光農業より化学合成肥

料や化学合成農薬を削減するなど環境にやさしい農業これを推進しております。特

に本町では白川、五ヶ瀬川、大野川の最上流でありますので有機農業に積極的に取

り組むことは自然環境に配慮するだけでなく、本町としても大切な環境資源を守る

ことに繋がるというふうに考えております。 

続きまして、原材料から販売までということでございますが、自然環境型農業の

確立が目的でございまして、先ほどから申しておりますとおり本町内の畜産農家か

ら堆肥原料である家畜排泄物を収集いたしまして、刈干しなど多く含んだ良質な堆

肥を生産して町内の耕種農家に供給することにより畜産農家、耕種農家双方の負担

軽減と経営の安定に繋げればというふうに考えております。町内で原料を調達いた

しまして町内に供給する。施設の目的は、当然高森町内を主眼に考えておりますが、
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生産物に余裕があれば町外への販売もあり得るというふうに考えております。今議

会に提案しておりますが有機農業推進施設条例の一部改正につきましても町内向け

を具体化するための内容というふうにお考えをいただきたいというふうに考えます。 

最後にアグリセンターの機械の利用または今後の考え方でございますが、ご指摘

のとおり機械の修理等にはかなり大きな負担を伴っております。民間のリース業者

等で代替えができる作業については、民間を利用していただいて条例に定めます料

金と利用されました料金に差額が発生した場合には町の方で補填をしていきたいと

いうふうに考えておりますが、全体的な機械の必要性についてはここ１、２年の間

に検証をしながら、更新なり入れ替えなりをしていきたいというふうに考えており

ますので、今後そういう形でご提案を申し上げていくつもりでございますので、そ

の折にはご協力のほどをお願いしたいというふうに考えております。以上で答弁と

させていただきます。 

○議長（田上更生君） ９番 三森義高君。 

○９番（三森義高君） ９番 はい、ありがとうございました。今丁寧な答弁をいただ

きある程度わかったわけでございます。大型機械等ともございますけれども本当に

それだけを使いこなすだけの圃場と申しますかそういう場所等も中々見つからない、

使用されていないというのも現実でございます。そこらあたりも今後考えられてや

っていかれることを、お願いするわけでございます。今申し上げましたアグリセン

ターについては、要するに指定管理者制度に則って今までやっていたという分のも

のを町営に切り替えるという目的の中でやられるわけでございます。これに対して

町長のお考え等々もぜひ述べていただきたいなと思いますので、町長よろしくお願

いいたしたいとお思います。 

○議長（田上更生君） 町長 草村大成君。 

○町長（草村大成君） 三森議員のご質問にお答えいたします。 

今、農林政策の佐藤課長が、今から先の運営については経緯等をお話したわけで

ございます。まずもって私が思うには現在の指定管理業者、平成１９年４月より２

期６年に渡りましてこの高森アグリセンターの指定管理者として運営の努力、そし

て有機農業推進にご尽力を多大にいただきました。議場ではございますがこの場を

借りてお礼を申し上げたいというふうに思います。特に高森東中学校との積極的な

関わり、または外に打ち出す企業努力、民間の業者であるとするならば外にどんど

ん打っていくこの企業努力に関しまして大変ご尽力なされてた、また結果も残され

てたということも私自身感謝を申し上げる次第でございます。そういう中で今回契
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約が終わることに伴い直営で、今後運営を行っていくということを決定したわけで

ございます。 

まずよく勘違いの部分があると思いますので、ここだけはしっかり発言しておき

たいと思いますが、高森温泉館を指定管理から直営に戻したときと今回はまったく

意味合いが違います。高森温泉館は例えば決算内容にしかり運営方法にしかり非常

に不透明な部分がございました。中々行政の方から提案をしても資料等の提出もな

く、果たしてこれが本当なのだろうかいう部分もございましたので、しっかりとし

た形で精査をするために、そしてこれが現実なんですよということを町民の皆さま

に理解をしていただくために精査期間といたしまして直営化にしたわけでございま

す。今回のアグリセンターとはまったく異なります。アグリセンターの指定管理の

業者、会社の皆さんは本当に努力をされ特に高森町外への打ち出し、マスコミも含

めまして非常に立派なものであったということと思っておりますので、高森温泉館

とは違うということだけはここはしっかりご理解をしていただきたいというふうに

思います。 

そういう中で今後の高森オーガニック・アグリセンターの運営をどうするかとい

うことで、運営委員会というものを設置いたしております。これを昨年１１月から

以降委員会を開いてご審議をいただいたところでございます。この委員会はですね

現在の指定管理者の例えば運営内容をどうこう審議するものではなく、あくまでも

町がどのようにしてこの運営を進めたほうがいいのかということを審議していただ

くものでございます。それを委員会の方と期間満了後について管理委託や直営とい

う選択をしていただくというものではなく、アグリセンターに何を求められている

のかということをぜひ利用者として、そして実際農業をなされてる方として要望や

設置目的に則したかつ効率的な運営をするためにはどうすればいいのかという意見

を出していただいたわけであります。町といたしましては農業はもちろん基幹産業

でございますので現在まで中々この具体的な施策を打つことができていない部分と

いうこともございます。またその具体的な策というのは私が以前から言っておりま

す地域農業マスタープラン。高森に非常に特化した高森の農業はとんがっているん

だという部分をマスタープランの中に入れていきたい、というふうに思っておりま

す。これは国、県がやっている人・農地プランの策定の後にそこで抜けている部分

もそこに入れていかなければいけないというプランニングでございます。その中で

低温でけっこう雨が多いという条件としては悪い条件ではないわけではございます

が、本町の現在の状況はそういう中で有機農業が一番ブランドとしてアピールでき
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る数少ないものだというふうに私は捉えております。だからこそ私は町長でも行政

にいたわけでもありませんので当時の三森議員が一番ご存じだと思いますが、やは

り高森町の有機農業の促進という部分の非常にそこの狭い範囲でスポットを当てた

形での設立、そして議会の議決承認事項だったのではないか、というふうに思って

おります。このアグリセンターを有機農業の中心、促進という部分だけではなく高

森町の農業施策の中心という位置づけをしっかりした上でこの堆肥の製造や供給は

もちろん、先ほど課長が言った町民の皆さん住民の皆さんに農の部分を親しんでも

らうと、いう私の政策集にもありましたけどそういう部分として活動ができる中心

の施設としていくべきではないかというふうに私は思っております。またその中で

先ほど言った委員会の中でも、しっかりとした町の農業振興の基本という部分での

この中心的な位置づけとしてはふさわしい施設であるということもこの委員会の中

でもお話等意見等出ましたので、この基本姿勢に各委員の意見を聞いて最終的にご

了承をいただいたというわけでございます。また今後大事なことは地域農業マスタ

ープランの策定に伴い、町民、住民の皆さんに有機農業の有効性、当町としての有

効性と重要性をしっかり理解していただく努力を、行政としてはしていかなければ

いけないというふうに思っております。中々これは広報誌、例えばデータ放送で流

しているＲＫＫのデタポン等々では非常に文字も小さく行政用語になっております

ので私としてはできる限り出かけていってそういう場でお話をしていきたい。また

もしくはブロードバンド事業ができた暁にはしっかりした高森町の番組の中で実際

運営しているアグリセンターのセンター長、職員も含めましてそういう番組にも出

ていただいて、しっかり自分たちの活動も住民の皆さんにアピールできるように、

近い将来なりますのでぜひそういう形でもどんどん情報を提供していって、最終的

には有機農業の重要性を理解していただきたいと、それをやることが行政の役割だ

というふうに理解しております。以上でございます。 

○議長（田上更生君） ９番 三森義高君。 

○９番（三森義高君） ９番 ９番 三森でございます。貴重な答弁をいただきました。

本当に高森は観光立町をうたってございます町長でございます。また先ほども申さ

れましたように高森町は農業を中心とした町づくりも進めてございます。そのよう

な中に大変貴重な答弁をいただきました。その答弁を糧としてこれからの高森町の

町づくりのために一所懸命、町長をはじめ議会としても頑張っていただかなければ

ならないと改めて痛感したところでございます。大変ありがとうございました。こ

れで私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 
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○議長（田上更生君） ９番 三森義高君の質問を終わります。 

お諮りします。しばらく休憩したいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。しばらく休憩いたします。午後１時１５

分から再開いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後０時３０分 

再開 午後１時１５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（田上更生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。一般質問を行います。 

１番 宇藤康博君。 

○１番（宇藤康博君） 皆さんこんにちは。 

この間、高森中学校の子ども議会がこの議場で行われて、中学２年生の方々が一

般質問を町長の方にされて中々素晴らしい質問をされておりました。私も傍聴席の

方から見させていただきまして、これはやっぱり傍聴席の方に立ってはじめてここ

の議場を見て自分も中学生に負けないくらい町のことを考えていろいろと質問して

いきたいなと、思いを新たにいたしました。今回の私の一般質問でございますが質

問事項といたしまして、健康スポーツ振興の考えはということで考えております。

その中で順次質問の要旨の方は通告しておりますので、この順序に従って一般質問

をしていきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

一番最初の質問でございますが、この間行われました熊本城マラソンをはじめ、

人吉マラソン、横島のいちごマラソン、たくさんマラソン大会が開催されておりま

す。本町も何年前かわかりませんが南阿蘇休暇村マラソンというものが行われてお

りました。そのころは私、まだ小学校６年生のときに最初に第１回目の大会があっ

たことを鮮明に覚えております。６年生として２キロの部に出場して、大変きつか

ったです、けどゴールして町長さんが賞品を１０位の方まで配られて、確か１位の

選手が毛布かなんか大きいのを貰って、私は２０位ぐらいでそういう賞品等貰えな

かったのですが、それを見て来年はこの休暇村マラソンで頑張りたいなと思って。

それからずっと何年かあってたんですけど、それもなくなりまして今この阿蘇郡の

マラソン大会を見ますとスーパーカルデラマラソンをはじめいろいろなマラソン等

があっておりますが、ただ高森町を通過するだけで、南阿蘇村とこの高森町におき

ましてのマラソン大会というものは今考えてみますと、あってないように思います。
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このマラソン大会というものがあれば経済効果もございますし、この高森町の自然

の中で開催されれば、多くの観光客の方も来ていただけますし、子どもたちの育成

にも繋がりますし、この開催をやっていただきたいなあという思いもございますし、

町民の方からもたくさんお話を聞いております。今後の本町においての開催の考え

はあるのかよろしくお願いいたします。 

○議長（田上更生君） 町長 草村大成君。 

○町長（草村大成君） １番議員さんのご質問にお答えいたします。 

マラソンというか、陸上競技に関しては高森町の住民の方全体の中でも宇藤議員

の活躍、そして実績というのは皆さんご存じだと思います。またその議員さんが小

さい頃に走った思い出を語っていただけることは非常に町としては良いことではな

いかなというふうに思っております。まずご承知のように熊本城マラソンは一万人

弱の方が参加、また天草パールラインマラソンが５,０００人程度というふうに聞

いております。非常にマラソン人口が増えていると、まさにマラソンブームが来て

いるというふうに思っております。そういう中で実は認識事項といたしまして先ほ

ど１番議員さんがおっしゃいましたように高森町は古くからマラソン大会への取り

組みというのは行ってきたということが一点ございます。ただなぜこれが中止とい

うか、最終的には形が変わってきたのかと申しますと、やはり一般参加者が非常に

少なくなったということが一点と、二点目が国道を利用することで警察の許可が難

しくなったと、いうことによって現在の町中を走る交通安全宣言駅伝大会に変わっ

ていった、というふうに私は聞いております。要はこの高森町が主催開催していた

ころはマラソンブームではなかったということでございます。ブームだからじゃあ

やるのかということも私はそれも疑問でありまして、まず健康を推進しなければい

けない、健康増進を訴えているこの役所としては健康のキーワード、これが一点。

それと二点目が先ほど議員がおっしゃいました地域の活性化、観光面でのメリット

もあるということですので、私はやっぱり一つ考える価値というのは十分にあると

いうふうに思っております。そういう中で仮に開催するとした場合、課題の解消の

ためにもある程度このマラソン大会はコース等は別としてやる以上は専門的な知識

を持たれてる方が必要です。またその有識者の方の協力を得て、本町の職員も中に

入りまして検討をする準備、検討準備委員会の設立を設けたいというふうに現時点

では考えております。またその節にはしっかり宇藤議員のプロと同じですので今ま

でのご経験もぜひお考えを聞かせていただきたいというふうに思います。またその

内容等につきましてもぜひ議員のご協力もいただきたい。また議会全体のご協力も
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いただきたいというふうに思っております。以上です。 

○議長（田上更生君） １番 宇藤康博君。 

○１番（宇藤康博君） 自席から失礼いたします。 

検討準備委員会を立ち上げるというお話をいただきました。私にとりましても嬉

しく思います。この質問をしたのは私もこの間熊本城マラソンの方に出向いて行っ

てその凄さを実感したわけです。息子が駒沢大学の方に行っておりましてその選手

も走るということで前の日から宿泊のホテルとかの予約も取っていなかったのです

が、熊本市内の方に出向きましてその日だからホテルの予約もなしでも泊まること

はできるだろうと思って全部のホテルに電話をいたしましても、全然部屋が空いて

なかったです。それだけ熊本市内のホテルが全部埋まるくらいのマラソン大会に参

加される方はもちろん、応援される方もたくさんこられて、その方たちがやはり宿

泊されるということでその宿泊の経済効果、その方たちがまた今くまモンのフィー

バーもあっておりますので、その方たちが熊本のお土産というかそういうものを買

われる。また昼食もとられる。そういう経済効果というものを目の当たりにしまし

た。やはり高森町におきましてもこの間行われた新酒祭りもあっておりますが、や

はり何か新酒祭りだけでも凄いと私も思いますけど、これにマラソン大会とか何か

を加えていってさらに観光客の方々やまたこられている方々が、さらに活性化する

ようなことに繋がるのではないかと思ってこの質問をさせていただきました。また

先ほど町長の方が県庁あたりの人事交流ということで県からの交流ということで今、

服部審議員さんもこられておりますが服部審議員さんもかなりのマラソン大会に出

場されております。いつも昼ご飯を食べられて、私の地元でございますが色見の方

に走られているのを見たこともあります。いろいろマラソンの方にも参加されてお

りますのでぜひ服部審議員から県からこの高森町にこられて、このマラソン大会と

いうものをどう捉えられているのかお聞きしたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

○議長（田上更生君） 政策推進課審議員 服部信一郎君。 

○政策推進課審議員（服部信一郎君） １番議員のご質問にお答えいたします。 

今議員からお話ございましたように、私は趣味でございますがマラソン、ランニ

ングが好きでございまして、昼休みも時々この周囲を走っているような状況でござ

います。マラソン大会を開催する意義についてでございますが、これは町長が先ほ

ど申し上げましたとおり健康増進と、それから商工観光推進という点が大きくある

かと思います。そのための課題ということで町長からは具体的にはございませんで
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したが、実際となるといろんな課題があるかというふうに認識しております。どの

ような距離設定にするのか、コースをどうするのかですとか、高森町内だけの区域

で実際に行えるのかどうかですとか、いろいろあると思います。いずれにしまして

も県内でも既におっしゃいましたように大会が開催されてございますので、ランナ

ー、それから地域の方々にとっても魅力のある大会にするためには何らかの特色が

あるような大会にする必要があるかと思います。この地では雄大な景観、それから

夏場での冷涼な気候等がございますのでそうしたものを活かした大会ができれば非

常にいい大会ができるのではないかというふうに思っております。以上でございま

す。 

○議長（田上更生君） １番 宇藤康博君。 

○１番（宇藤康博君） はい、ありがとうございました。県からこられて高森のこの雄

大な景色の中でマラソン大会が行われるならば素晴らしいことではないかというご

答弁いただきました。最初に町長の方もそういうマラソン大会に向けての協議会等

を立ち上げたいというお話もございましたので、審議員の方もぜひ委員等にも入っ

ていただいてぜひ県からのアドバイスみたいなものをいただけるならばありがたい

と思います。そのときはよろしくお願いいたします。次の質問に移らさせていただ

きます。 

２番目に全天候型陸上競技場があれば町民のスポーツ向上や、合宿など誘致が可

能となり大会も開催できるが、競技場建設の考えはという題名で２番目の質問でご

ざいますが、今、高森町の施設の中で町民グラウンドがございます。この質問をな

ぜするのかと申しますならばこの本町から今、順天堂大学の陸上を出られて今、小

森コーポレーションで頑張っておられる本川一美君がおられます。本川君は熊本工

業から順天堂大学、彼は箱根駅伝の２区を走ってあのエースランナーが集まる２区

で区間賞を取っております。そういう有名なランナーで今、小森コーポの監督とし

て実業団の監督として頑張っているわけでございますが、この間ちょうど東京で会

う機会がございまして「本川君、こうしてねマラソン大会とかするならいいと思う

けどね」というお話をしながら「宇藤さん、高森町の方で合宿とかしたいんですけ

ど高森町には全天候型の陸上競技場はないでしょ」というお話をいただきました。

それはなぜですかという問いに、実業団とかなどが合宿等をするときにはやはり故

障とかいろいろありますので、そういう整備をされた全天候型陸上競技場がこの合

宿するところにあれば、合宿に選手を全部連れてきて、合宿ができるというお話を

されました。ぜひ高森町につくって下さいよというその本川くんのお言葉をいただ
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きました。そのとき実業団の監督の方が多数おられて高森町でそういう全天候型の

陸上競技場ができるならば僕たちもそこに行って合宿をやりたいです。というお話

もいただきました。今、阿蘇市の方においてはアピカという運動公園がございます。

ここは全天候型陸上競技場が併設されております。ここでは今たくさんの実業団の

合宿が行われていて、特に以前、岡田監督が高森の方でニコニコドーの監督をされ

たときに、今市議で頑張っておられます松野明美さんがちょうど在籍しておられて

この高森でかなり合宿をされていた監督さんが今、拓殖大学の監督さんとして頑張

っておられます。その拓殖大学もそこの阿蘇市の方で合宿をされております。ぜひ

この全天候型の陸上競技場が建設費はかなりかかると思いますが、あれば全国から

の実業団、また大学、また県内の高校のあたりの合宿等もかなり誘致ができると思

います。そうすることによって、今、ペンションとか国民休暇村とか宿泊施設がご

ざいますが、そこにも先ほどのマラソン大会の単発のお客さんではなくしてずっと

１ヶ月くらい合宿ありますので、ずっと宿泊が続くということでかなりの経済効果

もあると思いますし、それを見ることによって子どもたちの教育、すごいなという

選手を見ることによって競技力の向上が上がったり町民の皆さま方のスポーツの意

識が上がると思うのです。その点につきまして全天候型陸上競技場の建設の考えは

ないのかよろしくお願いいたします。 

○議長（田上更生君） 町長 草村大成君。 

○町長（草村大成君） 自席の方から失礼いたします。 

１番議員さんのご質問に続けて全天候型の陸上競技場があれば合宿や、町民のス

ポーツ向上、健康増進にも繋がるのではないか。競技場建設の考えはということで

ございます。これははい、いいえで答えられる問題ではございません。まず質問に

しっかりお答えしたいので、私は実は議員さん先ほど申し上げましたように小学校

から町が開催していたマラソン大会でもしっかり走られて、もちろん高校時代の活

躍、全国大会でも活躍等々も十分知っております。議員さんが議員さんという立場

ではなくて議員さんになられる前までの一実業団の選手だったと、もうプロのレベ

ルとしてやられていた宇藤議員さんは実は高森町にも全天候型ではございませんが、

グラウンドと体育館がございます。この２つのところではできないのかという率直

な私の疑問も実はあるわけです。だからこそたぶん２つのことを、町民体育館と町

民グラウンドに触れずにご質問なされたということはそこが実際プロとして合宿と

して使えることが選手として可能なのかということも検証しなければいけないと思

います。ただ質問に載ってなかったので一回議員にどう思われているのかというこ
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とを聞いた上で答えさせていただきたいというふうに思っております。以上です。 

○議長（田上更生君） １番 宇藤康博君。 

○１番（宇藤康博君） 町長の質問でございますが、駒沢大学の監督、大八木監督の方

に聞いたことがあります。こういう高森町には既存の芝がちょっとでこぼこですけ

どグラウンドがあるのですけどそういうところで選手あたりの合宿等に使ったとき

にはどうですかというお話をしたことがございます。そんなところでやったら選手

はすぐ故障しますよという話をいただきました。だからそれだけの運動施設を綺麗

に整備をして、それなりの選手が走られる環境づくりをしなければ合宿等には誘致

ができないということを感じました。以上でございます。 

○議長（田上更生君） 町長 草村大成君。 

○町長（草村大成君） はい、ありがとうございます。今、宇藤議員がおっしゃられた

ように議員さんとしては選手の目から見ても今ある施設での合宿や競技の訓練に関

しては厳しいものがあると。これはやはり選手は故障すれば意味がありませんので、

また企業としても選手の環境を保つということはこれは当然の義務ですので、そこ

がクリアできていないというふうに見られていると、だからこそ全天候型陸上競技

場という質問になったということを理解いたしました。またこれは全天候型の陸上

競技場これは非常に予算もかかることでございます。しかし将来的には合宿の誘致

や例えば企業の誘致、学校の部活動の合宿、これはかなり長い期間になると思いま

す。この高森町の標高、環境を考えますとたぶんマッチングとしては素晴らしいも

のではないかなというふうに思っておりますので、これが実際できれば素晴らしい

なといのは私自身も思います。最後に回答する前に実は担当課の方からアピカとも

う１点、五ヶ瀬の４００メートルトラックがございます。非常に環境的に町民の数

もしくはそのイメージ的に似たところが高森町とございますので現状のアピカにか

かっている運営費や実際の経営内容、また五ヶ瀬の４００メータートラックをつく

った経緯、そして実際現状どういう活動がなされてどの程度の予算がかかっている

のかということを担当の方からまずはご説明をさせていただきます。 

○議長（田上更生君） 教育委員会事務局長 後藤正三君。 

○教育委員会事務局長（後藤正三君） まずは陸上競技場の建設についてですけども、

アピカの方で陸上競技場、付帯工事もありますので多少金額は違うんですけどアピ

カの方の全事業ということで多目的グラウンドまで含めまして約１４億円くらいか

かっています。その中で陸上競技場の部分で約５億円ぐらいかかっております。そ

れから五ヶ瀬の方ですけれども、五ヶ瀬の方はＧパークと言いまして五ヶ瀬町をち
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ょっと過ぎた右側で熊本県の高校からもかなり合宿、いろんな大会など行っており

ます。それから全国から集まっていますし、一時期はガンバ大阪、Ｊ１も夏場の合

宿で利用しております。といいますのも近くに温泉館があってそこで宿泊もできる

という非常に合宿として立地条件がいいということで、そこにつきましては平成６

年から平成１２年までにかけて用地取得、基盤整備、スポーツ広場、陸上競技場、

体育館まで備え付けております。その中で陸上競技場が約７億５,０００万円とい

うことでございます。それで今言いましたランニングコストですけどアピカについ

ては指定管理者になっております。利用料金も指定管理者に入りますのでちょっと

利用料金も調べたのですけどわかりませんでした。ただし指定管理委託料が２,２

００万円ということでいずれにしても２,２００万円のランニングコストがかかっ

ている。それからＧパーク、五ヶ瀬のグラウンドについてですが、これにつきまし

てはランニングコストが１,８００万円、それに使用料収入が１００万円です。Ｇ

パークについては使用料が非常に安く全面使っても４００円、ただしナイターが３,

４００円ということで非常に高いのですけれどもそういうことでランニングコスト

はかなりかかるということでございます。以上でございます。 

○議長（田上更生君） 町長 草村大成君。 

○町長（草村大成君） 自席から失礼します。今、担当の後藤局長の方からお話があり

ましたように、例えば五ヶ瀬のＧパークですかね、実はガンバ大阪も含めましてい

ろいろ海外からも合宿でお見えになられております。ただ議員おっしゃるように競

技場だけあればいいのかという話もございます。周りが自然公園であったり、また

駐車場もかなり大きい面積が必要です。それと体育館がどこでも備え付けておりま

す。五ヶ瀬に関しましては、今、局長が申し上げましたが競技場だけで７億５,０

００万円で総事業費が２４億円かかっております。先ほど申し上げましたように維

持費が年間１,８００万円これは修繕費は別です。だからかなりの金額がかかって

なんと年間の売上が１００万円しかないというのが現状です。そこまでお金をどん

どんかけていけばもちろん使用料は安い、環境はいい、横に温泉館がある、朝も夜

もバイキング方式でご飯も食べれる、しかしやはり相当なお金がいることは間違い

ございません。ただそれが観光の面も含めまして例えば町の打ち出しであったり、

農産物が売れるところがあったり、例えば他にもいっぱいあると思います。そうい

う複合的にどんどんどんどん波及していけるような施設づくりができればこれは非

常に魅力があるのではないかな、というふうに思っております。ちなみに去年韓国

のジュニアリーグ、これは日本でいうと部活動です。日本しか部活はございません
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ので海外は全て自由にクラブチームに入るわけです。韓国の野球のチームが高森町

に合宿をしたいと、これは保護者同伴です。大人の方もお見えになられて２５日間

ということが言われました。そしてその韓国のチームの総監督、何十チームも束ね

られてるそこの協会の会長さんがわざわざ高森を視察にこられたのですが、やはり

適したグラウンドがない、先ほど１番議員がおっしゃったように競技者として、安

全そしてちゃんと練習ができる環境を保つことができないという理由で、高森町は

パスをされて宮崎県の方で合宿をなされているということもございます。非常に悔

しいし腹立たしいことでございますが、やはり実際調べてみますと大変なお金がか

かります。要はそれだけ使用料を安くすればどんどん外からくると思いますが、や

はりそのためには地域全体がこのことを認識した上で受け皿づくりをどこにしっか

り持つか。例えばこれが交流センターであったり町中の商店街の活性化であったり、

湧水トンネルであったり、すべてがあっぷあっぷというよりも積み上げる方向でな

っていたときにぽんと建設するのであれば非常に有効性が高いのではないかなと思

います。だから当面は即建設ということに関しては非常に難しい面があるのではな

いかなと思っております。 

それと２点目として、やり方としては高森町が単独でやらなくても他にも方法が

あるのではないかなという部分に関しては考えていかなければいけないと思います。

道州制を視野に入れた場合、南阿蘇全体に大きな会場等がございません。それをこ

の南郷谷の住民の方がどういうふうに捉えて、どういうふうにそれを行政が施策と

して打ち出していくのか。またコンセンサス、合意をどうやって取るのか、課題は

たくさんありますし、また法の整備やいろんな整備もあると思います。しかしたぶ

ん私らの次の時代にはそういう自治体を超えたクラウド型の環境設定ができる時代

がくるのではないかというふうに、私としては期待も予想もしているところでござ

います。以上です。 

○議長（田上更生君） １番 宇藤康博君。 

○１番（宇藤康博君） はい、いろいろと総工費から、よその自治体の事例も聞けて良

かったです。当然ながらかなりの予算がかかるということと、いろいろ問題もある

ということがわかっただけで、私も勉強になりました。今後も諦めることなく、実

はこれをずっと言ってきましたのは、南阿蘇村の女子の監督をしております職員も

おられて、阿蘇郡の今、郡市対抗女子駅伝の監督をしていた人と電話をしてから

「宇藤さんそういう質問をされるならば、ぜひ南阿蘇村も一緒にやりたいのです

よ」というお話もいただきました。先ほど町長が言われたように南阿蘇を全体的に
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見ながらそういう事業ができるならばいいなと思いますので、今後ともよろしくお

願いいたします。次の質問に移らさせていただきます。３番目の今、町民グラウン

ドや町民体育館などの利用状況や、利用料金は適正なのかという点で質問させてい

ただきます。 

現在の町民グラウンド、また町民体育館がございます。今の利用状況と料金等を

聞けるならば局長さんよろしくお願いいたします。 

○議長（田上更生君） 教育委員会事務局長 後藤正三君。 

○教育委員会事務局長（後藤正三君） 自席からお答えさせていただきます。 

利用状況ですけれども町民体育館が平成２３年度が５７３件で平成２４年度は２

月までですけれども５４０件。町民グラウンドにつきましてが１８２件、それから

平成２４年度が２１０件。ただしこれにつきましては中学生の部活等も認めており

ますので、一般利用というよりも中学生のグラウンドについては特に中学生のサッ

カー等々の利用が結構多くございます。体育館につきましても一部高森高校生、雨

天時に高森の中学生には無償で貸し付けております。その件数も加味しております

のでかなりの件数には上っております。それから料金の方ですけれども今年度は補

正予算で利用料金が下がっておりますので落とさせていただきました。だいたい２

３年度はグラウンドが２５万円で、町民体育館が２１０万円。それから２４年度は

途中ですけれどもグラウンド３８万円で、町民体育館の有料の方の利用についてが

下がっておりまして１２５万円くらいということになっております。以上でござい

ます。 

○議長（田上更生君） １番 宇藤康博君。 

○１番（宇藤康博君） 全体的な金額はわかりましたですけれども一人当たりの金額が

わかるならばよろしくお願いします。使用したときの１時間当たりの単価です。 

○議長（田上更生君） 教育委員会事務局長 後藤正三君。 

○教育委員会事務局長（後藤正三君） 利用料金につきましては山村広場のグラウンド

につきましては半面で８００円で、ナイター使用が１,５００円加算されますので

グラウンドで２,３００円。それから町民体育館で半面１,５００円、ナイターで１,

０００円加算されて２,５００円です。以上でございます。 

○議長（田上更生君） １番 宇藤康博君。 

○１番（宇藤康博君） 実はこの利用料金につきまして私も他町村のグラウンド使用料

を調べさせていただきました。隣の南阿蘇村さんにおかれましてはグラウンドは無

料でございます。テニスコートも無料なんですね。この質問をいたしましたのは、
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今現在テニスをされている町民の方々がおられます。その町民の方々からお話を聞

いたことがあるのですね、「実は議員、調べれられてもわかると思いますが、高森

町の町民体育館のテニスの使用料が熊本県で一番高いのですよ」という話をいただ

きました。ちょっとここにその署名といいますかその署名が２５０名の署名がきて

おります。その中で文面でございますが、「いろいろ町民が利用できるテニスコー

トであるはずが利用料金が他自治体に比べて高額と、気軽に利用できる環境にない。

参考までに高森町と他自治体の屋内テニスコートの利用料金を下記しますが住民サ

ービスの違いが歴然、町としては体育館維持の赤字や町外民の利用率を上げて、収

支を黒字にしたいなどの意向のようですが、これだけ利用料金が高額であるならば

利用者数そのものの増加には繋がらない。利用料金を適正化し、もっとテニスコー

トを活用することを検討した方が良いのではないでしょうか。それ以上にスポーツ

立町を目指す高森町として現在の利用料金はその理念に反するのではないか。健康

のためテニスを始めたい人が気軽にコートを借りられ、また現在テニスコートを利

用している町民がより多く利用できるような環境を整備していただきたい。高森町

の財産である高森町体育館の有効活用に繋がる利用料金の軽減を要望します。」と

いう要望書をいただいております。この中で先ほど局長さんがお答えになられまし

たが、その料金に対してパークドームの料金が１時間８５０円です。合志町の南部

体育センターにおいては一人当たり２１０円です。南阿蘇村のウィナスは無料なん

です。国体のテニスの会場にもなりましたし、その次にはインターハイの公式の会

場となっております。これらの料金が出ております以上この料金を下げられるお考

えはないのか、よろしくお願いします。 

○議長（田上更生君） 教育委員会事務局長 後藤正三君。 

○教育委員会事務局長（後藤正三君） 今のご質問の前に一点だけ訂正させていただき

たいと思います。町民体育館半面と言いましたがテニスコート１面です。１面につ

いての金額です。 

今の料金の設定ですけれどもテニスコートの考え方が当時の料金設定については

直接わかりませんけれども、町民グラウンドと対比しながら要は屋外と対比しなが

ら考えられております。町民グラウンドが当時ナイター照明料が１,５００円とい

うことで、だいたい電気を使用する料金が照明としてそれくらいいるということで、

町民体育館のナイター使用料について１,０００円を、だいたい照明料から町民グ

ラウンドと並行しながら考えられている。そうするとテニスコートについては１,

５００円ということで社会体育の場合ほとんど夜の利用になります。ですので必ず
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照明を使うということで、１時間２,５００円ということで町民体育館はなります。

非常に設定料金が高うございます。それは一つはナイターを使うことも一つあると

思います。それから今おっしゃいましたように県民総合運動公園ですけれども、基

本的に全体的料金は設定はかなり昼間であれば通常かなり安く設定されております。

うちの方でも隣接の阿蘇市の方で、調べますと阿蘇市の体育館で屋内の体育館なの

ですけど、だいたいテニスコート１面で９００円ということで体育館ですのでここ

は必然的に照明を使います。全体的には町民グラウンド、体育館については確かに

一個人の負担は非常に高いと思います。テニスで使われる場合に大人数で使われる

ことはありません。だいたい１０名とかそれくらいですので一人頭に換算して週１

回使うとかなりかかります。それから町民グラウンドは出てませんけど町民グラウ

ンドも言いますと基本的にサッカーとソフトボールが、週に一回程度使っています

がだいたい２時間使うと２,３００円ですので４千数百円になります。半面でです

ね。お互い話し合って同じ日に練習をして両面付けて割るということでサッカーで

も１５名ぐらい、ソフトボールでも練習されているのは１０名前後ということで、

一人頭換算すると月に活動料を取ってでもほとんど照明代で消えるという話はいた

だいております。いずれにしましても、先ほどお話が出ましたように地元について

は健康増進という面がございます。しかし先ほど全天候型グラウンドでも話しまし

たように、ランニングコストもかかるということでその両面を考えながら料金をも

う一度検討させていただきたいと思っております。以上でございます。 

○議長（田上更生君） １番 宇藤康博君。 

○１番（宇藤康博君） サッカーの使用料にしかり、テニスコートの使用料しかり、南

阿蘇村とかの出ている料金とするならば桁違いでございますので、ランニングコス

ト等の話もされれば致し方ないと言えば致し方ないということでございますが、や

はり町民はその施設を利用する、そしてまた健康増進にそれが繋がるということが、

私はそれが一番大事なのではないかなと思っておりますので、なぜこの質問をした

のかと申しますならば、高森高校の硬式テニスの生徒の方とお話する機会がござい

まして、高校の方のグラウンドは中々使えなくて、町民体育館のコートをぜひ使わ

せて下さいというお話をいただきました。そのときやはりインターハイの会場にも

なった素晴らしいテニスコートでございます。これをただ料金が高い安いじゃなく

して、あのテニスコートをもっとホームページあたりにも打ち出して、もっとよそ

からのお客さんを呼び込むようなそういうふうな取り組みをしていけばもっと競技

人口も増えてきますし、究極で言えば全国大会のような高森町が主体としたような
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大会をすれば、県民全体にも広がって、また全国の方にも周知していけば観光の面

にも繋がっていくと思いますのでそういうお考えはないですか。よろしくお願いし

ます。 

○議長（田上更生君） 教育委員会事務局長 後藤正三君。 

○教育委員会事務局長（後藤正三君） まず一点ですけれども、高森高校についてです

が基本的には部活ですので高森高校はちゃんと使ってください。ただし雨天等々の

場合には一般社会体育等入ってなければ部活の時間帯については現在無償で貸付を

しております。先ほども言いました中学校も同様でございます。 

それから料金についてですが近隣町村を調べてみますと、高森は近隣町村に比べ

ればグラウンドの方ですが、中々テニスコートが対比するところがありませんので

グラウンドの方にすればやや高いかなと。阿蘇アピカは別としましても一の宮グラ

ウンドがありますけど、あそこで１,５００円から広く使えば２,２００円というこ

とでそう大差はございません。南阿蘇村につきましてが特別に村民は無料、村外の

方については今までの料金設定とまったく同じということでナイターを使った場合

のみ１時間２５０円という設定でございます。そこの近隣町村と先ほど言いました

ように健康増進と管理運営費ということもありますので、その両面から検討させて

いただきたいと。 

それと今お話がありましたそういうテニスのイベントをということで随分昔です

けれどもそういうイベントを積極的に開催しておりました。中にはプロのランクで

は下の方なのですけれどもプロのテニス大会等も開いて、ほとんどこちらは経費を

かけずにスポンサーが付いてやっていたという時代もございました。確かに先ほど

のマラソン大会と同様にその施設の有効活用を図るためにはどうしたらいいかとい

うことについては、今後考えていきたいと思っております。特に町外の方から料金

をもらって管理運営ができるような状態になれば理想的かなと思いますけれども、

できるだけそういうふうで収入を減らさない方法も一つ考えていきたい思います。

以上でございます。 

○議長（田上更生君） １番 宇藤康博君。 

○１番（宇藤康博君） はい、ぜひよろしくお願いします。次の質問に移ります。 

四番目の最近パークゴルフが盛んになり、パークゴルフ場があれば町民の健康ス

ポーツ振興に役立てると考えるが、パークゴルフ場建設の考えはということで、質

問でございますが、また建設、建設と並んでおりますけれどよろしくお願いいたし

ます。 
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○議長（田上更生君） 町長 草村大成君。 

○町長（草村大成君） １番議員のご質問にお答えします。 

パークゴルフが盛んになりパークゴルフ場があれば町民の健康スポーツ振興に役

立てると考えますが、パークゴルフ場の建設をこれを町営としてありますかという

答えですが、これはまたはい、いいえで答えるべき問題ではないというふうに思っ

ておりますし、議員のおっしゃられたいことはよくわかります。まず普通のゴルフ

をされられた方が、高齢になられてパークゴルフやグラウンドゴルフをされるわけ

です。もうツアーというかパッケージツアー、旅行代理店が入ってそれを一つのツ

アーとしてやっている。またそれを自治体として迎い入れているところもございま

す。特に阿蘇に関しては南阿蘇村がほとんどパークゴルフの一番盛んなところであ

りまして、ある意味久木野、長陽、白水全部あるような話であるというふうに思っ

ております。確かに経済効果はあるでしょう、そして反面やはり健康推進やこの地

域の輪づくり、これぞまさしく同じ目的を持った人たちが集まってスポーツを通じ

てさらにコミュニケーションを取れるわけですので、非常に喜ばしいことだという

ふうに思っております。ただこのパークゴルフをすぐ町がですねできる、できない

というのは検討もしなければいけないし、資料等も集めなければいけないというふ

うに私自身は思っております。ちなみに、できれば本来であるならば民間の企業、

会社の方が会社としてつくっていただくことは非常に有意義ではないかなというふ

うに思っております。またこれは場所的な問題もあると思います。山東部もいい場

所があると思います。街中ももちろんあるでしょう。特に南阿蘇村との境の部分は

このあたりも含めまして非常に良いと思います。また色見の方も特に上色見の方の

前原地区のあたりなども非常に立地的には良いものがあるのではないかなというふ

うに思っております。ただ何分財政には限りがございますのでパークゴルフ場建設

するので補助金くださいと言っても中々難しい部分もあるというふうに思いますが、

議員のおっしゃりたいことはよくわかっておりますので、ぜひしっかり検討を重ね

ていかなければいけないし、民間にも促していかなければいけないというふうに思

っております。以上です。 

○議長（田上更生君） １番 宇藤康博君。 

○１番（宇藤康博君） このパークゴルフにつきましては色見の方でもグラウンドゴル

フ大会をやっておるんですよね。その中でもお年寄りの人たちが「議員、パークゴ

ルフが今流行っていてね、高森町でもやってもらえれば今久木野とか長陽とかわざ

わざ行っているのですよ、産山にもわざわざ行ってるのですよと。高森町だけ何で
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ないんですか」というかなりお年寄りの人たちみんなから言われて、私も昨年度で

ございますが議員研修会のときに産山のパークゴルフ場で実際自分でプレーしてみ

て、はじめはそんなに面白くないだろうと思っていたら、かなり面白くて、やはり

この高森町の自然景観の中でやれれば、先ほど午前中には敬老会の方々もたくさん

こられておられましたが、健康増進に繋がっていくのではないかなと思いますので

よろしくお願いいたします。 

最後の質問でございます。 

高スポの今後の支援についての考えはということでございますが、高森町総合型

地域スポーツクラブ「高スポ」が設立して一年経とうとしております。会員の方々

もたくさん増えてきて子どもからお年寄りまで、かなりの方が今入っておられて、

いろいろとウォーキング大会とか、ノルディックウォーキングとか、３Ｂ体操とか

行われております。その行われている現状がわかればわかる範囲で構いませんので

局長よろしくお願いします。 

○議長（田上更生君） 教育委員会事務局長 後藤正三君。 

○教育委員会事務局長（後藤正三君） お答えします。高スポについては総合型クラブ

ということで、昨年の４月にスタートをしております。その中でまず１２のスポー

ツ教室、これにつきましては既存にある柔道、剣道、テニス、バドミントン等に指

導者を依頼しまして教室を開催しております。それと別に新たに今お話が出ました

スポーツバイキングと言いまして、今日はこのスポーツをやろう。今日はこれとこ

れをやろう。というふうに特定した形のスポーツではなくていろんなスポーツを楽

しもうという教室もございます。それから健康体操ストレッチということで本当に

健康になるストレッチ体操、それから今お話が出ましたキッズスポーツ遊びをやっ

ております。このスポーツについても特化した形ではなくていろんな形をやってお

ります。その中でキッズにつきましては非常に盛んになって以前は一週間に一日だ

ったのですが現在一週間に二日でその中でキッズサッカーをやろうということでそ

の中でまた一週間に一日増やしてやっております。先般はＴＫＵキッズサッカー大

会にも出て３年生は好成績を収めたそうでございます。そういうふうに中々まだ住

民の皆さんに浸透はしていないのですけど、徐々に浸透してきております。現在約

１８０名の方が会員になられております。できれば３５０名くらいまでは最低でも

伸ばしていきたいと思っております。それから昨年は高スポで健康ウォーキングを

行っております。これにつきましても高スポで企画してやっておりますが、非常に

心配したのですけれども期間もそんなにコマーシャルも大きく打ってないのですけ
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れども３００名以上の方がこられております。そういう状況で今年度も新たなスポ

ーツを考えています。泥リンピック、農業体験教室等を加えてまた新たにスタート

しようと思っております。以上でございます。 

○議長（田上更生君） 先ほど１番議員の方から質問の中で午前中敬老会という発言が

ありましたけれども、これは敬老会という言葉ではなくて老人クラブということで

ございますので訂正をさせていただきます。１番 宇藤康博君。 

○１番（宇藤康博君） はい、すいません。老人会の間違いでございました。 

高スポの方はそのような形で今年度は泥リンピックを開催するということでそれ

も農業体験も兼ねて行われるということで期待しておるわけでございますが、今町

からも助成等もいただいております。その中で段々とｔｏｔｏのスポーツ振興の事

業だったと思われますが、何年後かに事業がなくなるわけでございますが、やはり

その補助金がなくなった後の町の助成の考え、そのときの高スポの構成で自分たち

の力で頑張っていきたいという構成員たちの今の高スポのメンバーの人たちの思い

もありますが、やはり町の支援なくしては私は続いていかないと思うんですよね。

そのへんの考えはどうお考えでしょうか。 

○議長（田上更生君） 教育委員会事務局長 後藤正三君。 

○教育委員会事務局長（後藤正三君） 支援をするかしないかというのは私では決定で

きませんけれども、今ｔｏｔｏの問題がありましたので少し現状を話させていただ

きたいと思います。 

平成２４年度も高森町よりいただいております、約２６０万円。ｔｏｔｏから２

１５万円いただいております。平成２５年度に対しましては高森町より３９０万円、

それからｔｏｔｏから２６０万円を予定しております。ただし町からの助成につき

ましては町民体育館の管理も含めまして今管理をお願いしてるのですが、それとｔ

ｏｔｏの事務局を兼ねて依頼しておりますので、その半額以上は人件費の方で対応

しております。その中でｔｏｔｏが切れた場合ということで、ｔｏｔｏになりまし

て今年１年ですので後２５年度を含めまして４年間事業ということでこの２６０万

円程度の予算がなくなります。これにつきましてどう対応するかということで総合

型スポーツの運営委員会でも協議を行っておりますが、一つの考え方とすれば私た

ち社会体育の方も担当しているのですけれども、その部分を総合型でしていただけ

るのならば何らかの費用は当然負担していかなんだろうと思っております。いずれ

にしましてもその補助事業の二百数十万円がなくなるということは非常に大きなこ

とでございます。現在はそれを見据えていろんな方に指導を頼んでいるのですけれ
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ども、指導者謝金を地元の方の場合はかなり安く抑えて既に行っております。この

ｔｏｔｏの補助がある間にできるだけ道具を揃えていこうということで、なくなっ

た場合はどうするかということも現在考えながらやっております。ただし、今言い

ましたように管理も含めてやっておりますので、町からの助成がゼロでは非常に厳

しいということは現実でございます。以上でございます。 

○議長（田上更生君） １番 宇藤康博君。 

○１番（宇藤康博君） 局長からお答えいただきまして、そのお答えの中で今後も今度

は町長の方に今後高スポについてのご支援のお考えはどうお考えでしょうか。よろ

しくお願いします。 

○議長（田上更生君） 町長 草村大成君。 

○町長（草村大成君） 自席から失礼いたします。高スポの今後の支援についての考え

ということで、まとめますと今年を含めまして平成２８年度まで補助金が出るとい

うことでございます。まだ４年ございます。ここの積み上げが非常に大事というこ

とで今年も議会の皆さまにもお願いを申し上げまして予算を計上させていただいて

いるわけでございますが、新たなイベントとして泥リンピックや農業体験教室これ

も一つの総合型の形としてやらせていただきたいというふうに思っております。ま

たこれを実際企画する、協力する方に農協の青壮年部の方や、４Ｈクラブの方、要

は高森町の産業を担う方が、若い世代の方が入っていただいておりますので、非常

に将来的に考えれば有望ではないかなと思います。ただ一番本当にベストな形とす

れば、やはりＮＰＯ化ができて、そしてそこが収益事業としてやる。それを行政が

何らかの形でバックアップする。要は民意がどんどん前に出てきますので、そちら

の方が非常に温かみがあって幅が広くて柔軟性がある総合型スポーツに将来的には

なるのではないかなというふうに思っております。もちろん何らかの形でこれは先

ほど局長が言いましたように行政がバックアップしなければ、基本続いていくこと

はかなり難しいと思いますので、ただそれまでの努力、それと広報、これは徹底し

て行っていきたいというふうに考えております。以上です。 

○議長（田上更生君） １番 宇藤康博君。 

○１番（宇藤康博君） 今日の一般質問、健康スポーツ振興の考えはということでマラ

ソン大会からずっと随時質問をしていきました。今、高森町の高スポあたりもかな

り委員たちも本田会長さんをはじめ中々野球は野球、陸上は陸上、そして柔道は柔

道、いろいろとですね剣道は剣道とずっと素晴らしい方ばかりが委員に入っておら

れて、また町民の人たちにもその意識が段々と出てきているように思われます。そ
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してまたこのスポーツの振興ということがやはり町民の健康にも繋がるわけでござ

います。どうかこれからもスポーツ振興の方に私も力を入れていきたいと思います。

また議会の方もご理解を示されて、より良いスポーツ振興の町になるように繋げて

いきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。これをもちまして私の一般質

問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（田上更生君） １番 宇藤康博君の質問を終わります。 

お諮りします。しばらく休憩したいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。しばらく休憩いたします。午後２時３０

分から再開いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後２時１５分 

再開 午後２時３０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（田上更生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。一般質問を行います。 

３番 興梠壽一君。 

○３番（興梠壽一君） ３番 興梠です。本日最後の一般質問になりますがどうぞ最後

までよろしくお願いを申し上げます。 

今回の質問におきましては高森町の農業振興方策並びに立野ダムの本体工事着工

に伴う高森町の影響についてお伺いをしたいと思います。よろしくお願い申し上げ

ます。まず農業振興方策でございますけれども年度当初ということで６つの項目に

わけて質問をさせていただきます。 

昨年、民主党から自民党へ政権が移りましてデフレと円高の脱却を目的に、金融、

財政、成長と３つの基本戦略を打ち出されました。また同時にですね長年の懸案事

項でございましたＴＰＰ交渉におきましても、日米首脳会議におきまして完全撤廃

の例外もあり得るということを確認をいたし、明日にも交渉参加を政府の責任にお

いて、表明されるのではないかというような今朝の新聞に載っておりました。この

ＴＰＰ交渉の参加に伴いまして、成長戦略において農業分野を成長産業と位置づけ

まして、従来の発想を超えた大胆な農業対策を講じたいと政府の方は示しておりま

す。このような状況の中に、高森町の農業の振興を図りますために、国の大胆な農

業政策、ＴＰＰ交渉参加を踏まえた、高森町独自の稼げる農業政策または攻めの農

業政策の具体策を今後確立する必要があろうかと思います。将来の高森町の農業ビ
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ジョンについてどのようにお考えかを年度当初につきお伺いをしたいと思います。

よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（田上更生君） 農林政策課長 佐藤武文君。 

○農林政策課長（佐藤武文君） ３番 興梠議員のご質問にお答えをさせていただきま

す。 

環太平洋連携協定いわゆるＴＰＰの交渉参加については、今議員がおっしゃられ

たとおりの現状でございます。熊本県の県議会の代表質問それから一般質問の中で

も蒲島知事も現時点では反対であるとか、熊本県の農業への影響は大きいというよ

うな内容の答弁をされております。その中でも国民にとってこのＴＰＰの交渉参加

が長所とか短所が明らかにされておらず、農業者の不安が和らぐような農業の将来

ビジョンも未だ示されていないというコメントをされております。まさしくそのと

おりでありまして、今ご質問の中でどうのように攻めの農業政策をとっていくかと

いうお尋ねをされたときに、私たちも農家の皆さんの不安を考えると、これといっ

た具体的な方策を決められずにいるのが現状でございます。関税が撤廃されれば米、

牛乳および乳製品の影響が非常に大きいとされております。ただ参加した場合の影

響が未確定にしても、町としてもなるべく早く稼げる農業、魅力ある農業を実感し

ていただけるような農業振興計画、いわゆる町長が以前から提唱されておりますけ

れども、地域農業マスタープランを早期に策定したいというふうに考えております

し、平成２５年度中には策定するよう平成２５年度予算に委員の報酬、及び費用弁

償等を計上させていただいておるところです。策定委員会は早期に立ち上げ、議員

の皆さんも含めて広く意見をいただいた上で、取りまとめるよう予定しております

のでどうぞよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（田上更生君） ３番 興梠壽一君。 

○３番（興梠壽一君） ありがとうございます。先ほどから町長のお言葉の中にも玉込

めの問題がございましたけれども、町長は就任以来早急に対応されまして、農林業

の相談窓口等も開設されております。これについてもＪＡの職員を早くから招き入

れられて農林業に対する対策を講じられております。今後先ほど言いましたように

ＴＰＰ問題については早急な解決方策はないだろうと思います。しかしこういう対

策を講じながら一つでも農家の所得向上に繋がるような対策を講じていただきたい

と思います。 

それから次の質問に移らせていただきますけども、国の政策とし昨年６月から人

・農地プランの作成に向けた地域運営会が行われております。その作成の状況につ
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いてお伺いをしますけれども、作成の目的に人・農地プランは人と農地の問題を解

決するための未来の設計図とあります。高森町の未来の農地等の設計図、集積等だ

と思いますけれども設計図等が今の時点で、描いてあればお示しをいただきたいと

思います。またこのプランの作成によりまして、水田農家については大きなメリッ

ト等があるように思いますけども、畑作農家にとってどのようなプラン作成が現時

点で支援策となるのかそのあたりの説明をお願いしたいと思います。 

○議長（田上更生君） 農林政策課長 佐藤武文君。 

○農林政策課長（佐藤武文君） 自席から失礼いたします。 

人・農地プランの作成状況及び高森町が目指す農業ということになると思います

けれども、人・農地プランの策定状況については、議会の中でも幾度が説明をさせ

ていただいたところです。高森町では町内７地区にわけてプランを策定するよう現

在すべての地区で策定委員会を立ち上げ、現在の耕作状況を調査しているところで

ございます。当初は平成２５年度中にプランの策定を完了する予定でありましたけ

れども、国の補正予算に伴いまして各種事業が打ち出され、この事業については人

・農地プランの策定が条件ということになっておりますので、現在今の段階で取り

まとめができるプランを、早期に取りまとめができるように、作業を進めていると

ころです。先ほどからお話のように人・農地プランについては、担い手と農地をど

うするかということに特化したプランでございます。現在のところは、各地区の担

い手となられる農家が、どの程度どの土地を耕作されているかと、いうのを地図上

に落として今後それぞれの農家がどの程度農地の耕作が可能かどうかということを、

取りまとめた上でそれに基づいてプランができあがるという計画でおります。また

高森町が目指す農業は稼げる農業でございますけれども、これについては以前から

申しておりますように地域農業マスタープランで具体化をしていくところでござい

ます。また、人・農地プランの中でほとんどの施策が水田農家向けの施策のように

記述をされておりまして、畑作農家への対応はどうかということをお尋ねでござい

ますけれども、現在のところ畑作農家に対する具体的な施策を持っておりませんけ

れども、今後アグリセンターを直営に戻して農業振興の拠点にしていくことは先ほ

どからお話をしたところですけれども、より良質な堆肥の供給はもとより、ＴＰＰ

の影響を受けないような作物を推奨できないか、そういうことを町独自では考えて

いきたいというふうに思っております。これはアグリセンター直営後に、少しプラ

ンを持っておりますけれども、この場ではちょっとご披露ができませんので、話が

進めばまたお話をさせていただきたいというふうに思っております。以上です。 
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○議長（田上更生君） ３番 興梠壽一君。 

○３番（興梠壽一君） 人・農地プランについては、協議の中で作成をしていくという

ことですけれども、できますならば町主導ではございませんけれども、町としての

将来の設計図をある程度、町として補助をしていただきたいと思います。また先ほ

どから話が出ておりますアグリアセンターの中に地域マスタープランについても設

けられるということですので、早急に町としての方針を固めていただくようなこと

をお願いしたいと思います。私は集積についても極端な構想といいますか考えを一

つ持っているのですができるならば草部北部なら草部北部一帯を集積できるとかそ

ういう極端な構想ですけれども、そういう構想もいいのではないかというような気

持ちでもおります。できれば早急に町としての方針を立てていただくようにお願い

をしたいと思います。続きまして農業人口の減少対策についてお伺いをしたいと思

います。 

本年の１月１日の熊日新聞に高森町の人口は２００５年を１００にすれば２０３

５年の３０年後には７２.９となり２７％が減るだろうということで試算をされて

おります。私の地元草部北部におきましては、ここ３５年間で倍近い６０％が減少

しております。この人口減少においては日本国において大変深刻な問題でございま

す。それを農業人口の方に特定をいたしますと、さらに深刻なものと思われます。

そこで現在の高森町の農業人口、戸数、または今後の動向についてどう把握されて

いるのかをご説明お願いしたいと思います。 

○議長（田上更生君） 農林政策課長 佐藤武文君。 

○農林政策課長（佐藤武文君） 農業人口減少と高齢化の対策ということになろうかと

思いますが、２０１０年の世界農林業センサスのうち高森の数値につきまして、農

家数は４１０戸ということになっております。うち販売農家数は３６１戸です。ま

た専業農家は１０７戸という結果になっておりますが、１５歳から６４歳までの生

産年齢人口は男６０女６１合計１２１名というふうになっております。ちなみに期

間的農業従事者につきましては、全体で６７６名になっておりますけれども、６５

歳以上が４４％を占めております。１０年後のシミュレーションとなりますと、現

在の高齢者の方には大変失礼なことを申し上げることになると思いますけど、統計

上の数字で申し上げるしかございませんので、お許しをいただきたいと思います。

２０１３年厚生労働省の発表によりますと熊本県の平均寿命ランキングは男性女性

とも４位ですけれども、男が８０.２９歳、女性が８６.９８歳というふうになって

おります。ということは今７０歳以上の方が先ほどの期間的農業従事者から申し上
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げますと２２６名おられます。２２６名の方が１０年後はどうなるか、中々難しい

問題ですけれども現在、毎年新しい農業後継者は２、３名ですのでおそらく４４％、

３０４名に対して１０年間で２、３０名の後継者しか確保できなのではないかとい

うふうに、想定をしております。ちなみに農家数については、判断材料を持ちませ

んので申し上げることができませんが、以上のような形になってしまうのではない

かというふうに現在のところは想定しております。それから高齢者の皆さんがかな

り農業に限らず本町には多いわけですけれども、先ほどアグリセンターの新しい運

営方針の中でも少し申し上げたところですけれども、市民農園もできれば展開をし

ていきたいと思いますので、高齢者の方が生きがいづくりということで、市民農園

の中で菜園をつくっていただいて、できればそういう生産品が高森の町内で消費さ

れていけるような仕組みができれば、一番いいのではないかと今のところ考えてお

ります。以上です。 

○議長（田上更生君） ３番 興梠壽一君。 

○３番（興梠壽一君） あまり希望の持てる数字ではありませんけれども、山東部にお

きましては現在少子高齢化や限界集落、これを飛び越えまして本当に村自体が存続

できるかというような危惧も持っているところでございます。それに加えてＴＰＰ

交渉の参加とかいろいろ問題はありますけれども、今後農業再生に向けた若者たち

が希望を持てるそういう農業を目指すためにこの若者の専業農家の育成や支援策に

ついてどういう考えをお持ちかをお聞きしたいと思います。 

○議長（田上更生君） 町長 草村大成君。 

○町長（草村大成君） ３番議員のご質問にお答えいたします。 

まず先ほどの今回の農業振興方策について質問が続いております。町の大まかな

方向性ということも聞かれました。国の人・農地プランがやはりしっかりした形で

ある程度策定がされないことには今後の国の農業政策、すなわちこれは補助金や補

助事業に関しましても、人・農地プランができているところが採択を受ける。もし

くはそれができてなければ、すべて単独でやりなさいというようなかなり強い方向

性を、国は示してきておりますし、またそういうふうになるというふうに思ってお

ります。それはなぜかと申しますと、攻めの農業で今回先ほどおっしゃられました

ように、どうやら明日参加を表明するという形でございますので、やはりこの人・

農地プランがしっかり策定ができた上での地域農業マスタープラン、そのマスター

プランの理念としては、目標としては稼げる農業を目指したい。そしてその中で国

が水田農家の方が非常に何か優位性に立っているような文言も入っておりますので、
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畑作についてはどうかということでございますので、やはり先ほど申し上げました

ようにアグリセンターの直営化をやり、そしてその中でより高森町の農家に特化し

たこの良い環境づくりを、土づくりを行うことこそが最終的には、特に野菜、酪農

等も含めまして、専業農家の比率が日本自体が高いわけでございますので、その、

自助努力によって付加価値を高めることができるその自助努力の基本になるのが土

ではないかなとというふうに私自身は認識しております。その中で将来の経営感覚

に優れた若い農家の方がそこで勉強して、それを実際また次の世代に繋げていける、

そして周りの今まで頑張っていただいた高齢者の方と一緒にやっていけれるような

形づくりができればいいかなというふうに思っております。具体的にはまだはっき

り決まっておりません。先ほど申し上げましたように委員会を立ち上げたいと思い

ます。また議員がおっしゃいました草部北部等一帯を全部そういうふうにするのは

どうかということでございましたが、ある意味一つの場所に資金を集中させるとい

うことは非常に有効性というのはある、というふうに私自身は考えております。次

にこの農業人口につきましてもいろんな諸事情、環境で農家を引退された高齢者の

方、この方がこの１０年間で３００名引退されるとすれば、その中の約１０分の１

が今新規就農者の割合なのです。要は３００人引退されたら３０人しか新規就農者

が出てきていないというのが日本、熊本もそうでございますのでこの数字は懸念し

なければいけない問題。だからこそ一極集中型や、新しい形の農業のモデルをつく

らなければいけないのではないかなと思っております。そしてそれの若い世代に対

しての具体的な支援策というものがないかというふうに今質問を受けました。専業

農家の育成、過去についてはこの国が設けた青年就農給付金を、受給していただけ

るようにできるだけ側面から行政としては応援をしていきたいというふうに思って

おります。また先ほどより申し上げておりますように例えば非常に有望な作物に的

を絞りまして、例えば農業団地というんですかね、モデル的にそういう４、５人な

いしそういう若い農家が集まって、その作物をつくるモデル的なことが一つの団体

でできないかということを検討をしてみる価値はあるのではないかなというふうに

現時点で私個人の考えとしては持っております。以上です。 

○議長（田上更生君） ３番 興梠壽一君。 

○３番（興梠壽一君） 質問事項が多いので次に移らせていただきたいと思います。 

お隣の南阿蘇村におきましては農業人口対策として、また空き家対策として、Ｕ

ターン、それからＩターンの農業研修生を受け入れることによって、先ほど言われ

ます地元で培われた農業技術を、高齢化とともに失われないようにということで、
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農業技術の継承の場にしていくということでございます。空き家の方ですけど先日

芹口地区におきまして２件の空き家火災が発生いたしました。今後空き家対策とし

て高齢者向けの福祉活動の拠点とか古民家を利用した農家レストラン等いろいろな

ことが考えられますけど、高森町の農業人口の減少対策、それから先ほど新規就農

者の確保、育成それと防災を兼ねた空き家対策、このへんをどのようなお考えをお

持ちかをお聞きしたいと思います。 

○議長（田上更生君） 農林政策課長 佐藤武文君。 

○農林政策課長（佐藤武文君） 新規就農者の確保、育成という問題につきましては阿

蘇郡市にありましては、先ほど言われましたように南阿蘇村、それから阿蘇市、西

原村、研修制度を設けまして農業以外の部門から就農されている方が多く、実績も

かなり残されております。ちなみに阿蘇南部のトマト部会の部会長は、新規就農さ

れてまだ３年位の方が今度部会長になられております。高森町においても今後町内

の認定農家を中心に、そういった新規就農者就農希望者を研修させていただくよう

な農家が出てきていただくといいというか、つくっていかなければいけないという

ふうに考えております。それに伴って新規就農者ができる見込みになれば必ず住ま

いを準備しないといけないわけですので、議員がおっしゃいますように、これはま

た空き家対策にも繋がっていくのではないかと思いますし、現在もそういう動きを

しない中でも南阿蘇の方から高森町に農地を求めたり、住まい求めたいという問い

合わせがあっているのは事実です。ただ、地域ぐるみの理解とか、新規就農者の本

当の心構えがなければ長続きはいたしませんので、また地域にもご迷惑をかけるこ

とになってしまうと思いますので、いろんな形で体制を整える必要があるかなとい

うふうに思っております。以上です。 

○議長（田上更生君） ３番 興梠壽一君。 

○３番（興梠壽一君） 空き家対策については所有者関係とかいろんな問題等ございま

して、即時に貸付をするとかそういうことは難しいこともあろうかと思いますけど、

なるべく防災も兼ねたその空き家対策とも方策をお願いしたいと思います。 

続きまして有害鳥獣対策と耕作放棄地についてお伺いをしたいと思います。 

有害鳥獣対策につきましては、今まで幾度となく一般質問で町としても対策を講

じられてきております。先日の新聞記事から引用させていただきますけれども、鎖

につながれた犬はイノシシが目の前をとおっても吠えないというような記事がござ

いました。中々これといって有効な手立てがないのが現状かと思います。しかし駆

除対策の一貫として、一昨年から大型箱罠が野尻地区の方に設置をされていますけ
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れども、この箱罠の現在までの効果、実績についてお伺いしたいと思います。また

その効果が当初の見込みでどうなのか、見込みどおりだったのか、見込み以下なの

か、見込み以上なのか、そのあたりの検証もされていると思いますのでそのあたり

の方もよろしくお願いしたいと思います。それから２５年度の予算におきまして、

どのような有害鳥獣の駆除の強化対策はとられているのか、具体的にお願いをした

いと思います。また有害鳥獣の増加については先ほど言いました耕作放棄地が増え

たことにも一因があるかと思います。基本計画ではこの耕作放棄地の解消も掲げて

ございます。現在、人・農地プランで農地等の確認をされていると思いますけれど

も、この耕作放棄地の面積は高森町でどれくらいあるのか、把握されておればお示

しをいただきたいと思います。それからまた耕作放棄地の今後の解消計画等ござい

ましたならばよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（田上更生君） 町長 草村大成君。 

○町長（草村大成君） ３番議員のご質問にお答えいたします。 

耕作放棄地の現在の面積と大型罠の効果実績については後ほど担当課長からお答

えをさせていただきます。まず現在の対策といたしまして、今年の新年度の予算対

策としまして捕獲対応の支援策、林業振興費で上げさせていただいております。こ

れは要は猟犬の飼育に対する補助を加えて、捕獲隊の充実と負担の軽減を図ること

で捕獲隊の皆さんが今まで以上に捕獲頭数の向上に繋げることができるのではない

かという趣旨のもと、この新しい支援策を打たせていただいております。これは実

は猟友隊の議員でもあられます甲斐議員の提案というか、アドバイスをもとに、こ

れをやっている自治体がないのか、実際やったらどうなのかということも検証した

上で非常に実際有効性がある可能性が高いということで今回提案をさせていただき

ました。甲斐議員にもこの場をお借りいたしまして、感謝を申し上げる次第でござ

います。これが１点目。 

２点目は有害鳥獣の普通の駆除の補助金を平成２５年度はシカを２５０頭、イノ

シシが一頭あたり３,０００円で３００頭にしております。 

３つ目が電気牧柵の実証、展示、これは農業振興費で上げておりますが、これは

昨年農林政策課という新しい課をつくりまして、ここに配置された職員は全員箱罠

の資格の免許をなるべく取るような方向性でいてください、ということをお願いを

しております。すなわち若い職員が農林政策課に配置されたらみんながこの箱罠の

資格を最終的には取ってしまうのではないか、ということでこれは課の課長にお願

いをして、できるだけ免許を取っていただきたいと。そして講習会に参加して比較
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的費用が安いこの電気牧柵の正しい管理をすれば被害の防止にも効果があるのでは

ないかということがわかりましたので、１ヘクタール前後の畑の４ヶ所で実証、展

示を行い、農家の参考にしていただくためにも今年やらせていただきたい。それが

三つ目の電気牧柵の実証、展示でございます。 

四つ目は３県合同といたしまして、高千穂、竹田、高森でやっておりますがこれ

は協議会があります。これは平成２５年度の高森町のこの電気牧柵の実証、展示と

してソーラー式電気牧柵など１.５ヘクタール程度のセットを１０セット分２００

万円を現在要望していることでございます。後の耕作放棄地の面積と大型箱罠の効

果と実証については担当の課長から説明をさせていただきます。 

○議長（田上更生君） 農林政策課長 佐藤武文君。 

○農林政策課長（佐藤武文君） ただいま町長の方から有害鳥獣駆除に関しては、ご説

明をいたしましたけれども、ちなみに平成２４年度２月までの捕獲実績につきまし

ては、シカが現在のところ１８９頭、サルが１２頭、イノシシにつきましては、一

人当たり３頭までということでしておりましたので今のところは６２頭が、捕獲保

証金の申請があっております。 

続きまして耕作放棄地につきましてですが、２０１０年の世界農林業センサスで

は、土地持ち非農家を含め耕作放棄地面積は１９６ヘクタールという数字が出てお

ります。また農業委員会の方では毎年耕作放棄地の調査をいたしますけれども、こ

れは、主要な農用地区域に限って調査をしておりますけれども、これについては平

成２４年度では２８.３ヘクタールと把握し、そのうち年度中に５.１ヘクタールの

解消をみております。センサス上の耕作放棄地の解消面積については、今のところ

把握をしておりません。この少なくとも主要な農用地につきましては、人・農地プ

ランの中でも少しでも解消に繋げたい。またいろんな補助事業にあっては耕作放棄

地の解消も一つの条件となっておりますので、国もそういう形で耕作放棄地の解消

を図ろうというふうにしております。 

大型捕獲罠の件ですけれども、大型捕獲罠の効果、実績につきましては平成２３

年度中に町内大字津留の山付、神原地区に１ヶ所ずつ設置して、昨年１０月まで送

信の状態ですとか、扉の落下具合などですとか調整を行いまして、１１月ごろから

本格的に捕獲を行いはじめました。現在のところシカにつきましては両方で１０頭

です。イノシシについては両方で２頭捕獲の実績をあげております。シカにつきま

しては通常の箱罠では捕獲することができませんので捕獲の実績が良く捕れたのか

捕れてないのか、という判断については私どもも判断をできる状態ではないという
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ふうに思っております。ただ地元の捕獲隊の皆さんの話を聞けば、まだまだ実績は

上がるという指摘もいただいておりますので、有害獣がどういうふうにすればこの

罠の中に侵入するか、ということもまだまだ検討していく必要があるというふうに

思っております。その中でも、捕獲した実績もありますけど、何頭か取り逃がした

こともありますので、さらに機械やフェンスの高さなど改良すべき問題も出てきて

いるのが事実です。それから大型捕獲罠も多く設置すれば効果が上がるのではない

かと考えもありますけれども、このことについては捕獲隊の皆さんとも協議しなが

ら、効果が今後ますます上がっていということであって、また必要であれば増設も

検討すべきではないかというふうに思っております。以上です。 

○議長（田上更生君） ３番 興梠壽一君。 

○３番（興梠壽一君） 有害鳥獣対策については先ほど町長の方からお話がありました

とおり２５年度、２４年度に捕獲隊の予算が組まれて対策を講じられているようで

ございます。昨日の建設常任委員会におきまして宇藤議員の方からお話がございま

したけれども色見地区においてはサルの群れが多数出ているということでございま

す。このサルの群れの対策についても併せて対策の方をお願いをしたいと思います。

それから耕作放棄地の解消については一番問題なのは後継者がいない、それから高

齢化の問題、農業所得の低迷、これらの問題で耕作放棄地が増えているかと思いま

す。先ほど言いましたように若者育成、それからＩターン、Ｕターンですね、農業

研修生等の受け入れも一考いただきましてできるだけ耕作放棄地がでないような対

策もお願いをしたいと思います。 

農業関係最後になりますけれども、熊本県では強い農業を目指す方策として、赤

色の農畜産物のブランド化に力を入れるということであります。その一つである赤

牛について新年度において２５年度において本町独自支援策といいますか、策がご

ざいましたならばご説明をお願いしたいと思います。 

○議長（田上更生君） 町長 草村大成君。 

○町長（草村大成君） 自席から失礼します。３番議員の次のご質問にお答えいたしま

す。 

県が非常に赤牛のブランド化に力を入れておりますが、町独自の支援対策はどう

ですかということでございますが、これはもともと私が選挙に出ましたときの政策

集に掲載をしております。簡単に申しますと今回の名称で言いますと、高森町優良

繁殖素牛導入資金貸付制度の創設を本議会で条例を提案しております。この制度の

内容は担当課長の方からご説明をさせていただきますが、私といたしましてもとも
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とこれを非常に打ち出したかったという部分がございましたので、今年は熊本県の

方向性とも合致をいたしましたので、早速提案をさせていただいた次第でございま

す。 

○議長（田上更生君） 農林政策課長 佐藤武文君。 

○農林政策課長（佐藤武文君） 今回第８号議案ということで、高森町優良繁殖素牛導

入資金貸付条例の制定についてということでご提案をいたしておりますけれど、ま

た重ねて内容のご説明をさせていただきたいと思います。 

貸付の金額は繁殖素牛一頭当たり３０万円を限度とするものです。また貸付期間

につきましては５年間として、そのうち２年間の猶予をすることができるようにし

ております。これにつきましては、繁殖素牛を導入いたしましても導入した年から

返済をするというのは時間的に無理がございまして、素牛が成長して生んだ子牛が

市場に出される間は、やがて２年間でございますので、その２年間を猶予できると

いうふうにしているものでございます。３０万円ということで、現在の子牛の取引

価格からすると少し安いんではないかというご意見もありましたけれども、すべて

を町が貸し付けたりイタズラに補助をして高揚心をあおるようなことをしないよう

に農家の皆さまも計画性を持って導入をしていただきたいということで、３０万円

という金額にさせていただいております。以上です。 

○議長（田上更生君） ３番 興梠壽一君。 

○３番（興梠壽一君） 繁殖牛の導入資金としましては、畜産農家におきましては大変

ありがたい資金だろうと思います。政策だと思います。私もこの場をお借りしてお

礼を申し上げたいと思います。ただ年間１０頭ということで３００万円でしたか予

算枠は、１０頭ですので、申請者が殺到するのではないかと思います。無利子とい

うことですので、かなりの申込者が出てくるのではないかと思いますが、一定の貸

付基準は当然設けられておりますので平等性をもった貸付をお願いしたいというこ

とと、貸付後の資金の管理についても十分な注意を払っていただきたいと思います。

最後に要望しておきたいと思います。 

最後の質問になりますけれども、立野ダム本体工事に伴う本町の影響についてと

いうことで質問をさせていただきます。 

国土交通省においては２０１３年度政府予算におきまして、事業見直しの対象だ

った国営立野ダムの建設事業費に、昨年の６倍、２８億３,２００万円を盛り込み

まして本体工事が着工されようとしています。熊日新聞で、検証立野ダムというこ

とで連載が組まれました。この立野ダムが建設されると、約３０センチ、それから
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白川沿いの河川工事が進みますと約２５センチ、合わせて５５センチほどの水位が

熊本市内の入口あたりの白川の水位が下がるだろうというような試算がされており

ます。これも勘案をいたしまして観光立町を第一の政策とされております町長の考

え、阿蘇の玄関口の立野ダムの建設が政策におきまして、今後どのような影響を及

ぼすのか町長のお考えをお尋ねしたいと思います。 

○議長（田上更生君） 町長 草村大成君。 

○町長（草村大成君） ３番議員のご質問にお答えいたします。 

立野ダムの本体工事着工に伴う影響ということです。そして立野ダムが阿蘇の玄

関口になるということで、観光立町も揚げておりますし、この産業も含めましてこ

の高森町への影響についてという質問であるというふうに思っております。基本的

に去年の災害もそうでございますが立野ダム自体は熊本市を中心とする白川の下流

域を洪水から守るための、国によってつくられる洪水調節のダムという認識が一点

でございます。下流域の住民の皆さんの生命、財産を守るために、スピード感を持

った対応が必要ではありますが、やはり先ほど議員がご指摘いただきましたように、

その整備においては国においてはもちろん環境や景観への配慮が行われるべきだと

いうふうに認識しております。 

それと、もう一点が、国に対しては上流地域の住民に対しても丁寧な説明が必要

ではないかというふうに思っております。しかしながら国が主体ですので、国がや

るべきではないかなというふうに思っております。 

もう一点、最後になりますが、特にこの立野ダムの検証委員会の中で、この国土

交通省の方とお話をしましたときに、私としましては先ほど申し上げましたように

景観に配慮したデザイン、ダムの工事の手法等々を、環境保全措置という言葉でこ

れを加えなければいけないのではないかと、その必要性は訴えてきておりますこと

をご報告をさせていただきます。以上です。 

○議長（田上更生君） ３番 興梠壽一君。 

○３番（興梠壽一君） 立野ダムにおいては通常は水を貯めない穴あき式のダムという

ことで新聞には書いてございます。先ほど町長が言われましたように自然景観に配

慮したダムを検討委員会でも進言していただきたいと思います。よろしくお願いし

ておきます。また新聞によりますと立野ダムが完成すると高さ約６０メートルの鉄

橋、南阿蘇鉄道の鉄橋ですが、満水時には基礎部分とアーチ部分が一部浸水すると

されております。それに基づいて架け替えか、補強等が今度必要ではないかという

ことで、協議が必要ということでされております。今後高森町の政策にもございま
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すけれども、平成２５年度においてデュアル・モード・ビークル、通称ＤＭＶの導

入に向けて取り組みをなされるということでございます。工事の成り行きでは、観

光客や通勤または通学利用者、またＤＭＶの導入に影響が出る可能性等もございま

すが、その影響についてどのような考えをお持ちかをお聞きしたいと思います。 

○議長（田上更生君） 町長 草村大成君。 

○町長（草村大成君） ３番議員のご質問のお答えします。 

完成した場合の満水のときには浸水するというご質問だと思いますが、これは先

ほど議員がおっしゃいましたように、現時点でＤＭＶのデュアル・モード・ビーク

ルは横にちょっと置きまして、通常今の南阿蘇鉄道の運営で申し上げますと、鉄橋

の架け替えというか補強の部分、先ほど議員がおっしゃられたこともそのことを要

望と協議の中に入っております。現時点で考えられるのはそれしか今のところはな

いということでございます。例えばＤＭＶの今後の例えば普及につきましてもそれ

はまた横で協議を重ねていっているわけでございますが、国土交通省がＪＲ北海道

からの再三再四の働きかけによって、熊本県も一緒になりまして、また四国の地方

も一緒になりまして、このＤＭＶをさらに加速させるという動きが非常に強まって

きております。その会議のメンバーを見てみますと、官僚の中でもスピード感を持

って取り組まれた実績があられる方がかなりメンバーに入っていらっしゃいますの

で、ある程度の進むスピード感というのは出てくるのではないかというふうに思っ

ております。またその中で平成１９年にＤＭＶが最初に話にあがったときにその時

の問題点として例えば立野の鉄橋のところでＤＭＶ自体が軽量ですので、風で揺れ

ないか、事故に繋がらないかということが一番の懸念材料だったわけでございます

が、実は技術の開発によってほぼパーフェクトにクリアできるということを、現在

そういう方向性で話を協議会の中では進んでいるわけであります。ただその根拠が

何なのかというのはまだ私も聞いておりません。ただ前回の東京の国交省での会議

の中で、私が発言したのは前回問題点になっているその部分についてのクリアにつ

いてはどうかということと、従来の今ある鉄道のレールをそのまま使うことができ

ない。中身の仕組みが実は違うわけなのです。ある意味言うなれば全部はめ変え直

すような話もこれは案なんですけど、そういうことをやらなければいけないことに

なるかもしれないということもおっしゃっておりましたこともご報告をさせていた

だきます。質問に対してのお答えは今のところ架け替えか、補修、補強、それしか

ないしそれをちゃんと要望しているとお伝えしたいと思います。 

○議長（田上更生君） ３番 興梠壽一君。 
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○３番（興梠壽一君） どうもありがとうございました。今日は農業政策について中心

にお尋ねをいたしました。ありがとうございました。私は３４年間農協の方に勤め

させていただきまして、特に金融関係の方に仕事を携わってきました。そのときに

痛切に感じましたのが、高森町の農業に大変貢献された農家が、本当に報われない

ような事態に陥った方もございます。本当にこれが一番私の農協時代の一番悩まし

いことでございました。どうか今後も高森町におきましても、先ほど言いました農

家の所得が一円でも上がるような政策を今後もお願いをいたしまして質問を終わり

たいと思います。どうもありがとうございました。 

○議長（田上更生君） ３番 興梠壽一君の質問を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（田上更生君） これで、一般質問は終了しました。 

以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

最後に傍聴者の皆さんにごあいさつ申し上げます。 

本日は、大変皆さん方お忙しい中に議会傍聴においでいただきまして本当にあり

がとうございます。今日５名の議員が質問をし、町長、執行部のこれからの政策

等について議会議員が正したわけでございます。これからも議会も町民と一体と

なった、皆さんが安心安全に暮らせる町づくりに向けて努力をしてまいりたいと

思っておりますので、これからもどうぞよろしくお願いを申し上げまして本日は

これで散会いたします。 

本日は誠にありがとうございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午後３時２５分 
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午前１０時００分開議 
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 日程第１ 議案第３２号 高森町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について 

 日程第２ 発議第 １号 高森町議会委員会条例の一部改正について 

 日程第３ 発委第 １号 高森町議会会議規則の一部改正について 

 日程第４ 高森町選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について 

 日程第５ 農業委員の推薦の件 

 日程第６ 付託案件の委員長報告並びに採決について 

 日程第７ 特別委員長報告について 

 日程第８ 委員会の閉会中の継続調査申出書について 

 

２．出席議員は次のとおりである。（１０名） 
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建設課審議員  岩 田 秋 広 君   総務課長補佐  東   幸 祐 君 
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開議 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（田上更生君） おはようございます。 

これから本日の会議を開きます。 

なお、税務課課長補佐 工藤英二君、健康推進課課長補佐 阿部恭二君から欠席

届があっておりますのでご報告しておきます。 

お諮りします。 

お手元に配付してあります日程にしたがって議事を進めたいと思います。ご異議

ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。それでは、日程にしたがって議事を進め

ます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 議案第３２号 高森町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について 

○議長（田上更生君） 日程第１、議案第３２号、高森町新型インフルエンザ等対策本

部条例の制定についてを議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。健康推進課長 岩下公治君。 

○健康推進課長（岩下公治君） おはようございます。 

議案第３２号で追加提案いたしました、高森町新型インフルエンザ等対策本部条

例制定について提案理由の説明をいたします。 

新型インフルエンザ発生時にその脅威から国民の生命と健康を守り、国民の生活

や経済に及す影響が最小になるようにするため、新型インフルエンザ等対策特別措

置法が平成２４年５月１１日に公布されました。これに伴いまして、市町村におい

ては体制整備のために法の施行日までに新型インフルエンザ等対策本部条例を制定

する必要が生じたため提案するものでございます。 

条例案をご覧ください。 

第１条に趣旨を記載いたしております。この中で新型インフルエンザ等対策特別

措置法の概略を説明申し上げますと、国民の大部分が、現在、その免疫を獲得して

いないことなどから、新型インフルエンザなどが全国的に急速に蔓延し、これにか

かった場合は症状の程度が重篤となる恐れがあります。また、国民生活及び国民経

済に重大な影響を及す恐れもあります。このことにより、新型インフルエンザ等対

策の実施に関する計画、新型インフルエンザ等の発生時における措置、新型インフ
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ルエンザ等緊急事態措置、その他新型インフルエンザ等に関する事項について特別

の措置を定めることとされているものです。 

具体的には、感染症の予防、感染症の患者に対する医療、その他新型インフルエ

ンザ等の発生の予防及び蔓延の防止と相まって、新型インフルエンザ等に対する対

策の強化を図り、新型インフルエンザ等の発生時において国民の生命、健康を保護

し、国民生活と国民経済に及す影響が最小となるようにすることを目的としている

ものでございます。 

続きまして、第２条、組織といたしましては、本部長を含む対策本部職員は、町

長が任命することといたしております。 

第３条に、情報交換や連絡調整等を行うための会議開催について定めております。 

第４条において、対策本部の庶務を健康推進課に置くことといたしております。 

以上、ご説明申し上げましたが、ご審議の上、ご決定いただきますようお願い申

し上げ、説明といたします。 

○議長（田上更生君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 

これから議案第３２号、高森町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定につい

てを採決します。 

本案について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第３２号、高森町新型

インフルエンザ等対策本部条例の制定については、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２ 発議第１号 高森町議会委員会条例の一部改正について 

○議長（田上更生君） 日程第２、発議第１号、高森町議会委員会条例の一部改正につ

いてを議題とします。 

本案について、趣旨説明を求めます。提出者、２番 後藤三治君。 

○２番（後藤三治君） おはようございます。２番 後藤です。 
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提出者を代表いたしまして、高森町議会委員会条例の一部改正について趣旨説明

をいたします。 

今回の改正は、総務省に設置された地方行財政検討会議及び内閣総理大臣の諮問

機関である第３０次地方制度調査会における検討を経て、第１８０回国会に提出さ

れた地方自治法の一部を改正する法律が、平成２４年８月２９日に成立したことに

伴い、町村議会の会議規則、委員会条例等について所要の見直しを行う必要がある

ことから、全国町村議長会では平成２４年４月以降、町村議会制度運営に関する検

討委員会において検討を重ね、今回、町村議会委員会条例の一部を改正することと

なりました。 

改正する内容につきましては、委員会条例新旧対照表をご覧いただきますようお

願いいたします。 

議員各位におかれましては、この条例の一部改正をご理解いただき、ご賛同賜り

ますようお願い申し上げます。 

以上、提案理由の説明を終わります。 

○議長（田上更生君） 趣旨説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑

はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 

お諮りします。 

後藤三治君ほか２名から提出されました発議第１号、高森町議会委員会条例の一

部改正については、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、後藤三治君ほか２名から提

出されました発議第１号、高森町議会委員会条例の一部改正については、可決され

ました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第３ 発委第１号 高森町議会会議規則の一部改正について 

○議長（田上更生君） 日程第３、発委第１号、高森町議会会議規則の一部改正につい

てを議題とします。 
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本案について、趣旨説明を求めます。提出者、議会運営委員長 立山広滋君。 

○議会運営委員長（立山広滋君） おはようございます。５番 立山です。 

高森町議会会議規則の一部改正について、提案理由を申し上げます。 

今回の改正は、総務省に設置された地方行財政検討会議及び内閣総理大臣の諮問

機関である第３０次地方制度調査会における検討を経て、第１８０回国会に提出さ

れ地方自治法の一部を改正する法律が、平成２４年８月２９日に成立したことに伴

い、町村議会の会議規則、委員会条例等について所要の見直しを行う必要があるこ

とから、全国町村議長会では平成２４年４月以降、町村議会制度運営に関する検討

委員会において検討を重ね、今回、町村議会会議規則の一部を改正することとなり

ました。 

改正する内容につきましては、会議規則新旧対照表をご覧いただきますようお願

いいたします。 

議員各位におかれましては、この規則の一部改正をご理解いただき、ご賛同賜り

ますようお願い申し上げます。 

以上、提案理由の説明を終わります。 

○議長（田上更生君） 趣旨説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑

はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 

お諮りします。 

発委第１号、高森町議会会議規則の一部改正については、原案のとおり決定する

ことにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、発委第１号、高森町議会会

議規則の一部改正については、可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第４ 高森町選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について 

○議長（田上更生君） 日程第４、高森町選挙管理委員会委員及び補充員の選挙を行い

ます。 
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お諮りします。 

選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によって、指名推薦

にしたいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は、指名推薦に

より行うことに決定しました。 

お諮りします。 

選挙の方法については、議長が指名することにしたいと思います。ご異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議長が指名することに決定

しました。 

高森町選挙管理委員会委員には、岩下弘三君、住吉壽良君、小糸善康君、岩下一

夫君、以上の方を指名します。 

お諮りします。 

ただいま議長が指名しました方を高森町選挙管理委員会委員の当選人と定めるこ

とにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しました岩下

弘三君、住吉壽良君、小糸善康保君、岩下一夫君、以上の方が高森町選挙管理委員

会委員に当選されました。 

次に、高森町選挙管理委員会委員補充員には、津留康憲君、後藤武君、遠山篤雄

君、白石博昭君、以上の方を指名します。補充員の順位については、各委員ごとの

順位とすることにいたします。 

お諮りします。 

ただいま議長が指名しました方を高森町選挙管理委員会委員補充員の当選人と定

めることにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しました津留

康憲君、後藤武君、遠山篤雄君、白石博昭君、以上の方が高森町選挙管理委員会委

員補充員に当選されました。 

なお、委員及び補充員の詳細については、お手元に配付しました名簿のとおりで
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あります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第５ 農業委員の推薦の件 

○議長（田上更生君） 日程第５、農業委員の推薦の件を議題とします。 

６番 森田勝君については、本人に関する件であり、地方自治法第１１７条の規

定によって除斥となります。森田勝君の退場を求めます。 

［森田勝議員 退場］ 

○議長（田上更生君） お諮りします。 

議会推薦の農業委員に森田勝君を推薦したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議会推薦の農業委員は、森

田勝君を推薦することに決定しました。 

これより森田勝君の入場を認めます。 

［森田勝議員 入場］ 

○議長（田上更生君） 森田勝君に申し伝えます。農業委員の推薦の件については、森

田勝君を推薦することに決定しましたので、その旨申し伝えます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第６ 付託案件の委員長報告並びに採決について 

○議長（田上更生君） 日程第６、付託案件の委員長報告並びに採決についてを議題と

します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 議案第４号 高森町過疎地域自立促進計画の変更について 

○議長（田上更生君） 議案第４号、高森町過疎地域自立促進計画の変更については、

総務常任委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。 

総務常任委員長 立山広滋君。 

○総務常任委員長（立山広滋君） ５番 立山です。 

総務常任委員会に付託されました議案第４号、高森町過疎地域自立促進計画の変

更につきましては、３月８日午後１時から、第３、４委員会室におきまして、総務

課より村上課長、東課長補佐及び後藤総務係長に出席を求め、詳細に説明を受け、

慎重に審議いたしました結果、全委員異議なく可とすることに決定をいたしました。 

報告、終わります。 

○議長（田上更生君） 委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行います。
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質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、委員長の報告のとおり決定したいと思います。ご異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第４号、高森町過疎地

域自立促進計画の変更については、委員長の報告のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 議案第５号 高森町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例の制定について 

○議長（田上更生君） 議案第５号、高森町指定地域密着型サービスの事業の人員、設

備及び運営に関する基準を定める条例の制定については、文教厚生常任委員会に付

託してありましたので、委員長の報告を求めます。 

文教厚生常任委員長 後藤三治君。 

○文教厚生常任委員長（後藤三治君） ２番 後藤です。 

文教厚生常任委員会に付託されました議案第５号、高森町指定地域密着型サービ

スの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定につきましては、

３月１１日午前１１時３０分から、第３、４委員会室におきまして、健康推進課よ

り岩下課長、阿部課長補佐、担当係長に出席を求め、詳細に説明を受け、慎重に審

議いたしました結果、全委員異議なく可とすることに決定いたしました。 

報告、終わります。 

○議長（田上更生君） 委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、委員長の報告のとおり決定したいと思います。ご異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第５号、高森町指定地

域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定に

ついては、委員長の報告のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 議案第６号 高森町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並

びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準を定める条例の制定について 

○議長（田上更生君） 議案第６号、高森町指定地域密着型介護予防サービスの事業の

人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定については、文教厚生常任

委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。 

文教厚生常任委員長 後藤三治君。 

○文教厚生常任委員長（後藤三治君） ２番 後藤です。 

文教厚生常任委員会に付託されました議案第６号、高森町指定地域密着型介護予

防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定につき

ましては、３月１１日午前１１時３０分から、第３、４委員会室におきまして、健

康推進課より岩下課長、阿部課長補佐、担当係長に出席を求め、詳細に説明を受け、

慎重に審議いたしました結果、全委員異議なく可とすることに決定いたしました。 

報告、終わります。 

○議長（田上更生君） 委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 
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お諮りします。 

本案については、委員長の報告のとおり決定したいと思います。ご異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第６号、高森町指定地

域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護

予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条

例の制定については、委員長の報告のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 議案第７号 高森町農業振興地域整備促進協議会条例の制定について 

○議長（田上更生君） 議案第７号、高森町農業振興地域整備促進協議会条例の制定に

ついては、建設経済常任委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めま

す。 

建設経済常任委員長 興梠壽一君。 

○建設経済常任委員長（興梠壽一君） おはようございます。３番 興梠です。 

建設経済常任委員会に付託されました議案第７号、高森町農業振興地域整備促進

協議会条例の制定につきましては、３月１３日午前１１時３０分から、第３、４委

員会室におきまして、農林政策課より佐藤課長、後藤課長補佐及び安藤係長に出席

を求め、詳細に説明を受け、慎重に審議いたしました結果、全委員異議なく可とす

ることに決定いたしました。 

報告、終わります。 

○議長（田上更生君） 委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、委員長の報告のとおり決定したいと思います。ご異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第７号、高森町農業振

興地域整備促進協議会条例の制定については、委員長の報告のとおり可決されま

した。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 議案第８号 高森町優良繁殖素牛導入資金貸付条例の制定について 

○議長（田上更生君） 議案第８号、高森町優良繁殖素牛導入資金貸付条例の制定につ

いては、建設経済常任委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。 

建設経済常任委員長 興梠壽一君。 

○建設経済常任委員長（興梠壽一君） ３番 興梠です。 

建設経済常任委員会に付託されました議案第８号、高森町優良繁殖素牛導入資金

貸付条例の制定につきましては、３月１３日午前１１時３０分から、第３、４委員

会室におきまして、農林政策課より佐藤課長、後藤課長補佐及び安藤係長に出席を

求め、詳細に説明を受け、慎重に審議をいたしました結果、全委員異議なく可とす

ることに決定いたしました。 

報告、終わります。 

○議長（田上更生君） 委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、委員長の報告のとおり決定したいと思います。ご異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第８号、高森町優良繁

殖素牛導入資金貸付条例の制定については、委員長の報告のとおり可決されまし

た。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 議案第９号 高森町有機農業推進施設条例の一部改正について 

○議長（田上更生君） 議案第９号、高森町有機農業推進施設条例の一部改正について
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は、建設経済常任委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。 

建設経済常任委員長 興梠壽一君。 

○建設経済常任委員長（興梠壽一君） ３番 興梠です。 

建設経済常任委員会に付託されました議案第９号、高森町有機農業推進施設条例

の一部改正につきましては、３月１３日午前１１時３０分から、第３、４委員会室

におきまして、農林政策課より佐藤課長、後藤課長補佐及び安藤係長に出席を求め、

詳細に説明を受け、慎重に審議いたしました結果、全委員異議なく可とすることに

決定いたしました。 

報告、終わります。 

○議長（田上更生君） 委員長の報告が終わりましたので、質疑を行います。質疑はあ

りませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、委員長の報告のとおり決定したいと思います。ご異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第９号、高森町有機農

業推進施設条例の一部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 議案第１０号 高森町税特別措置条例の一部改正について 

○議長（田上更生君） 議案第１０号、高森町税特別措置条例の一部改正については、

総務常任委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。 

総務常任委員長 立山広滋君。 

○総務常任委員長（立山広滋君） ５番 立山です。 

総務常任委員会に付託されました議案第１０号、高森町税特別措置条例の一部改

正につきましては、３月８日午前１１時２０分から、第３、４委員会室におきまし

て、税務課より色見課長、工藤課長補佐に出席を求め、詳細に説明を受け、慎重に

審議いたしました結果、全委員異議なく可とすることに決定をいたしました。 
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報告、終わります。 

○議長（田上更生君） 委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、委員長の報告のとおり決定したいと思います。ご異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１０号、高森町税特

別措置条例の一部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 議案第１１号 高森町重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部改正について 

○議長（田上更生君） 議案第１１号、高森町重度心身障害者医療費助成に関する条例

の一部改正については、文教厚生常任委員会に付託してありましたので、委員長の

報告を求めます。 

文教厚生常任委員長 後藤三治君。 

○文教厚生常任委員長（後藤三治君） ２番 後藤です。 

文教厚生常任委員会に付託されました議案第１１号、高森町重度心身障害者医療

費助成に関する条例の一部改正につきましては、３月１１日午後３時３０分から、

第３、４委員会室におきまして、住民福祉課より古澤課長、佐藤課長補佐、担当係

長に出席を求め、詳細に説明を受け、慎重に審議いたしました結果、全委員異議な

く可とすることに決定をいたしました。 

報告、終わります。 

○議長（田上更生君） 委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、委員長の報告のとおり決定したいと思います。ご異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１１号、高森町重度

心身障害者医療費助成に関する条例の一部改正については、委員長の報告のとお

り可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 議案第１２号 高森町子ども医療費助成に関する条例の一部改正について 

○議長（田上更生君） 議案第１２号、高森町子ども医療費助成に関する条例の一部改

正については、文教厚生常任委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求

めます。 

文教厚生常任委員長 後藤三治君。 

○文教厚生常任委員長（後藤三治君） ２番 後藤です。 

文教厚生常任委員会に付託されました議案第１２号、高森町子ども医療費助成に

関する条例の一部改正につきましては、３月１１日午前１１時３０分から、第３、

４委員会室におきまして、健康推進課より岩下課長、阿部課長補佐、担当係長に出

席を求め、詳細に説明を受け、慎重に審議いたしました結果、全委員異議なく可と

することに決定いたしました。 

報告、終わります。 

○議長（田上更生君） 委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、委員長の報告のとおり決定したいと思います。ご異議ありませ

んか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１２号、高森町子ど

も医療費助成に関する条例の一部改正については、委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 議案第１３号 高森町が管理する町道の構造の技術的基準等に関する条例の制定につ

いて 

○議長（田上更生君） 議案第１３号、高森町が管理する町道の構造の技術的基準等に

関する条例の制定については、建設経済常任委員会に付託してありましたので、委

員長の報告を求めます。 

建設経済常任委員長 興梠壽一君。 

○建設経済常任委員長（興梠壽一君） ３番 興梠です。 

建設経済常任委員会に付託されました議案第１３号、高森町が管理する町道の構

造の技術的基準等に関する条例の制定につきましては、３月１３日午前１０時から、

第３、４委員会室におきまして、建設課より廣木課長、岩田審議員及び担当係長に

出席を求め、詳細に説明を受け、慎重に審議いたしました結果、全委員異議なく可

とすることに決定いたしました。 

報告、終わります。 

○議長（田上更生君） 委員長の報告が終わりましたので、質疑を行います。質疑はあ

りませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、委員長の報告のとおり決定したいと思います。ご異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１３号、高森町が管

理する町道の構造の技術的基準等に関する条例の制定については、委員長の報告

のとおり可決されました。 
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－－－－－－－○－－－－－－－ 

 議案第１４号 高森町移動円滑化のために必要な道路の構造の基準に関する条例の制

定について 

○議長（田上更生君） 議案第１４号、高森町移動円滑化のために必要な道路の構造の

基準に関する条例の制定については、建設経済常任委員会に付託してありましたの

で、委員長の報告を求めます。 

建設経済常任委員長 興梠壽一君。 

○建設経済常任委員長（興梠壽一君） ３番 興梠です。 

建設経済常任委員会に付託されました議案第１４号、高森町移動円滑化のために

必要な道路の構造の基準に関する条例の制定につきましては、３月１３日午前１０

時から、第３、４委員会室におきまして、建設課より廣木課長、岩田審議員及び担

当係長に出席を求め、詳細に説明を受け、慎重に審議いたしました結果、全委員異

議なく可とすることに決定をいたしました。 

報告、終わります。 

○議長（田上更生君） 委員長の報告が終わりましたので、質疑を行います。質疑はあ

りませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、委員長の報告のとおり決定したいと思います。ご異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１４号、高森町移動

円滑化のために必要な道路の構造の基準に関する条例の制定については、委員長

の報告のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 議案第１５号 高森町準用河川管理施設等の構造の技術的基準に関する条例の制定に

ついて 

○議長（田上更生君） 議案第１５号、高森町準用河川管理施設等の構造の技術的基準
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に関する条例の制定については、建設経済常任委員会に付託してありましたので、

委員長の報告を求めます。 

建設経済常任委員長 興梠壽一君。 

○建設経済常任委員長（興梠壽一君） ３番 興梠です。 

建設経済常任委員会に付託されました議案第１５号、高森町準用河川管理施設等

の構造の技術的基準に関する条例の制定につきましては、３月１３日午前１０時か

ら、第３、４委員会室におきまして、建設課より廣木課長、岩田審議員及び担当係

長に出席を求め、詳細に説明を受け、慎重に審議いたしました結果、全委員異議な

く可とすることに決定をいたしました。 

報告、終わります。 

○議長（田上更生君） 委員長の報告が終わりましたので、質疑を行います。質疑はあ

りませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、委員長の報告のとおり決定したいと思います。ご異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１５号、高森町準用

河川管理施設等の構造の技術的基準に関する条例の制定については、委員長の報

告のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 議案第１６号 高森町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技

術管理者の資格基準に関する条例の制定について 

○議長（田上更生君） 議案第１６号、高森町水道事業布設工事監督者の配置基準及び

資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の制定については、建設経

済常任委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。 

建設経済常任委員長 興梠壽一君。 

○建設経済常任委員長（興梠壽一君） ３番 興梠です。 
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建設経済常任委員会に付託されました議案第１６号、高森町水道事業布設工事監

督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の制定

につきましては、３月１３日午前１０時から、第３、４委員会室におきまして、建

設課より廣木課長、岩田審議員及び担当係長に出席を求め、詳細に説明を受け、慎

重に審議いたしました結果、全委員異議なく可とすることに決定をいたしました。 

報告、終わります。 

○議長（田上更生君） 委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、委員長の報告のとおり決定したいと思います。ご異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１６号、高森町水道

事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関

する条例の制定については、委員長の報告のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 議案第１７号 高森町営住宅条例の一部改正について 

○議長（田上更生君） 議案第１７号、高森町営住宅条例の一部改正については、建設

経済常任委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。 

建設経済常任委員長 興梠壽一君。 

○建設経済常任委員長（興梠壽一君） ３番 興梠です。 

建設経済常任委員会に付託されました議案第１７号、高森町営住宅条例の一部改

正につきましては、３月１３日午前１０時から、第３、４委員会室におきまして、

建設課より廣木課長、岩田審議員及び担当係長に出席を求め、詳細に説明を受け、

慎重に審議いたしました結果、全委員異議なく可とすることに決定をいたしました。 

報告、終わります。 

○議長（田上更生君） 委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行います。
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質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、委員長の報告のとおり決定したいと思います。ご異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１７号、高森町営住

宅条例の一部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 議案第１８号 平成２４年度高森町一般会計補正予算について 

○議長（田上更生君） 議案第１８号、平成２４年度高森町一般会計補正予算について

は、各常任委員会に付託してありましたので、各委員長の報告を求めます。 

総務常任委員長 立山広滋君。 

○総務常任委員長（立山広滋君） ５番 立山です。 

総務常任委員会に付託されました議案第１８号、平成２４年度高森町一般会計補

正予算につきましては、３月８日午前１０時から、第３、４委員会室におきまして、

政策推進課より甲斐課長、服部審議員及び各係長、午前１１時２０分から、税務課

より色見課長、工藤課長補佐及び各係長、午後１時から、総務課より村上課長、東

課長補佐及び各係長、また午後３時から、監査事務局より安方事務局長、議会事務

局より古庄事務局長、松本庶務係長に出席を求め、詳細に説明を受け、慎重に審議

いたしました結果、全委員異議なく可とすることに決定をいたしました。 

報告、終わります。 

○議長（田上更生君） 文教厚生常任委員長 後藤三治君。 

○文教厚生常任委員長（後藤三治君） ２番 後藤です。 

文教厚生常任委員会に付託されました議案第１８号、平成２４年度高森町一般会

計補正予算につきましては、３月１１日午前１０時から、第３、４委員会室におき

まして、教育委員会より佐藤教育長、後藤事務局長、沼田次長及び各係長、午前１

１時３０分から、健康推進課より岩下課長、阿部課長補佐及び各係長、午後３時３
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０分から、住民福祉課より古澤課長、佐藤課長補佐、各園長及び各係長に出席を求

め、詳細に説明を受け、慎重に審議いたしました結果、全委員異議なく可とするこ

とに決定をいたしました。 

報告、終わります。 

○議長（田上更生君） 建設経済常任委員長 興梠壽一君。 

○建設経済常任委員長（興梠壽一君） ３番 興梠です。 

建設経済常任委員会に付託されました議案第１８号、平成２４年度高森町一般会

計補正予算につきましては、３月１３日午前１０時から、第３、４委員会室におき

まして、建設課より廣木課長、岩田審議員及び各係長、午前１１時３０分から、農

林政策課より佐藤課長、後藤課長補佐及び安藤係長に出席を求め、詳細に説明を受

け、慎重に審議いたしました結果、全委員異議なく可とすることに決定をいたしま

した。 

報告、終わります。 

○議長（田上更生君） 各常任委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行い

ます。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、各委員長の報告のとおり決定したいと思います。ご異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１８号、平成２４年

度高森町一般会計補正予算については、各委員長の報告のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 議案第１９号 平成２４年度高森町国民健康保険特別会計補正予算について 

○議長（田上更生君） 議案第１９号、平成２４年度高森町国民健康保険特別会計補正

予算については、文教厚生常任委員会に付託してありましたので、委員長の報告を

求めます。 

文教厚生常任委員長 後藤三治君。 
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○文教厚生常任委員長（後藤三治君） ２番 後藤です。 

文教厚生常任委員会に付託されました議案第１９号、平成２４年度高森町国民健

康保険特別会計補正予算につきましては、３月１１日午前１１時３０分から、第３、

４委員会室におきまして、健康推進課より岩下課長、阿部課長補佐、担当係長に出

席を求め、詳細に説明を受け、慎重に審議いたしました結果、全委員異議なく可と

することに決定いたしました。 

報告、終わります。 

○議長（田上更生君） 委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、委員長の報告のとおり決定したいと思います。ご異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１９号、平成２４年

度高森町国民健康保険特別会計補正予算については、委員長の報告のとおり可決

されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 議案第２０号 平成２４年度高森町後期高齢者医療特別会計補正予算について 

○議長（田上更生君） 議案第２０号、平成２４年度高森町後期高齢者医療特別会計補

正予算については、文教厚生常任委員会に付託してありましたので、委員長の報告

を求めます。 

文教厚生常任委員長 後藤三治君。 

○文教厚生常任委員長（後藤三治君） ２番 後藤です。 

文教厚生常任委員会に付託されました議案第２０号、平成２４年度高森町後期高

齢者医療特別会計補正予算につきましては、３月１１日午前１１時３０分から、第

３、４委員会室におきまして、健康推進課より岩下課長、阿部課長補佐、担当係長

に出席を求め、詳細に説明を受け、慎重に審議いたしました結果、全委員異議なく
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可とすることに決定いたしました。 

報告、終わります。 

○議長（田上更生君） 委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、委員長の報告のとおり決定したいと思います。ご異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２０号、平成２４年

度高森町後期高齢者医療特別会計補正予算については、委員長の報告のとおり可

決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 議案第２１号 平成２４年度高森町介護保険特別会計補正予算について 

○議長（田上更生君） 議案第２１号、平成２４年度高森町介護保険特別会計補正予算

については、文教厚生常任委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求め

ます。 

文教厚生常任委員長 後藤三治君。 

○文教厚生常任委員長（後藤三治君） ２番 後藤です。 

文教厚生常任委員会に付託されました議案第２１号、平成２４年度高森町介護保

険特別会計補正予算につきましては、３月１１日午前１１時３０分から、第３、４

委員会室におきまして、健康推進課より岩下課長、阿部課長補佐、担当係長に出席

を求め、詳細に説明を受け、慎重に審議いたしました結果、全委員異議なく可とす

ることに決定いたしました。 

報告、終わります。 

○議長（田上更生君） 委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、委員長の報告のとおり決定したいと思います。ご異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２１号、平成２４年

度高森町介護保険特別会計補正予算については、委員長の報告のとおり可決され

ました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 議案第２２号 平成２４年度高森町簡易水道事業特別会計補正予算について 

○議長（田上更生君） 議案第２２号、平成２４年度高森町簡易水道事業特別会計補正

予算については、建設経済常任委員会に付託してありましたので、委員長の報告を

求めます。 

建設経済常任委員長 興梠壽一君。 

○建設経済常任委員長（興梠壽一君） ３番 興梠です。 

建設経済常任委員会に付託されました議案第２２号、平成２４年度高森町簡易水

道事業特別会計補正予算につきましては、３月１３日午前１０時から、第３、４委

員会室におきまして、建設課より廣木課長、岩田審議員及び担当係長に出席を求め、

詳細に説明を受け、慎重に審議いたしました結果、全委員異議なく可とすることに

決定をいたしました。 

報告、終わります。 

○議長（田上更生君） 委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 

お諮りします。 



 

－167－

本案については、委員長の報告のとおり決定したいと思います。ご異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２２号、平成２４年

度高森町簡易水道事業特別会計補正予算については、委員長の報告のとおり可決

されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 議案第２３号 平成２４年度高森町農業用水供給事業特別会計補正予算について 

○議長（田上更生君） 議案第２３号、平成２４年度高森町農業用水供給事業特別会計

補正予算については、建設経済常任委員会に付託してありましたので、委員長の報

告を求めます。 

建設経済常任委員長 興梠壽一君。 

○建設経済常任委員長（興梠壽一君） ３番 興梠です。 

建設経済常任委員会に付託されました議案第２３号、平成２４年度高森町農業用

水供給事業特別会計補正予算につきましては、３月１３日午前１０時から、第３、

４委員会室におきまして、建設課より廣木課長、岩田審議員及び担当係長に出席を

求め、詳細に説明を受け、慎重に審議いたしました結果、全委員異議なく可とする

ことに決定をいたしました。 

報告、終わります。 

○議長（田上更生君） 委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、委員長の報告のとおり決定したいと思います。ご異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２３号、平成２４年

度高森町農業用水供給事業特別会計補正予算については、委員長の報告のとおり
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可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 議案第２４号 平成２４年度高森町鉄道経営対策事業基金特別会計補正予算について 

○議長（田上更生君） 議案第２４号、平成２４年度高森町鉄道経営対策事業基金特別

会計補正予算については、総務常任委員会に付託してありましたので、委員長の報

告を求めます。 

総務常任委員長 立山広滋君。 

○総務常任委員長（立山広滋君） ５番 立山です。 

総務常任委員会に付託されました議案第２４号、平成２４年度高森町鉄道経営対

策事業基金特別会計補正予算につきましては、３月８日午前１０時から、第３、４

委員会室におきまして、政策推進課より甲斐課長、服部審議員及び担当係長に出席

を求め、詳細に説明を受け、慎重に審議いたしました結果、全委員異議なく可とす

ることに決定をいたしました。 

報告、終わります。 

○議長（田上更生君） 委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、委員長の報告のとおり決定したいと思います。ご異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２４号、平成２４年

度高森町鉄道経営対策事業基金特別会計補正予算については、委員長の報告のと

おり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 議案第２５号 平成２５年度高森町一般会計予算について 

○議長（田上更生君） 議案第２５号、平成２５年度高森町一般会計予算については、

各常任委員会に付託してありましたので、各委員長の報告を求めます。 



 

－169－

総務常任委員長 立山広滋君。 

○総務常任委員長（立山広滋君） ５番 立山です。 

総務常任委員会に付託されました議案第２５号、平成２５年度高森町一般会計予

算につきましては、３月８日午前１０時から、第３、４委員会室におきまして、政

策推進課より甲斐課長、服部審議員及び各係長、午前１１時２０分から、税務課よ

り色見課長、工藤課長補佐及び各係長、午後１時から、総務課より村上課長、東課

長補佐及び各係長、また午後３時から、会計課より荒牧係長、監査事務局より安方

事務局長、議会事務局より古庄事務局長、松本庶務係長に出席を求め、詳細に説明

を受け、慎重に審議いたしました結果、全委員異議なく可とすることに決定をいた

しました。 

報告、終わります。 

○議長（田上更生君） 文教厚生常任委員長 後藤三治君。 

○文教厚生常任委員長（後藤三治君） ２番 後藤です。 

文教厚生常任委員会に付託されました議案第２５号、平成２５年度高森町一般会

計予算につきましては、３月１１日午前１０時から、第３、４委員会室におきまし

て、教育委員会より佐藤教育長、後藤事務局長、沼田次長及び各係長、午前１１時

３０分から、健康推進課より岩下課長、阿部課長補佐、各係長、午後３時から、色

見保育園現地視察、午後３時３０分から、住民福祉課より古澤課長、佐藤課長補佐、

各園長及び各係長に出席を求め、詳細に説明を受け、慎重に審議いたしました結果、

全委員異議なく可とすることに決定をいたしました。 

なお、色見保育園新築工事につきましては、今後、早急に地域住民及び保護者等

に十分な説明をされ、地域住民等との合意形成が図られることを要望いたしまして、

委員会報告といたします。 

報告、終わります。 

○議長（田上更生君） 建設経済常任委員長 興梠壽一君。 

○建設経済常任委員長（興梠壽一君） ３番 興梠です。 

建設経済常任委員会に付託されました議案第２５号、平成２５年度高森町一般会

計予算につきましては、３月１２日午後１時３０分より、平成２５年度町道改良に

伴う町道現地確認及び奥阿蘇物産館、奥阿蘇キャンプ場遊具撤去箇所等の現地確認

を行いました。 

また、３月１３日午前１０時から、第３、４委員会室におきまして、建設課より

廣木課長、岩田審議員及び各係長、午前１１時３０分から、農林政策課より佐藤課
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長、後藤課長補佐及び安藤係長に出席を求め、詳細に説明を受け、慎重に審議いた

しました結果、全委員異議なく可とすることに決定をいたしました。 

報告、終わります。 

○議長（田上更生君） 各常任委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行い

ます。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、各委員長の報告のとおり決定したいと思います。ご異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２５号、平成２５年

度高森町一般会計予算については、各委員長の報告のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 議案第２６号 平成２５年度高森町国民健康保険特別会計予算について 

○議長（田上更生君） 議案第２６号、平成２５年度高森町国民健康保険特別会計予算

については、文教厚生常任委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求め

ます。 

文教厚生常任委員長 後藤三治君。 

○文教厚生常任委員長（後藤三治君） ２番 後藤です。 

文教厚生常任委員会に付託されました議案第２６号、平成２５年度高森町国民健

康保険特別会計予算につきましては、３月１１日午前１１時３０分から、第３、４

委員会室におきまして、健康推進課より岩下課長、阿部課長補佐、担当係長に出席

を求め、詳細に説明を受け、慎重に審議いたしました結果、全委員異議なく可とす

ることに決定いたしました。 

報告、終わります。 

○議長（田上更生君） 委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、委員長の報告のとおり決定したいと思います。ご異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２６号、平成２５年

度高森町国民健康保険特別会計予算については、委員長の報告のとおり可決され

ました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 議案第２７号 平成２５年度高森町後期高齢者医療特別会計予算について 

○議長（田上更生君） 議案第２７号、平成２５年度高森町後期高齢者医療特別会計予

算については、文教厚生常任委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求

めます。 

文教厚生常任委員長 後藤三治君。 

○文教厚生常任委員長（後藤三治君） ２番 後藤です。 

文教厚生常任委員会に付託されました議案第２７号、平成２５年度高森町後期高

齢者医療特別会計予算につきましては、３月１１日午前１１時３０分から、第３、

４委員会室におきまして、健康推進課より岩下課長、阿部課長補佐、担当係長に出

席を求め、詳細に説明を受け、慎重に審議いたしました結果、全委員異議なく可と

することに決定いたしました。 

報告、終わります。 

○議長（田上更生君） 委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 

お諮りします。 
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本案については、委員長の報告のとおり決定したいと思います。ご異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２７号、平成２５年

度高森町後期高齢者医療特別会計予算については、委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 議案第２８号 平成２５年度高森町介護保険特別会計予算について 

○議長（田上更生君） 議案第２８号、平成２５年度高森町介護保険特別会計予算につ

いては、文教厚生常任委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。 

文教厚生常任委員長 後藤三治君。 

○文教厚生常任委員長（後藤三治君） ２番 後藤です。 

文教厚生常任委員会に付託されました議案第２８号、平成２５年度高森町介護保

険特別会計予算につきましては、３月１１日午前１１時３０分から、第３、４委員

会室におきまして、健康推進課より岩下課長、阿部課長補佐、担当係長に出席を求

め、詳細に説明を受け、慎重に審議いたしました結果、全委員異議なく可とするこ

とに決定いたしました。 

報告、終わります。 

○議長（田上更生君） 委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、委員長の報告のとおり決定したいと思います。ご異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２８号、平成２５年

度高森町介護保険特別会計予算については、委員長の報告のとおり可決されまし

た。 
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－－－－－－－○－－－－－－－ 

 議案第２９号 平成２５年度高森町簡易水道事業特別会計予算について 

○議長（田上更生君） 議案第２９号、平成２５年度高森町簡易水道事業特別会計予算

については、建設経済常任委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求め

ます。 

建設経済常任委員長 興梠壽一君。 

○建設経済常任委員長（興梠壽一君） ３番 興梠です。 

建設経済常任委員会に付託されました議案第２９号、平成２５年度高森町簡易水

道事業特別会計予算につきましては、３月１３日午前１０時から、第３、４委員会

室におきまして、建設課より廣木課長、岩田審議員及び担当係長に出席を求め、詳

細に説明を受け、慎重に審議いたしました結果、全委員異議なく可とすることに決

定をいたしました。 

報告、終わります。 

○議長（田上更生君） 委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、委員長の報告のとおり決定したいと思います。ご異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２９号、平成２５年

度高森町簡易水道事業特別会計予算については、委員長の報告のとおり可決され

ました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 議案第３０号 平成２５年度高森町農業用水供給事業特別会計予算について 

○議長（田上更生君） 議案第３０号、平成２５年度高森町農業用水供給事業特別会計

予算については、建設経済常任委員会に付託してありましたので、委員長の報告を

求めます。 
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建設経済常任委員長 興梠壽一君。 

○建設経済常任委員長（興梠壽一君） ３番 興梠です。 

建設経済常任委員会に付託されました議案第３０号、平成２５年度高森町農業用

水供給事業特別会計予算につきましては、３月１３日午前１０時から、第３、４委

員会室におきまして、建設課より廣木課長、岩田審議員及び担当係長に出席を求め、

詳細に説明を受け、慎重に審議いたしました結果、全委員異議なく可とすることに

決定をいたしました。 

報告、終わります。 

○議長（田上更生君） 委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、委員長の報告のとおり決定したいと思います。ご異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第３０号、平成２５年

度高森町農業用水供給事業特別会計予算については、委員長の報告のとおり可決

されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 議案第３１号 平成２５年度高森町鉄道経営対策事業基金特別会計予算について 

○議長（田上更生君） 議案第３１号、平成２５年度高森町鉄道経営対策事業基金特別

会計予算については、総務常任委員会に付託してありましたので、委員長の報告を

求めます。 

総務常任委員長 立山広滋君。 

○総務常任委員長（立山広滋君） ５番 立山です。 

総務常任委員会に付託されました議案第３１号、平成２５年度高森町鉄道経営対

策事業基金特別会計予算につきましては、３月８日午前１０時から、第３、４委員

会室におきまして、政策推進課より甲斐課長、服部審議員及び担当係長に出席を求
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め、詳細に説明を受け、慎重に審議いたしました結果、全委員異議なく可とするこ

とに決定をいたしました。 

報告、終わります。 

○議長（田上更生君） 委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、委員長の報告のとおり決定したいと思います。ご異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第３１号、平成２５年

度高森町鉄道経営対策事業基金特別会計予算については、委員長の報告のとおり

可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第７ 特別委員長報告について 

○議長（田上更生君） 日程第７、特別委員長報告についてを議題とします。 

議会広報特別委員長の報告を求めます。 

議会広報特別委員長 立山広滋君。 

○議会広報特別委員長（立山広滋君） ５番 立山です。 

議会広報特別委員会の報告をいたします。 

議会広報特別委員会は、３月１４日に開催し、３月議会広報「絆」５１号発行に

ついて、内容やスケジュール等の協議を行いました。内容につきましては、３月定

例会初日の質疑、平成２５年度の一般会計予算及び一般質問を中心として取り上げ、

住民の皆さんにわかりやすくお知らせする予定です。今回は４月末発送を目標とし

ておりますので、議員各位のご理解とご協力をお願いいたします。 

以上、議会広報特別委員会の報告とさせていただきます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第８ 委員会の閉会中の継続調査申出書について 
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○議長（田上更生君） 日程第８、委員会の閉会中の継続調査申出書についてを議題と

します。 

各常任委員長並びに議会運営委員長から、所管事務及び所掌事務のうち、会議規

則第７５条の規定によって、お手元に配りました調査事項については、閉会中の継

続調査の申し出があっております。 

お諮りします。 

各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、各委員長の申し出のとおり、

閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（田上更生君） これで本日の日程は全部終了いたしました。 

一言ご挨拶申し上げます。 

９日間の３月定例会というようなことでございまして、喫緊の課題であります昨

年の災害の復興に向けての事業等にもですね、住民の負託、信託にも応えられるよ

う、町長、執行部、また議会も一丸となって住民の皆さん方と情報あるいは課題等

も共有しながら、この１年間、ご努力をいただきたいというふうに思います。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（田上更生君） これで、会議を閉じます。 

平成２５年第１回高森町議会定例会を閉会いたします。 

お疲れでございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午前１１時１５分 
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 
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